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分担研究者 
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  吉 岡  京 子  国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 
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  横 山  徹 爾  国立保健医療科学院 生涯健康研究部 部 長 

研究要旨 

 市町村の保健師の役割はますます重要となり、特に管理的立場の保健師への研修が求めら

れているが十分な体制が整っていない。国は市町村保健師管理者を対象に 2010年度より

「市町村保健師管理者能力育成研修事業（以下、本研修）」を開催してきが、今後は、本研

修も都道府県が主体となって実施することが望まれている。各都道府県が主体となって研修

を実施するためには、本研修を実施するための研修ガイドライン（以下、本ガイドライン）

の作成が必要であると考えられ、本研究では本ガイドラインの開発・普及を目的とした。 

 平成 29年度は、本ガイドライン（試作）開発に必要な様々な要素を分担研究として探求

し、その結果を参考にして本ガイドライン（試作）開発した。平成 30年度は 5つの県で本

ガイドライン（試作）を用いてのモデル研修の開催を支援しながら 7つの分担研究に取

り組み本ガイドライン（試作）を評価した。その結果、研修生へのモデル研修の効果も

確認でき、ガイドライン（試作）の評価も良好であることが確認できた。また、本ガイ

ドラインを改善する為の修正点と改善方法も得ることができた。これらの研究の結果を

踏まえ本ガイドラインを完成させ、全国の 47都道府県における保健師研修担当部署およ

び全国保健師長会などへ配布し普及を図った。令和元年度から本研修は、本ガイドライ

ンに沿って各都道府県単位での開催が順次開始されたり、地域保健総合推進事業として

本ガイドラインを用いて本研修を全国５つの県で開催されたりすることとなった。今後

は、市町村保健師管理者の方々の人材育成が推進する為に実践の場でのこれらの取り組

みを通して本ガイドラインの評価を重ねながら、本ガイドラインのさらなる改善を重ね

ていくことが必要であることが示唆された。 
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Ａ．目的 

 

 市町村の管理的立場にある保健師（以下、市

町村管理保健師）」の研修機会の確保は、地域

保健活動推進上、喫緊の課題であるが、市町村

における人材育成体制整備の遅れなどにより、

研修は十分に実施されていない。厚生労働省健

康局健康課保健指導室が平成 29年に実施した

調査によると、平成28年度に関する市町村保

健師への研修は全都道府県において開催してい

たが、11都道府県で管理期を対象とした研修

を開催していなかった 1）。開催していた 36都

道府県の延べ開催日数の合計は 446.5日であ

り、階層別に割合を比較すると「管理期 16.3% 

」「中堅期34.4%」「新任期49.3%」で管理期が

最も少ない状況であった。同指導室が平成 30

年に全国1,633市町村を対象に研修機会の有無

を調査した結果、研修の機会が無いと回答した

市町村の割合は「管理期20.3%（331）」「中堅

期7.1%(114)」「新任期3.4%(55)」で管理期が

他に比較して著しく少ないことが明らかになっ

た 2）。国は平成28年3月に「保健師に係る研

修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ

（以下、本とりまとめ）」を提示し、市町村の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師の人材育成に関しては「都道府県による 

計画的・継続的な人材育成の支援・推進が今後 

も重要である」とし各都道府県の役割を示して 

いる 3）。 

 国は市町村保健師管理者（以下、本管理者） 

を対象に平成 22年より「市町村における保健

師管理者が，効果的な保健活動を組織的に展開

するための求められる能力や果たすべき役割を

理解し、地域住民の健康の保持・増進に貢献す

る資質の向上を図る」ことを目的として「市町

村保健師管理者能力育成研修事業（以下、本研

修）」を開催してきた 4）。本研修は平成 31年度

から都道府県が主体となって実施することが望

まれているが、各都道府県が主体となって研修

を実施するためには、本研修を実施するための

研修ガイドライン（以下、本ガイドライン）の

作成が必要であると考えられた。 

 そこで本研究では、管理的立場にある市町村

保健師の人材育成の推進をめざし「都道府県の

ための市町村保健師管理者人材育成研修ガイド

ライン（以下、本ガイドライン）」を開発し普

及すること目的とした。 

  

 

分担研究者 

平成29年度 

  佐伯 和 子 北海道大学 大学院 教授 

  森 永 裕美子 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 

  堀 井 聡 子 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 

    川 崎 千 恵  国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 

  大 澤  絵 里  国立保健医療科学院 国際協力研究部 主任研究官 

 

 研究協力者  

 平成29-30年度 

   松 本  珠 実  大 阪 府 阿倍野区役所 

 平成30年度 

   小 島  亜 未  国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 

   森 永 裕美子 香川大学 医学部看護学科 
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Ｂ.研究方法 

 

本ガイドラインを開発する為に平成 29年度

から平成30年度の2年間に渡り、以下の分担

研究課題に取り組んだ。平成 29年度は前年度

に国が実施した市町村保健師管理者能力育成研

修のモデルプログラム（以下、本モデルプログ

ラム）を2つの県で実施することへの支援を通

して本ガイドラインの（試作）を開発した。平

成30年度にはそのガイドラインを用いた本モ

デル研修を開催する5つの県を選定し、その支

援を通して研究課題に取り組み、本ガイドライ

ン（試作）を評価した。その結果を元にガイド

ライン（試作）を改善し最終版の本ガイドライ

ンを開発した。 

なお、モデル研修を開催した 5つの県の選定

は、厚生労働省健康局健康課保健指導室が平成

29年に実施した「平成28年度に関する市町村

保健師への研修実態調査 1）」において「①管理

期の研修の開催割合が高い県の内、②全国の 5

つの地域に偏りがない県で、③本モデル研修の

開催に関して了解が得られた」県とした。 

 

１． 市町村保健師管理者能力育成研修ガイド

ラインの課題の検討（平成30年度） 

 

 ・目的：平成29年度に開発した本ガイドライン

（試案）を実際に使ってモデル県が行う研修を

側面支援ながら本モデル研修における研修企画

運営の課題を記述したり、モデル研修手引きを

含めたガイドライン（試作）の評価を行ったり

することを通して、ガイドライン（試作）の課

題を明らかにし、本ガイドラインの修正に寄与

することをすることを目的に実施した。 

 ・対象：5つのモデル研修実施県の企画運営担者

および本研究班の関係者である。 

 ・方法：研修修了2か月以内に、38項目4段階

評価から成る無記名自記式アンケート調査票で

の調査とグループインタビューおよび研修に参

加した本研究班の研究者など関係者間でディス

カッションする場を設定して検討した。アンケ

ート調査票は、モデル研修に関する打ち合わせ

時に口頭および文書にて説明後に配布し、イン

タビュー実施後に郵送にて返送とした。また、

本ガイドライン（試作）についてインタビュー

は、内容について許可を得た上で録音し、逐語

禄としてデータ化した。分析方法は、アンケー

ト調査表は集計し、インタビューと本研究班の

研究者による検討は、逐語禄を作成し、ガイド

ラインに関する意見を抽出した。 

 

2．市町村保健師管理者能力育成研修演習プロ

グラムおよびファシリテーター用手引き

の開発（平成29-30年度） 

 

 ・目的：都道府県が市町村の管理的立場にある保

健師に対して演習プログラムの開発とその運営

の際に、ファシリテーター役割を担う都道府県

職員に必要となる知識等をまとめた「ファシリ

テーター用手引き」（以下、手引きとする。）を

開発する。 

 ・対象：平成29年度と30年度に本モデル研修に

参加し、演習プログラムを実施した5県の研修

企画運営者とファシリテーター 

 ・方法：平成29年度は、演習プログラムと手引

き開発に必要な基礎的情報を収集することを目

的に、文献検討、モデル県等でのヒアリング、

参与観察を行った。平成30年度は、前年度の

モデル研修のビジョンを全面に押し出した演習

内容を見直し、事前課題も修正した。またファ

シリテーターはどのような視点で助言をすれば

よいのかをまとめた心得を試作し、手引きと併

せて実際の演習場面で試用すると共に、その活

用可能性と改善の必要性について検討した。演

習プログラムを実施した 5県の研修準備担当者

13人とファシリテーター22人にインタビュー

調査を実施し、その結果を元に演習プログラム

やファシリテーター用手引き等を修正し完成し
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ガイドラインの修正に提案した。 

 

３．市町村管理者能力育成に関する研修プロ

グラム研修プログラムの開発 

            （平成30年度） 

 ・目的：平成29年度の調査結果を踏まえて開  

  発されたモデルプログラムを基本としてモデ  

  ル県で研修を開催し企画運営者からの評価を得

ることで本研修のプログラム改善点を把握しプ

ログラムの改善について提案する。 

 ・対象：モデル県研修企画運営者 

 ・方法：５か所のモデル県で研修企画運営者に対

し、プログラムに関する「ストラクチャー評

価」「プロセス評価」「アウトプット評価」につ

いて質問紙並びにグループインタビュー調査を

実施した。分析は、質問紙は集計し、インタビ

ューは質的に分析した。インタビューは対象者

の許可を得た上で録音し逐語禄を作成した。 

 

４．モデル県での研修効果の推定および全国

への汎用性に関する研究 

           （平成 29-30年度） 

 ・目的：平成29年度と30年に本モデル研修を開

催した5つの県の研修受講者の「研修前」「研

修直後」および「研修2か月後」による能力の

差を検討し, 研修の効果を提示し, 全国に研修

を広げることに関する汎用性を検討することで

ある. 

 ・対象：対象者「市町村保健師管理者能力育成モ

デル研修」受講者の内、本研究に同意した者。 

 ・方法：平成29年度は、H29年度研修プログラ

ム（ 厚労省「市町村保健師管理者能力育成研

修プログラム(H29年度版)」）を実施し, H29受

講前アンケート調査, H29受講後アンケート調

査, フォローアップ調査を用いて, 研修前後の

能力点の差を検討した. 

   平成30年度は、(A)H30年研修前アンケート

調査, (B)H30年研修後アンケート調査, 

(C)H30年研修2か月後調査を用いて, 3回の調

査時における能力点の差異を検討した. 

 

５．研修のアウトカム評価尺度の開発 

           （平成29-30年度） 

  ・目的：本研修に関するアウトカム評価尺度の   

   開発することである。 

  ・対象：平成29年度と平成30年度に実施した

「市町村保健師管理者能力育成モデル研修」の  

   受講者 

  ・方法：上記の対象者に対して、研修前アンケ 

   ート、研修後アンケート、研修 2ヶ月後調査  

   の結果を用いて、一般目標（GIO）、到達目標

（SBOs）、28個の到達項目、およびキャリアラ 

   ダーとの関係について分析し、アウトカム評 

   価尺度としての妥当性を構成概念の観点から 

 検討した。 

 

6．市町村保健師管理者能力育成 研修の評価

ツールの開発（平成30年度） 

 

 ・目的：本研修を実施する都道府県の研修担当者

自身でアウトカム評価が行える為のツール開発 

 ・対象：平成30年度に実施した「市町村保健師

管理者能力育成モデル研修の受講者の研修前・

後・2か月後の能力に関する調査結果。 

 ・方法：本モデル研修のアウトカム評価をして設

定している「獲得すべき能力の到達項目（28

項目）」を用い、研修を実施する都道府県の研

修担当者自身でアウトカム評価が行えるための

ツール開発を行った。 

 

  ７．モデルカリキュラムとプログラムの妥当  

    性の評価（平成29年度） 

 

 ・目的：平成29年度の本モデル研修を開催した

2つの県での企画運営者、研修終了後に個別イ

ンタビューを実施し、モデル県での企画運営者

の視点からモデルカリキュラムとプログラムの

妥当性の評価を実施し、ガイドライン（試作）
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の作成資料とすることを目的とした。 

 ・対象：平成29年度の本モデル研修を開催した

2つの県での企画運営者 

 ・方法：上記の者に対して、本モデル研修終了後

に本研修の「ストラクチャー評価」「プロセス

評価」「アウトプット評価」「アウトカム評価」

に関する個別インタビューを実施した。インタ

ビューは許可を得て録音し、逐語禄を作成した

上で質的に分析した。研修の場面等に参加し観

察し、その内容を分析の参考に用いた。 

 

  ８．市町村保健師管理者能力育成研修におけ

る企画・運営・評価のあり方に関する一考察      

              （平成29年度） 

 ・目的：平成２９年度に実施した本研究では、市

町村保健師管理者能力育成研修を都道府県が展

開していく上での「企画・運営・評価」の課題

と今後の取組みのあり方や課題を検討し，研修

ガイドライン（試作）開発に資する事柄を見出

すことを目的とした。 

 ・対象：平成２９年度にモデル研修を実施する県

において、本研修の企画運営を担当する者 

 ・方法：モデル県への側面支援を通じて，本研修

の企画・実践・評価の実際を記述し，プロセス

及び結果から得られる今後の課題と取組みのあ

り方を検討した。 

 

９．市町村管理者能力育成に関する研修プロ

グラムに含まれるカリキュラム等に関す

る研究（平成29年度） 

 

 ・目的：都道府県が市町村の管理的立場にある保

健師に対して行う、「根拠に基づく研修カリキ

ュラム」について文献から現状と課題を把握す

るとした。 

 ・対象：2008年～2017年の間に発表された国内

外の管理期保健師の研修・教育に関する文献。

管理期看護師の研修・教育を参考とするため

に、管理期看護師に関する文献も対象とした。 

 ・方法：系統的レビュー 

 

10．都道府県による市町村管理期保健師研修

の実態調査（平成29年度） 

  

 ・目的：都道府県による市町村管理期保健師研修

の実態を把握し，人材育成の体制強化への示唆

を得ることとした。 

 ・対象：全国の都道府県本庁の保健師の人材育成

担当者 

 ・方法：本省による先行調査結果 1）を踏まえ，

管理期研修を実施している自治体（36か所）

に対し，研修内容に関する質問紙調査を，未実

施自治体（11ヶ所）には，未実施理由や今後

の実施予定などについての質問紙調査を webに

て実施した。 

 

11．県による市町村管理期保健師研修の実調

調査と実施体制モデルの構築 

           （平成30年度） 

 ・目的：保健師の人材育成に関して先駆的な取

り組みを行っている県による市町村管理期保

健師研修の実態を把握し，人材育成の体制強

化への示唆を得ることとした。 

 ・対象：人材育成に関して先駆的に取り組んで

いる5つの県における保健師人材育成担当部

署職員 

 ・方法：上記の対象者に「平成30年の研修の開

催回数や内容などの開催状況，研修実施体制 

  ，人材育成に関して工夫している点，課題点

等」に関するヒアリング調査を実施する。対

象者には，事前にヒアリングの趣旨および内

容を説明し，同意を得て行った。また同意を

得てインタビュー内容を ICレコーダーに録音

した。録音した内容は逐語録を作成し，目的

に沿って内容の分析を行った。 
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 12．管理的立場にある市町村保健師の人材育成   

   に関する教育機関のあり方（平成29年度） 

 

 ・目的：市町村の管理的立場にある保健師の人材

育成体制の整備にむけて、都道府県庁と教育機

関の連携と協力体制のあり方を検討する必要が

ある為、平成29年度の本分担研究では、①教

育機関の現任者人材育成への関与の実態、②市

町村の管理的立場にある保健師の人材育成体制

について教育機関および自治体の考えを明らか

にすることを目的とした。 

 ・対象：国内のすべての看護系大学ならびに保健

師教育機関265施設の公衆衛生看護学または地

域看護学の教育を担当する責任者と 4都道府県

庁の保健師の人材育成担当者 

  ・方法：前者には郵送による質問紙調査、後者に

は面接調査を行った。調査は所属機関の倫理審

査委員会の承認を得て実施した。 

 

（倫理面への配慮）  

全ての分担研究に関しては、国立保健医療科

学院倫理委員会の承認を得て実施した（平成

29年度承認番号NIPH-IBRA＃12167、平成30年

度承認番号NIPH-IBRA＃12199）。本研究の目

的、方法、結果の公開、調査協力は自由意思に

基づくこと、同意撤回の方法等について口頭と

文書にて、受講者、ファシリテーター、研修企

画運営者に説明の上、調査票の返送あるいは同

意書にて同意を得た。 

 

 

Ｃ.研究結果 

 

１． 市町村保健師管理者能力育成研修ガイド

ラインの課題の検討（平成30年度） 

 

   5つのモデル研修実施県の 16名の企画運営

者に行った本ガイドライン（試作）に関するア

ンケート調査結果は、ガイドラインの構成や内

容および資料に関する 38項目の全てにおいて

4段階評価の最も良い段階（大変適切等）と次

の段階（やや適切等）で 70％を超えており、

非常に高い評価結果であった。企画運営者への

インタビュー調査の結果も概ね良好であった。

本研究班の関係者 8名での振り返りのディスカ

ッションにおいてもガイドライン（試作）の評

価は良好であった。 

   改善点は「構成：Ⅲ章まで読了できるような

工夫」「第Ⅰ章～第３章の内容：分かりやすい

解説、適切な評価水準の設定、科学院の教員の

講義をビデオで提供する、調査票のコンパクト

化など」「資料：本文と資料が照合しやすくす

る」「その他：ガイドラインの活用を推進する

一ツールなど」であると考えられた。演習に関

することがらは分担研究者の吉岡氏の報告と同

様である。これらの改善点をガイドラインの最

終版の作成に反映させていく必要があると考え

られる。 

 

2．市町村保健師管理者能力育成研修演習プロ

グラムおよびファシリテーター用手引き

の開発（平成29-30年度） 

 

   平成29年度の結果として、演習プログラム

については、ビジョンの共有や明確化とその実

現に向けて保健師がどう活動しているかをグル

ープワークで意見交換することの難しさが指摘

された。また事前課題の記入しやすさについて

尋ねたところ、「記入しづらい」が 25.6％、

「どちらともいえない」が 27.9％であった。 

   平成30年度の結果として、演習Ⅰ・Ⅱは参

加者の知識と技術の向上に寄与しており、手引

きと心得も円滑な演習の運営に役立っているこ

とが明らかとなった。手引きと心得の改善点と

して「キーワードは見やすいようにカラー印刷

する」、「受講生向けに、プレゼンをもっと意識 

できるような内容を書いてほしい」といった意

見や、演習Ⅰ・Ⅱの流れを検討する必要性につ
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いて意見が出された。得られた意見に基づき、

演習Ⅰ：自己紹介と保健事業と政策・施策との

関連について検討する内容、演習Ⅱ：人材育

成・人事管理を含むマネジメントに関する内容

に修正した完成版演習プログラムを作成した。

また、これらの内容を反映した手引きと心得を

完成させた。今後は本研究において改善した点

が、ファシリテーターや受講生にとってどのよ

うな影響をもたらしたかについて検証する必要

があることが示唆された。 

 

3．市町村管理者能力育成に関する研修プログ

ラム研修プログラムの開発 

              （平成 30年度） 

   平成30年度にモデル研修の企画運営者に実

施したアンケート調査では、調査項目全４段階

評価において 「妥当」「やや妥当」との高い評

価がほぼ全ての調査項目に見られた。改善点と

しては、「研修対象者の選定を職位で行うと力

量に幅があった」「資源の把握で講師の絶対数

が少なく工夫が必要」「ファシリテーターの進

め方がわかりにくいこと」「内容に健康危機管

理を含める、一部の講義時間の不足」「グルー

プワークⅠとグループワークⅡの時間配分の再

検討等」が挙げられた。グループインタビュー

調査も、概ねアンケート調査と同様で高い評価

が多数を占めた。一部の意見として「マネジメ

ントに関して、講義とグループワークが結びつ

きにくい」などがみられた。 

 

４．モデル県での研修効果の推定および全国

への汎用性に関する研究 

           （平成 29-30年度） 

 平成29年度の研究対象者は、A県25人,B 

県18人の計43人である.研修前からフォロー 

アップ調査時までは25/28項目で有意に能力点 

数の増加が認められた. 

   平成30年度の研究対象者はA県16人,B県

23人, C県27人, D県23人, E県21人の計

110人であった。 研修前後(AB間)は 27/28項

目, 研修2か月後と研修前(AC間)は27/28項

目で有意な得点の上昇が認められ, 逆に有意な

得点の減少は認められなかった. しかし研修後

から研修 2か月後の間(BC間)では, 得点の有

意な上昇は認められず, 逆に有意な得点の減少

が16/28項目で確認された. 

   本調査により, 研修に関し, 研修前(a) 

  67.89(SD 13.38),研修直後(b)80.09(13.72),研

修2か月後(c)76.69(14.91), 研修前後(b-a)間

12.16 (95%CI:10.242～14.078), 研修後研修 2

か月後(c-b)間-3.55(-5.618～-1.482), 研修前

研修2か月後(c-a)間8.43(6.670～10.190)と

の結果を得た.研修後は17.9％(=12.16/67.89)

有意に上昇するが, 研修後から研修2か月後ま

でに4.43%(=-3.55/80.09)有意に得点は減少す

る.修前と研修2か月までには13.9％程度有意

に得点は上昇していることが明らかになった. 

   本調査の結果は, 職位や在職年数に基づく得

点を用いることにより, 全国に敷衍できるもの

と考える. 

 

５．研修のアウトカム評価尺度の開発 

            （平成29-30年度） 

  平成29年度は、モデル研修受講者 43人で 

 ある.研修前からフォローアップ調査時までは 

 25/28項目で有意に能力点数の増加が認められ 

 た. 有意な変化のなかった 3項目, Q3所属 

（課・係）の保健事業に係る業務全般を理解 

 し，その効果的な実施に対して責任をもつ,  

 Q21地域診断などにより，根拠に基づいた保健 

 事業を計画できる, Q23評価に基づき保健活動 

 の効果を検証し，施策の見直しについて提案 

 できる, については, 来年度研修の改善を考 

 える必要がある. 

   平成30年度は、本ガイドラインを用いての

モデル研修受講者 110名に対して、モデルル研

修受講前後およびフォローアップ調査を用い

て, 研修前後の能力点の差を検討した.SBOsの
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研修前後での改善は、GIOの改善と中等度の相

関を示した。28個の到達項目の因子分析によ

って6つの因子が抽出され、キャリアラダーの

うち、「所属部署内リーダーシップ」、「PDCAサ

イクルに基づく事業推進」、「施策提案」、「人材

育成・人事管理」、「組織内外の連携」、「健康課

題の明確化」の構成概念を反映していると考え

られた。アウトカム評価尺度として、各因子の

因子負荷量が大きい到達項目の得点の単純合計

または重み付け合計等を用いることが可能と思

われる。ただし、これらの因子得点や到達目標

の研修前後の改善とGIO、SBOsの研修前後の改

善との相関があるものは、一部だけであった。 

 

６．市町村保健師管理者能力育成 研修の評価

ツールの開発（平成30年度） 

 

   平成３０年度の本分担研究で開発した評価ツ

ールを資料5として示す。この分析ツールは市

町村保健師管理者能力育成研修ガイドラインに

CD-Rの形で添付し全国の都道府県及び関係者

へ配布した。この評価ツールを用いることで、

研修参加の保健師能力の分布と、研修前・後・

2～3か月後のフォローアップ時の保健師能力

の変化を把握でき、研修効果の共有と活用を促

すと考えられる。 

 

７．モデルカリキュラムとプログラムの妥当  

  性の評価（平成29年度） 

 

本調査の結果では【ストラクチャー評価】と

して、「①モデルプログラム実施の上で必要な

主な社会資源は、看護系大学等教育機関等であ

った。②モデルプログラムが想定している層を

対象とすることで研修効果が得られた」などで

あり、【プロセス評価】では「①講義や演習の

コーディネートに関しては、人材の確保に工夫

が必要な部分があった」「②本研修を階層別研

修に取り入れる場合は工夫が必要だ」「③モデ

ルプログラムの内容に対する２日間の設定は適

切であり、講義と演習のバランスも適切であ

る」「④演習Ⅰと演習Ⅱの内容と時間配分を修

正する必要」などであった。【アウトプット評

価】として「①参加者は講義のメモをとったり

うなずいたりと熱心に受講していた」「②演習 

にも積極的に参加していたが、時間が余って雑

談している場面もあった」などが述べられてい

た。しかし、研修評価計画の策定が明確ではな

かったので評価に取り組みにくかったとの意見

があり、今後は、評価指標、評価時期、達成目

標等を含めた評価計画を明確にするシートを開

発する必要があったと考えらた。 

  

８．市町村保健師管理者能力育成研修におけ

る企画・運営・評価のあり方に関する一

考察（平成29年度） 

 

  本研究を実施した結果、効果的な企画・運 

 営のためには，以下の①～④が重要であるこ 

 とが明らかになった。①研修企画者（都道府 

 県）が，研修受講対象（市町村管理者）に関 

  する状況（県下の市町村別の人材育成状況，市

町村保健師管理者の実態を丁寧に把握したうえ

で）のアセスメントが重要であり，都道府県と

して問題意識をもち，研修という手法によって

強化したいところを明確にしておくこと，②研

修ニーズが明確になることにより，キャリアラ

ダーを踏まえた到達目標の設定も容易となり，

研修の評価が確実に行えること，③グループワ

ークでは，ファシリテーターを設定し，ファシ

リテーターには，着地点を事前に理解してもら

うこと，④ファシリテーターガイド等でファシ

リテーターの個人差（力量差）をできるだけ僅

差にしてグループワークを組み立て，促進でき

るようにすることが重要であること。これらの

事柄を踏まえた上で、本モデルガイドライン

（試作）の開発が必要であると考えられた。 
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９．市町村管理者能力育成に関する研修プロ

グラムに含まれるカリキュラム等に関す

る研究（平成29年度） 

 

 調査結果では、管理期保健師等への管理的 

  能力の育成を目的とした介入（研修・教

育）の研究報告は少なかった。いずれも、

リーダーや管理者を対象に、リーダーシッ

プ（能力、コンピテンシー、実践）の向

上・構築を主題とした研修・教育であっ

た。効果を明らかにした研究は国内外とも

に少なかった。国内文献の多くは総説や実

践報告で、効果が測定されていなかった。

国外文献では、効果はリーダーシップの能

力を測定するものや、マネジメント能力を

測定するなど、特定の測定用具を用いた研

究報告が複数みられた。 

   介入（研修・教育）方法について、プロ

グラムへの参加者数は20～35人未満、1回

あたりの研修時間は4～8時間、研修間隔は

連続（3日間）、隔週、4-6週間毎など様々

で、研修期間は2日から 2年であった。介

入（研修・教育）方法には、講義、ロール

プレイ、アクション・ラーニング、ワーク

ショップ、グループ・ディスカッション、

リフレクティブ・ラーニング、コーチン

グ、メンタリング、Webサイトを活用した情

報交換等があった。自分がよくできたと思

ったマネジメントの実践を物語形式で書

き、グループで話す研修プログラム等があ

った。その他、研修のツールとして、ポー

トフォリオ、将来に向けた各自のプロファ

イルが使用されていた。 

 

10．都道府県による市町村管理期保健師研修

の実調査      （平成29年度） 

 

調査回答数（回答率）は 42（89.4％）、実施

自治体33（91.6％）、未実施自治体 9（81.8%）  

であった。市町村管理期保健師のみを対象とし

ている研修が少なく、意図的に都道府県保健師

と合同で開催していた。研修名称、目標設定、

根拠、対象は多種多様であり、キャリアラダー

を活用した目標設定を行っている自治体はごく

一部であった。また研修の日程は半日～1日が

約9割であった。これらの現状から、今後、都

道府県自治体が主催となって実施するためのツ

ールとなる「市町村管理者研修ガイドライン」

においては、現状の多様性、自治体のニーズを

考慮した汎用性の高いコンテンツを示すことが

人材育成体制強化の一助となることが想定され

る。 

 

11．県による市町村管理期保健師研修の実調

査と実施体制モデルの構築 

            （平成30年度） 

   人材育成に関して先駆的に取り組んでいる 5

つの県における保健師人材育成担当部署職員に

各県1回のヒアリング調査を実施した。その結

果、保健師の能力を引きあげ，地域保健を効果

的に進めるために，今後ますます，人材育成体

制の充実・強化が求められ，それには，都道府

県と市町村との連携，教育機関，自治体組織間

との連携，予算やマンパワーの確保が重要な要

因であることが明らかになった。課題として，

市町村の規模やそれに伴う能力やニーズの差に

より，研修内容の決定に苦慮したり，管理者と

いう意識が低かったり，研修会をしても管理期

保健師の次世代育成への意識も低く，意識改革

が課題としている点もみられた。小規模市町村

への支援や個別性を配慮した人材育成の強化が

今後ますます期待されることが示唆された。  

 

12．管理的立場にある市町村保健師の人材育 

  成に関する教育機関のあり方 

            （平成29年度） 

調査の結果、教育機関を対象としたアンケー

ト調査では、教育機関の自治体保健師を対象と
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した人材育成へ関わりでは、｢研修会｣が最も多

く、次いで「検討会・委員会」で、うち、所在

地の自治体とは8割以上が関わりを持ってい

た。所在地の都道府県での「管理的立場にある

市町村保健師」の人材育成について、教育機関

の役割分担の考えは、「組織ではなく、現任者

人材育成を専門とする教員が中心となる」が最

も多く、役割遂行の意識は、「依頼されたらで

きる限りかかわっていきたい」が多かった。 

 自治体への面接調査では、看護系教育機関と

都道府県との連携で最も多かったのは現任教育

でのかかわりであり、研究的かかわりや継続的 

人材育成への関わりが期待されていた。 

 

 

Ｄ．考察 

  

 平成29年度の研究結果を踏まえて、本ガイ

ドライン（試作）を開発し、平成 30年度は本

モデル研修を実施することを通して本ガイドラ

イン（試作）を評価し、その結果を踏まえて最

終版の本ガイドラインを完成させた。ここで

は、平成29年度に本ガイドライン（試作）を

開発する上での留意点に関して H30年度の結果

を踏まえて評価し、本ガイドライン（試作）の

全体的な評価と本ガイドライン改善への課題に

ついて検討する。 

 

１．H29年度の本ガイドライン（試作）の留意 

  点の評価と本ガイドライン改善への示唆 

  

１）研修モデルプログラムの評価と本ガイド  

  ライン改善への示唆 

 

結果4で示したように本モデル研修前と研修

後2か月の時点の受講生の認識の変化は、評価

の28項目中27項目（96.4%）で有意に向上し

ていることが確認できた。また、結果１および

３で述べたように、企画運営者や本研究班メン

バーからの評価も良好であったので、本研修プ

ログラムの大幅な変更は必要ではないと考え

る。ただ、講義の一つである「市町村保健師管

理者に必要な機能と能力」に関しては、モデル

研修では本研究班メンバーである国立保健医療

科学院の教員が担当していたが、本ガイドライ

ン示すモデルプログラムでは各自治体内の看護

大学の教員が担当する案となっていた。モデル

研修を支援する中で看護大学の力量は様々であ

る状況を把握した為に、この講義に関しては、

当面は科学院の教員が担当する必要があると考

え、「科学院の教員の講義をビデオ等に撮影し

て提供する」と修正する必要がある。 

 

２）演習およびファシリテーターへの支援方

法の評価と本ガイドライン改善への示唆 

 

 受講者の自己の能力の認識の変化は、研修前

と2か月後で有意に上昇していたので、演習も

大幅な修正は必要ないと考える。また、企画運

営者へのヒアリングでも演習Ⅰ・Ⅱは参加者の

知識と技術の向上に寄与しており、ファシリタ

ー用の「演習の手引」や「心得」も円滑な演習

の運営に役立っていることが明らかとなった。

結果の 2で述べた修正内容に従ってガイドライ

ンの中での演習の内容やファシリテーター用の

演習の手引き加筆修正することとした。 

  

３）講義の担当者と依頼内容（シラバス）の 

  評価とガイドライン改善への示唆 

 

 講義の一つである「根拠に基づく事業・施策

の展開」へ、本ガイドライン（試作）の中で

は、看護系大学等保健師育成教育機関の教員を

想定していた。しかし、本モデル研修の開催を

支援する中で、研修実施県内で的確な人材を確

保することが困難な状況がある場合も明らかに

なった。その為に対象を拡大し「看護系大学等

保健師育成教育機関および医学部公衆衛生学教
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室等の公衆衛生専門医師」へ拡大する必要が明

らかになった。この状況を踏まえて本ガイドラ

インを修正必要があると考える。 

 また、今後の課題として、各都道府県内で適

切な人材を登用するだけでなく、看護系大学の

教員と各都道府県の保健師とが育ち合う関係を

構築が必要であると示唆された。 

 

４）研修実施計画や評価計画の立案ツール 

および評価ツールの評価と本ガイドライン 

改善への示唆 

 

H29年度の本研究結果から H30年度の本ガイ

ドライン（試作）では、「実施計画や評価計画

を策定する為の計画表」を新しく開発して資料

として示した。結果1で述べたようにこの計画

表を含む資料の評価は良好であり引き続きガイ

ドラインに取り上げていく必要があることが確

認できた。また、同様にH29年度の本研究結果

から「評価ツール」の開発が求められたのを受

け、結果6に述べたように H30年度に「分析ツ

ール（資料5）」の開発を行い CD-Rに納めた上

でガイドラインと共に配布した。保健師能力の

分布と、研修前・後・2～3か月後のフォロー

アップ時の保健師能力の変化を把握でき、研修

効果の共有と活用を促すと考えられる。今後

は、各都道府県での活用状況を確認し開発を継

続する必要がある。H30年度に「分析ツ ール

（資料5）」を行いCD-Rに納めてものをガ 

 

５）研修のアウトカムに関する評価票の評価  

  とガイドラインへの改善への示唆 

 

結果5で示したようにSBOsの研修前後での

改善は、GIOの改善と中等度の相関を示してお

り、これらの評価票（評価指標）は適切である

と考えられる。また、結果4で示した通り、研

修受講者の「研修前」「研修直後」および「研

修2か月後」の能力に関する評価票による評価

では、研修の効果と全国に敷衍できるものであ

ることが確認された。これらの結果から、研修

のアウトカムに関する評価票に関しては継続使

用が可能であることが示唆された。今後の課題

としては、SBOsおよびGIOの評価指標と 28項

目設定した受講生の能力に関する認識の変化の

指標に関しては、両者の関係をより明確にする

指標として整理していくことが考えられる。 

 

２．本ガイドライン（試作）の全体的な評価  

  と本ガイドライン改善への示唆 

 

 これまで述べ考察１で述べたように昨年度に

示された改善点に関しては改善されていたと考

えられる。また、結果１で述べたように本ガイ

ドライン（試作）に関する評価は良好であっ

た。両者を総合すると本ガイドライン（試作）

の評価は良好であったと考えられる。 

 考察１で述べた改善点に加え、結果１で示さ

れた更なる改善点としての「構成：Ⅲ章まで読

了できるような工夫」「第Ⅰ章～第３章の内

容：分かりやすい解説、適切な評価水準の設

定、調査票のコンパクト化など」「資料：本文

と資料が照合しやすくする」「その他：ガイド

ラインの活用を推進する一ツールなど」をガイ

ドラインの改善に反映する必要があることが示

唆された。これらの改善点を踏まえて「市町村

保健師管理者能力育成研修ガイドライン」を完

成し、４７都道府県の保健師研修担当部署や保

健師長会などの関係機関に配布し普及した。平

成３０年度の研究結果をもとに開発した本ガイ

ドラインは別添資料として提出した。 

 令和元年度から本研修は本ガイドラインを活

用しながら各都道府県単位での開催が開始され

たり、地域保健総合推進事業として全国５つの

県で開催されたりすることとなった。今後は、

市町村保健師管理者の方々の人材育成が推進す

る為にこれらの取り組みを通して、本ガイドラ

インの有効性と改善点を探求し、ガイドライン
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のさらなる改善を重ねていくことが必要である

と考えられる。 

 

 

Ｅ.結論 

 

平成29年度から平成30年度の2年間をか

けて本ガイドラインの開発を行った。５つの県

においての本ガイドライン（試作）を用いての

本研修の支援を通して、本ガイドライン（試

作）を評価し良い評価を得た。考察で述べた改

善点を踏まえて本ガイドラインを完成させ、全

国47都道府県の保健師研修担当部署等へ配布

し普及に努めた。本ガイドラインは、別添とし

て提出しているので参考にして欲しい。本稿で

は開発した本ガイドラインに記載されている

「本研修の概要（資料１）」「本研修プログラム

（資料２）」「本研修ガイドラインの目次（資料

３）」「本ガイドラインの資料集目次（資料

４）」「本研修の分析ツールの使い方（資料

５）」を後掲した。 

令和元年度からは本ガイドラインを使っての

本研修が、全国の都道府県で順次開催される。

今後は、市町村保健師管理者の方々の人材育成

が推進する為にこれらの取り組みを通して本ガ

イドラインの評価を重ねながら、本ガイドライ

ンのさらなる改善を重ねていくことが必要であ

ることが示唆された。 

 

 

Ｆ.健康危機管理情報 

 なし 

 

Ｇ.研究発表 

 

１．論文発表 

・成木弘子：都道府県のための「市町村保健師  

 管理者能力育成研修ガイドライン」の開発, 

 保健師ジャーナル,75(3)，pp198-205，  

 2019． 

２．学会発表 

・成木弘子，森永裕美子，高橋秀人，横山徹   

  爾：県が主催した市町村保健師管理者能力育  

  成モデル研修の効果．第77回日本公衆衛生 

  学会総会；2018，日本公衆衛生雑誌．

2018，65(特別附録)124． 

 

 

Ｈ.知的財産権の出願・登録状況 

 

１．特許取得 

  なし 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 

 

 

【引用文献】 

 

1）厚生労働省健康局健康課保健指導室．都道  

 府県による管内市町村保健師の人材育成の取  

 組に関する調査 結果概要，平成29年度保 

 健師中央会議資料､2018:6． 

2）厚生労働省健康局健康課保健指導室．保健 

 師の人材育成の取り組みに関する調査，平成 

 30年度国立保健医療科学院講義資料､ 

 2018:52． 

3）村嶋幸代ほか：保健師に係る研修のあり方 

 等に関する検討会最終とりまとめ，保健師に 

 係る研修のあり方等に関する検討会， 

 2016：8－9． 

4）橋本亜希子，鈴木亨，勝又浜子：厚生労働  

 省「保健師管理者能力育成研修」について． 

 保健師ジャーナル，67（6），2011： 

 505-508． 
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都道府県の為の「市町村保健師管理者能力育成研修」の概要 

 

１．市町村保健師管理者能力育成研修の目的 

市町村の管理的立場の保健師が効果的な保健活動を組織的に展開するために求められる能力や果

たすべき役割を理解し、地域住民の健康の保持・増進に貢献する資質の向上を図ることができる。 

 

２．市町村保健師管理者能力“モデル研修(試作)”の概要 

１）GIO：市町村保健師管理者として自身が管理的立場である組織の活動を、根拠に基づいて推

進する為のマネジメントの資質を向上することができる。 

２）SBO： 

（１）我が国における地域保健動向と、今後の課題について説明できる。 

  （２）市町村保健師管理者として、根拠に基づいて施策・事業をマネジメントするための具体 

的方法を述べることができる 

   （３）各市町村保健師の活動方針（ありたい姿やビジョン）を踏まえ、施策展開に必要な組織 

運営管理、人材育成・人事管理を含むマネジメントのあり方について説明できる 

 

３）研修対象者 

：職位からの設定 ａ．現在、管理者である者（但：課長補佐級以下）、統括保健師は除く 

               ｂ．次期管理者である者（但：係長級以上）  

：「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」の B2～B3レベル、A4～A5レベルの能力の者  

 

４）日 数 

  ：連続した２日間を原則とする。 

 

５）研修体制のポイント 

（１）看護系大学等保健師養成機関の教員や公衆衛生医師との連携の強化 

 (２）市町村の人事部門との連携 

（３）演習場面におけるファシリテーターの充実 

   

３．研修の効果 

 本研修は、平成29年度と30年度に５つの県でモデル的に実施し、研修で獲得を目指した能 

力を「受講前」「修了時」「終了後２か月」の３点で比較した。その結果、終了後２か月の時点  

でも受講前よりも能力が向上していることを確認している。 

 

４．注意事項等 

（１）禁止事項：本研修プログラムの一部分を取り出しての研修の実施 

（２）注意事項：本研修で設定している対象者以外に使用する場合は、研修効果を充分に得ら 

   れない可能性がある。                                                                                                                                                            

【 資料1 】 



14 

 

 

都道府県の為の「市町村保健師管理者能力育成研研修」プログラム 

 

 

 

 

 研修内容 ねらい 講師 

事
前
準
備 

【遠隔講義】約 40 分 
組織におけるリーダーシップと 
マネジメン 

・行政経営を念頭においた組織概念、
リーダーシップ機能、マネジメント
機能について説明できる 

〇〇研究所等 
学識経験者 

【事前準備資料】  
（1）自治体の概要、健康課題 

と実施事業等、 
（2）自治体の保健師の情報（保健

師数、人材育成状況等） 

（1)地域の健康課題を解決するための
事業・施策展開がなされているか、
その中で、自身がどのようなマネジ
メント機能を果たすのかを考える 

(2)保健師管理職として、自組織にお
ける人材育成・管理の現状と課題や
自治体の状況、保健師の活動ビジョ
ンを踏まえた上で、管理者としての
マネジメントのあり方を考える。 

・事前準備資料の開
発と提供、 

国立保健医療科学院    
  教 官 
 
・配布や対応 
〇〇県 担当者 

一
日
目 

【講義】60分 
国の保健活動の方針および各都
道府県の現任教育体系を踏まえ
た市町村保健師管理者への期待 

・国の地域保健における動向や各都道
府県の役割を踏まえた上で、各都道
府県の保健師現任教育において市町
村保健師管理者が果たす役割につい
て説明できる 

 
〇〇県 

担当者 

【ビデオでの講義提供】90分 
市町村保健師管理者に必要な機
能と能力 

・施策展開に必要な市町村保健師管理
者の機能と、必要な能力について説
明できる 

国立保健医療科学院 
教官（ビデオ等） 

【講義】60分 
根拠に基づく事業・施策の展開 

・根拠に基づいた事業・施策の展開
（PDCAサイクル）について説明でき
る 

例：〇〇大学大学院 
教授 〇〇〇〇 

【グループワークⅠ】130分 
事業・施策における管理者とし
てのマネジメントの現状 

 

・健康課題解決のために根拠に基づい
て施策・事業をマネジメントするた
めの具体的方法の現状を述べること
ができる 

 

◇コーディネート 
各都道府県の企画運
営者等 
◇ファシリテーター 
各都道府県保健師 

二
日
目 

【説明】30分 
1 日目の概要 

・1日目の概要を述べることができる 〇〇県 
担当者 

【講義】30分 
保健師管理者への期待 

～他職種の立場から～ 

・他職種の管理者等からみた、管理的
立場の保健師に求める役割や行動に
ついて説明できる 

〇〇県内市町村の 
事務職職員等 

【実践報告】【コメント】60 分 
事業・施策の展開における管理
者のあり方 

・実践報告事例から、自組織における事
業・施策の展開を振り返り評価でき
る 

例：〇市健康支援課 
  主幹〇〇 〇〇 
コメント 
：〇〇県 担当者 
 大学の教員等 

【グループワークⅡ】205分 
管理者としてのマネジメントの
あり方 

・各市町村保健師のありたい姿（ビジョ
ン）を踏まえ、施策展開に必要な人材
育成・人事管理を含むマネジメント
のあり方について説明できる 

◇コーディネート 
各都道府県の企画運
営者等 
◇ファシリテーター 
各都道府県保健師 

【まとめ】20分 
・今後の実践に活かす保健師管理者と
してのあり方を説明できる  

〇〇県  
企画運営担当者 

【 資料2 】 
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                                                                            【 資料 3 】 

 

都道府県の為の「市町村保健師管理者能力育成研修ガイドライン」目次 

 
はじめに 

 

第Ⅰ章.市町村保健師管理者能力育成研修ガイドラインの基本的な考え方  ........ 1 

１．市町村保健師管理者能力育成研修の基本方針 ............................... １ 

２．市町村の管理的立場にある保健師が獲得すべきキャリアレベル................ １ 

３．研修実施体制 ........................................................ 4 

第Ⅱ章．市町村保健師管理者能力育成研修の概要  ...................... 5 

１．市町村保健師管理者能力育成研修の目的 .................................... 5 

２．市町村保健師管理者能力育成研修GIOとSBO  ................................. 5 

３．研修対象者 ............................................................. 5 

４．日 数 ................................................................. 5 

５．研修体制のポイント ...................................................... 5 

６．研修プログラム .......................................................... 6 

７．工程 ................................................................... 7 

８．研修の効果 ............................................................. 8 

９．注意事項等 ............................................................. 8 

第Ⅲ章．市町村保健師管理者能力育成研修の進め方  .................... 9 

１．P（計画） ............................................................. 11 

１）実態把握と課題の明確化  ........................................... 11 

２）本研修の企画・立案 ................................................. 12 

３）研修プログラムの作成 ............................................... 20 

２．D（実施） ............................................................. 23 

１）実施する上で注意するポイント  ..................................... 23 

２）モニタリング ....................................................... 23 

３．C（評価） ............................................................. 25 

１）評価項目の基本 ..................................................... 25 

２）評価ツールの活用 ................................................... 26 

３）評価の解釈上の注意 ................................................. 29 

４．A（計画の見直しおよび次年度の計画） .................................... 30 
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                                                                           【 資料４ 】 

 

       都道府県の為の「市町村保健師管理者能力育成研修ガイドライン」資料集目次 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜運営関係＞ 

資料 1 実施要綱（○○都道府県） 

資料 2 獲得を目指すキャリアレベル（表３、表４） 

資料 3 研修プログラム（表５） 

資料 4 取り組みの手順（表６） 

＜実施準備関係＞ 

資料 5 研修到達度(28項目)とプログラムの対応表（表７） 

資料 6 実施計画・評価計画（概要）（表８） 

資料 7 研修企画における評価計画（表９） 

資料 8 講義等の依頼内容（講師・ファシリテーターへの依頼ポイント） 

資料 9 研修場面での観察ポイント（企画運営者用） 

＜演習（GW関係）＞ ※ GW：グループワークの略 

資料 10 事前学習(遠隔講義および事前準備資料)について 

資料 11 事前準備資料（1）【演習（GW）Ⅰ記入用紙】 

資料 12 事前準備資料 (1)【演習（GW）Ⅰの記載例】 

資料 13 事前準備資料(2)【演習（GW）Ⅱ記入用紙】 

資料 14  演習Ⅱ（GW）【課題の作成様式】 

資料 15 演習Ⅰ（GW）、演習Ⅱ（GW）【各説明用パワポ】 

資料 16 演習Ⅰ（GW）、演習Ⅱ（GW）【各記録用紙】 

＜ファシリテーター関係＞ 

資料 17 ファシリテーターの心得 

資料 18 ファシリテーターガイド（１日目） 

資料 19 ファシリテーターガイド（２日目） 

＜アンケート調査票・分析ツール＞ 

資料 20 【受講者】研修前アンケート 

資料 21 【受講者】研修後アンケート 

資料 22 【受講者】研修後フォローアップアンケート 

資料 23 【ファシリテーター】研修後アンケート 

資料 24 【企画運営者】研修後の評価項目 

資料 25 【分析ツール】分析方法 

＜その他＞ 

   資料 26 本研修ガイドラインの問い合わせ票（2019年度用） 

【Q and A】 

 

＜別添 C D ＞ ①【資料集】資料１～26 ②【分析ツール一式】 
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                                                                           【 資料５ 】 

管理的立場の保健師能力（28項目）を用いた研修評価ツールの使い方 

 

 



平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担研究報告書 

分担研究課題 : 市町村保健師管理者能力育成研修ガイドラインの課題の検討 

研究分担者： 成 木 弘 子 （国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部） 

研究要旨 

本研究班では平成 29 年度に「都道府県の為の『市町村保健師管理者研修』ガイドラ

イン（試作）（以下、本ガイドライン（試作）」を開発した。平成 30 年度は本研修ガイ

ドライン（試作）を実際に活用して 5 つの県が研修を開催する本研修の支援を通して本

ガイドライン（試作を）評価しガイドライン（試作）の課題を最終版のガイドラインの

作成の為の資料とすることを目的とした。その中で本分担研究では、「①5 つのモデル研

修実施県の企画運営担当者」および「②本研究班の関係者」からの評価を行うことを通

して、本ガイドライン（試作）ガイドライン（試作）の課題を明らかにし、本ガイドラ

インの修正に寄与することをすることを目的に実施した。

①の者には研修終了 2 か月前後に 38 項目 4 段階評価から成る無記名自記式アンケー

ト調査票での調査とグループインタビューを実施した。②の者間ではこの取り組みに関

するディスカッションする場を設定して検討した。アンケート調査票はモデル研修の打

ち合わせ時に口頭および文書にて説明後に配布し、グループインタビュー終了後に返送

とした。本ガイドライン（試作）関するインタビューは、内容について許可を得た上で

録音し、逐語禄としてデータ化した。分析方法は、アンケート調査は単純集計、インタ

ビューと本研究班の研究者による検討は、逐語禄を作成しガイドラインに関する意見を

抽出した。調査は所属機関の倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

①の調査対象者は 17名であり、本ガイドライン（試作）に関するアンケート調査に

16名が回答した。その結果、ガイドラインの構成や内容および資料に関する 38項目の

全てにおいて 4段階評価の最も良い段階（大変適切等）と次の段階（やや適切等）で

70％を超えており、非常に高い評価結果であった。また、①の者へのインタビューと②

の者 8名のディスカッションでの結果も良好であった。改善点は「構成：Ⅲ章まで読了

できるような工夫」「第Ⅰ章～第３章の内容：分かりやすい解説、適切な評価水準の設

定、講義担当の変更など」「資料：本文と資料が照合しやすくする」「その他：ガイドラ

インの活用を推進する一ツールなど」であると考えられた。演習に関することがらは分

担研究者の吉岡氏の報告と同様である。これらの改善点をガイドラインの最終版の作成

に反映させていく必要がある。令和元年度から本研修は本ガイドラインを活用しながら

各都道府県単位での開催が順次開催されていく。今後は、市町村保健師管理者の方々の

人材育成が推進する為にこれらの取り組みを通して本ガイドラインの評価を重ねなが

ら、本ガイドラインのさらなる改善を重ねることが必要であると示唆された。 
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Ａ．目的 

 

 本研究班では平成 29 年度に本ガイドライ

ン（試作）を開発した。平成 30 年度は本研

修ガイドライン（試作）を実際に活用して 5

つの県が研修を開催する本研修の支援し、本

ガイドライン（試作を）評価しガイドライン

（試作）の課題を最終版のガイドラインの作

成の為の資料とすることを目的とした。 

 

Ｂ.研究方法 

 

1．対象 

 5つのモデル研修実施県の企画運営担当

者、各県 2－5名程度および本研究班の関係

者 10名程度 

 

2．調査および分析方法 

 

1）調査方法 

 研修修了 2か月以内に、38項目 4段階評

価から成る無記名自記式アンケート調査票

（資料 1）での調査とグループインタビュー

および研修に参加した本研究班の研究者など

関係者間でディスカッションする場を設定し

て検討した。アンケート調査票はモデル研修

の打ち合わせ時に口頭および文書にて説明後

に配布し、グループインタビュー終了後に返

送してもらうこととした。また、本ガイドラ

イン（試作）についてインタビューは、内容

について許可を得た上で録音し、逐語禄とし

てデータ化した。 

 

2）分析方法 

アンケート調査表は単純集計し、インタビ

ューおよび本研究班の研究者による検討は、

逐語禄を作成し、ガイドラインに関する意見

を抽出した。 

 

（倫理面への配慮） 

国立保健医療科学院倫理委員会の承認を得

て実施（承認番号 NIPH-IBRA＃12199）し、

研究依頼調査実施については依頼文書にて説

明の上、同意書にて同意を得た。 

 

Ｃ.研究結果 

 

1．調査対象者 

 各モデル県の企画運営者は、A 県：5 名、

B 県：4 名、C 県：4 名、D 県：2 名、E 県

2 名の 17 名であり、全員からインタビュー

への回答があった。アンケート調査への回答

は 16 名（回収率：94.1%）であった。本研

究班の研究者など関係者間でのディスカッシ

ョンに参加したものは 8 名であった。 

 

2．調査期間 

 平成 30 年 11 月～平成 31 年 2 月 

 

3．調査結果 

 

1）本ガイドライン（試作）に関するアンケ 

  ート調査結果（図 1） 

 38 項目の全てにおいて 4 段階評価の最も

良い段階（大変適切等）と次の段階（やや適

切等）で 70％を超えており、非常に高い評

価結果であった。 

 「大変適切等」の最も高い評価が 50％を

超えている項目は、「文字の大きさ」「次年度

以降のガイドラインの活用」「目的・目標の

理解」「資料 5：研修プログラム」「資料 6：

事前学習」「資料 8：事前準備資料 1」「資料
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15：講義の依頼内容」「資料 19：実施要綱」

の 8 項目であった。 

 「大変適切等」よりも「やや適切等」が多

かった項目は、28 項目（73.7%）に登り、

その中でも「章の分量のバランス」「解説の

わかりやすさ」「評価計画方法の理解」「企画

運営者への研修アンケート」「受講者に対す

る 3 つのアンケート」「ファシリテーターに

対するアンケート」など 8 項目に関して

は、3 倍以上の開きが見られた。特に「解説

の分かりやすさ」に関しては「大変適切：ナ

シ（0％）、やや適切：11（68.8%）、やや適

切ではない：3（18.8%）、適切ではない：1

（6.2%）」と改善の必要があると考えられ

た。また、「企画運営者への研修の振り返り

の為の評価に関する調査票」は、「大変役立

った：1（6.2%）、やや役だった:12（75.4 

%）」であるのに比較し、「企画運営者への研

修の振り返りの評価項目」に関しては「「大

変役立った：5（36.0%）、やや役だった：9

（58.5%）」と評価が高めであった。 

 上記のガイドラインの評価項目に関する具

体的に記載されたコメントで改善の余地が最

も示された「解説のわかりやすさ」に関して

は、以下の通りであった。 

・研修の意味と、実態は丁寧に記載されてい  

 ますが、このプログラムを実施することで 

 の効果の説明に関する部分が足りないと思 

 う。企画する為に参考にしたいので記載し 

 て欲しい。 

・２章で研修の企画～評価の考え方を示した 

 後は、今回のプログラムに具体的に落とし 

 込んでもらえると理解が深まると思う。 

・１章と２章は３章の解説のような位置づけ 

 にし、とにかく研修の実践方法が記されて 

 いる３章を読んでもらえるようにした方が 

 よいと思う。 

・１．２章から読み始めると、消化不良な感 

 が続き、３章まで読み続けられない感じ 

 がする。 

また、「章の分量のバランス」に関しては、

「量が多く、すぐには探せない」という意見

もあった。 

 本ガイドライン（試案）に関する全体的な

コメントは、高い評価のものが見られた。 

・キャリアレベルを想定して目的・目標に沿 

 って丁寧にプログラムが構成されており、 

 今後の研修企画に参考となった。 

・村保健師のキャリアアップの研修を計画す 

 る必要を感じることができ、取り組んでい 

 くきっかけになると思った。 

 

2）企画運営者へのインタビュー 

 

（1）全体に関すること 

 本ガイドライン（試案）に関する全体的な

意見は、以下の様に高評価であった。 

・困った時の拠り処として、とても参考にし 

 ていました。必要なことが概ねここに書い 

 てあるので、しっかり読み込めばとても頼 

 りになる、勉強になるガイドラインだと思 

 った。 

・キャリアラダーと研修会の連動や、評価の 

 とり方などについても大変勉強、今後に他 

 の研修でも活用できることがあった。 

 

（2）章立てに関すること 

 3 つの章に分けたことに関しても好意的な

意見が多かったが、以下の意見も見られた。 

・１章と２章が分ける必要がないのではない 

 だろうか？。 

・２章が中途半端→評価のボリュームが大き 
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 いが、企画内容が薄い 

・１章と２章を合わせて基礎編＋３章は実践 

 編としてはどうか 

・１章が本研修関係→２章が一般な基礎知識 

 中心→３章実践編なので思考が分断され 

 るので、1 章と 2 章をコンパクトにしては   

 どうか。 

 

（3）第 1 章～3 章の内容に関すること 

 実践編の 3 章の評価は好評であった。 

・３章は実際の研修の方法に関する説明な 

 のでとても役に立った、他の研修にも応 

 用できる。 

・評価の仕方がすぐ参考になった。 

 各章に関する細かい点に関してはいくつか  

 の意見があった。 

・１章に「この研修の GIO や SBO」を記載 

 して早めにイメージを作った方が良い。 

・達成目的は、4 段階の一番上の段階を６割 

 に設定しても気にしなかったが、若い人が 

 入ってくると高い設定かもしれない。 

・３章の分量は良い。 

・達成目標は、１と２段階合わせて６割では 

 ないと難しい。 

・１～３章の分量は気にならなかった。 

・分量がすごく多くはないが、似た言葉が繰 

 り返し出てくるので理解しにくい（評価、 

 目的）。 

・読めばちゃんと書いてあるが、たどり着く 

 まで時間がかかる。 

 

（4）資料に関すること 

・実施要綱などそのまま使えるものが用意 

 されていて良かった 

・資料２０：目標値は指標の隣においた方 

 がわかりやすい。 

・資料と行ったり来たり、資料を探し出す 

 のが大変。 

 

3）研究班メンバー等のディスカッション 

 

(1)第 1章～3章の構成に関して 

・1章と 2章を一緒にするか、2章と 3章を 

 一緒にするか考えたが、1章～3章とした  

 ままで、内容を修正する。 

・完読しやすくする為に全体の分量は少なく 

 する。 

 

（2）1章～3章の内容に関して 

・1章と 2章の分量を少なくして 3章まで完 

 読できるような工夫をする。 

・2章と 3章の重複が多いので、内容の重複 

 ないように整理する。 

・評価の基準は、高すぎるという意見を受け 

 て、調整する。 

・資料をちりばめた内容になっているが、判 

 読しにくい状況が否めないので本文への資 

 料の掲載は最小限に抑える。 

・本文と資料が照らし合わせ易いように、資 

 料の見出し等を本文の欄外につける等の工 

 夫をする。 

・研修の対象者を拡大したいとの希望に関し 

 ては、効果が検証できていないので配慮が 

 必要な旨を記す。 

・モデル研修の国立保健医療科学院の教員は  

 担当している講義に関しては、当初は看護 

 系大学の教員への移行を考えていたが、当 

 面は現在の担当者の講義をビデオで提供す 

 る等の方法で対応する。 

・評価基準が高すぎるとの現状を踏まえ、評 

 価基準を少し下げる方向とする。 
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(3)資料に関して 

・提供した資料の内、企画運営者への研修の 

 調査票は廃止し、研修の振り替えりをする 

 項目を残し、意見交換を充実させる。 

・資料はワード等で作成し、各自治体で工夫 

 ができるよう配慮した上で、CD-Rに保存 

 しガイドラインへ添付する。 

・受講者やファシリテーターへの調査票に関 

 しては、最小限の内容に押さえるよう検討 

 していく。 

 

(4)演習の内容や資料および研修プログラム 

 に関して 

・演習に関しては、分担研究の吉岡先生の報 

 告に準じて変更する。特に演習Ⅰの内容を 

 演習Ⅱへ移動する等を行い時間配分の調 

 整を行う。 

・プログラムに関しては、アウトカム評価結 

 果が概ね良好なので演習の内容や進め方以 

 外では現行で妥当だと考える。 

・2日間の研修としての形態や内容および順 

 番に関しては、原則変更しないこととする 

 が、将来的には集合研修を 1日にすること 

 も今後は検討する。 

 

(5)その他 

・分析ツールの記載は例示を含めて記載し、 

 CD-Rに保存してガイドラインにつけて配 

 布する。 

・よく聞かれることが想定される質問に答え 

 る為に「Q&A」を作成し添付する。 

・完成したガイドラインは、全国の都道府県 

 の保健師研修担当者へ配布するだけでな 

 く、保健師長会や保健所長会などの関係者 

 にも配布し普及する。 

 

Ｄ．考察 

 

本ガイドライン（試案）を実際にモデル研

修で用いた結果から考察を述べる。 

 

１．本ガイドライン（試案）に関する総合 

  的な評価 

 

 これまで述べたように本ガイドライン

（試案）の評価は良好であり、研修のアウト

カム評価も良好であるので大きな修正は必要

としないが、以下の点を修することによって

最終版のガイドラインをより充実したものに

なると考える。 

 

２．ガイドライン修正のポイント 

 

 企画運営者への調査票による調査および

ヒアリング、本研究班からの意見の３つの側

面からガイドラインの修正ポイントを検討し

た。その結果を以下に述べる。 

 

1）全体構成に関して 

 

 ３つの調査のいずれからも「全体の分量

を少なくする工夫が必要」「Ⅲ章まで読了で

きるような工夫が必要」との意見が見られ

た。各章の内容はそれぞれ重要であると考え

るが、実際に本研修に取り組んでもらうため

には、第Ⅲ章の研修の進め方まで読み進むこ

とが必須である。その為には、第Ⅲ章を中心

に考え、それに必要な基礎知識としてのⅠ

章、最初に研修の概要を把握しイメージを作

りやすくするための第Ⅱ章との校正へ変更す

る必要があると考える。この工夫は全体の分

量を減らす効果も生むと考えられる。 
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2）Ⅰ章～Ⅲ章の内容に関して 

  

企画運営者への調査結果では、「解説のわ

かりやすさ」を「大変適切」と回答した者が

いない反面、「やや適切でない等」の回答も

24%という状況であり、分かりやすい解説に

する必要があると考えられた。その為には、

表現の工夫だけでなく、必須ではない資料の

記載を減らしたり、内容の重複を避けたりす

る工夫が必要であると考えられた。 

 評価の基準を４段階で最も高い「とてもで

きると思う等」で 60％と設定していたが、

企画運営者への２つの調査では、「水準が高

すぎる」との意見が見られた。特に受講者の

中で次期管理期にある者は、研修受講前の状

態が高い水準にはないので、研修の能力等の

変化は高いとしても、割合だけでの評価が難

しいと考えられた。その為に評価の基準は

「大変適切等」と「やや適切等」を合わせて

70%程度に抑える必要があるのではないかと

考える。 

 企画運営者からは、受講者を拡大して欲し

いとの声が寄せられている。次期管理期以外

の若手、あるいは現在すでに統括保健師であ

る者などである。特に現在、統括保健師の立

場にあるものは本研修のような保健師にとっ

てのマネジメントに関する研修を受講する機

会がない状況である。今回のガイドラインの

開発では、統括保健師の能力育成までは効果

を検証していないので、実践の場のニーズを

踏まえ、今後検討していく必要があると考え

られる。 

 本ガイドラインの中には、受講者への調査

票が３種類、ファシリテーターへの調査票と

企画運営者への調査票が各１種類含まれてい

るが、「やや適切等」との回答が多く寄せら

れていた。理由までには言及されていなかっ

たが、本研修は全国会場との研修と関係して

いるので、両者で活用する調査票として内容

を洗練しコンパクトしていくことは今後検討

していく必要がある。 

 

3）資料に関して 

 

 本ガイドラインでは、研修に必要な資料

を２６種類準備している。「そのまま使える

ものが用意されていて良かった」との反応で

あるが、本文と資料の照らし合わせなどに分

かりにくさが残ってようなので、本文に資料

が見つけやすいよう見出しをつける等の工夫

をする必要がある。 

 

4）その他 

 

 演習関係に関しては、分担研究（分担研究

者：吉岡氏）の報告に準じて加筆修正を行う

必要がある。 

 ガイドラインの活用を推進する一ツールと

して、「①分かりにくい事柄と解説を「Ｑ＆

Ａ」として添付（資料２）、②資料はワード

等修正が可能なファイル形式としてＣＤ－Ｒ

として添付、③分担研究（分担研究者：吉

岡）が開発した分析ツールはガイドラインに

添付」する工夫をする必要がある。 

 

３．今後の課題 

 

これらの結果を踏まえて、ガイドラインを

完成させ、H30年 3月末に全国の都道府県等

に配布した。令和元年度は、地域保健総合推

進事業として本ガイドラインを用いた本研修

を全国５つの県で開催するので、その取り組
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みへの支援を通して、本ガイドラインを評価

し、その有効性や改善点を探求し、ガイドラ

インのさらなる改善を重ねていく必要がある

ことが示唆された。また、「開催日数、参加

対象者」「アンケート調査票」については、

実践の場の意見を踏まえながら検討を続けて

いく必要があると考える。 

 

Ｅ.結論 

 

本研修ガイドライン（試案）を用いて、５

つの県でモデル研修を開催しガイドラインの

評価を行った。その結果、ガイドライン（試

案）は概ね良い評価であった。ガイドライン

の最終版の作成に当たり「構成」「第Ⅰ章～

第３章の内容」「資料」等に関して修正点が

明らかになった。これらの改善点をガイドラ

インの最終版の作成に反映させていく必要が

あることが示唆された。 

 

 

Ｆ.健康危機管理情報 

なし 

 

Ｇ.研究発表 

  なし 

 

Ｈ.知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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都道府県の為の「市町村保健師管理者能力育成研修ガイドライン（試作）」の評価票 

 ※本ガイドライン（試作）を使用したご意見等をいただきたい改善に役立てたいので、各々の選択肢

から該当するものを一つ選んで丸囲んでください。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．ガイドライン全体についておうかがいします 

1) 
 第１章、二章、三章という構成は適切でしたか？ 

 

回答欄→ ①大変適切 ②やや適切 ③やや不適切 ④大変不適切 

③④を選択された方はその理由： 

 

2) 
３つの章の分量のバランスは適切でしたか？ 

 

回答欄→ ①大変適切 ②やや適切 ③やや不適切 ④大変不適切 

③④を選択された方はその理由： 

 

3) 内容は適切でしたか？ 

 

回答欄→ ①大変適切 ②やや適切 ③やや不適切 ④大変不適切 

③④を選択された方はその理由： 

 

4) 
解説はわかりやすく記載されていましたか？ 

 

回答欄→ 
①大変 

分かりやすい 
②やや 

分かりやすい 
③やや 

分かりにくい 
④大変 

分かりにくい 

③④を選択された方は、分かりにくかった「ページ」「箇所」「理由」 

 

 

 

 

5) 
文字の大きさは適切でしたか？ 

 
回答欄→ ①大変適切 ②やや適切 ③やや不適切 ④大変不適切 

上記の理由： 

6) 次年度以降にも本研修を開催するとしたら、本ガイドラインを活用すると思いますか？ 

 

回答欄→ ①かなり思う ②やや思う ③やや思わない ④全く思わない 

③④を選択された方は、活用しない理由を以下から選んでください（複数回答可） 

 (1) 専門的すぎる  (2) 現場のニーズに合わない  (3) 複雑すぎる  (4) 細か過ぎる 

 (5) その他（                                                ） 

２．第３章 市町村保健師管理者能力育成モデル研修に関する記載についておうかがいします。 

1) 
本モデル目的・目標について理解できましたか？ 

 

回答欄→ ①十分理解できた ②やや理解できた ③やや理解できなかった ④理解できなかった 

③④を選択された方はその理由： 

 

2) 
本モデル研修の実施計画方法について理解できましたか？ 

 

回答欄→ ①十分理解できた ②やや理解できた ③やや理解できなかった ④理解できなかった 

③④を選択された方はその理由： 

 

3) 
本モデル研修の評価計画方法について理解できましたか？ 

 

回答欄→ ①十分理解できた ②やや理解できた ③やや理解できなかった ④理解できなかった 

③④を選択された方はその理由： 

 

4) 
本研修の実施方法について理解できましたか？ 

 

回答欄→ ①十分理解できた ②やや理解できた ③やや理解できなかった ④理解できなかった 

③④を選択された方はその理由： 

 

 

資料 1－1） 
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３．第３章 本モデル研修に関する【資料１~27（16‐18は除く）】は研修をする上で役立ちましたか？ 

資料等 

番号 
タイトル 

① 

大変役

立った 

② 

役立っ

た 

③ 

あまり

役立た

なかっ

た 

④ 

役立た

なかっ

た 

資料１ 取り組みの手順（表 10） ① ② ③ ④ 

資料２ 実施・評価計画（表 11）  ① ② ③ ④ 

資料３ 獲得を目指すキャリアレベル(表 12) ① ② ③ ④ 

資料４ 研修到達度(28項目)とプログラムの対応(表 14） ① ② ③ ④ 

資料５ 研修プログラム（表 15）    ① ② ③ ④ 

資料６ 事前学習(遠隔講義および準備資料)について ① ② ③ ④ 

資料７ 「準備資料」および「受講者研修前アンケート調査票」の 

 提出について 
① ② ③ ④ 

資料８ 準備資料（1）【演習Ⅰ前半記入用紙】 ① ② ③ ④ 

資料９ 準備資料（2）【演習Ⅰ後半記入用紙】 ① ② ③ ④ 

資料 10 準備資料 (2)【演習Ⅰ後半の記載例】 ① ② ③ ④ 

資料 11 演習Ⅰ【説明】 ① ② ③ ④ 

資料 12 演習Ⅱ【課題】 ① ② ③ ④ 

資料 13 演習Ⅱ【説明】 ① ② ③ ④ 

資料 14 演習Ⅰ・Ⅱ【記録用紙】提出用 ① ② ③ ④ 

資料 15 講義等の依頼内容 

 （講師・ファシリテーターへの依頼ポイント） 
① ② ③ ④ 

資料 19 実施要綱  ① ② ③ ④ 

資料 20 研修企画における評価計画（表 20） ① ② ③ ④ 

資料 21 研修場面での観察ポイント（企画運営者用） ① ② ③ ④ 

資料 22 【企画運営者】研修後アンケート調査票 ① ② ③ ④ 

資料 23 【ファシリテーター】研修後アンケート調査票 ① ② ③ ④ 

資料 24 【受講者】研修前アンケート調査票 ① ② ③ ④ 

資料 25 【受講者】研修後アンケート調査票 ① ② ③ ④ 

資料 26 【受講者】研修フォローアップ・アンケート調査票 ① ② ③ ④ 

資料 27 【企画運営者】研修後評価項目（研修修了後最終振り返り） ① ② ③ ④ 

４．次年度以降も本研修を開催する意向がありますか？ 

 回答欄→  ①ぜひ開催したい  ②できれば開催したい  ③あまり開催したくない ④開催したくない 

 ③④を選択された方は、その理由を以下から選んでください（複数回答可） 

 (1) 看護大学等保健師教育機関の支援が受けにくい  (2) 独自の研修企画がある   (3) 予算の目途がつかない 

 (4) 市町村保健師だけを対象としての実施が難しい  (5) ２日間の開催が難しい 

 (6) その他（                                                ） 

５．本研修ガイドライン（試作）につきまして、ご意見、ご要望、ご感想をご自由にご記入ください。 

 

 

 

                                                     ご協力ありがとうございました 

 

資料1－2） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

次年度開催の意向

資料27：企画運営者の研修後評価項目

資料26：受講者のフォローアップアン…

資料25：受講者の研修後アンケート

資料24：受講者の研修前アンケート

資料23：ファシリテーターの研修後アン…

資料22：企画運営者の研修のアンケート

資料21：研修場面の観察ポイント

資料20：研修企画における評価計画

資料19：実施要綱

資料15：講義等の依頼内容

資料14：演習記録用紙

資料13：演習2の説明

資料12：演習2

資料11：演習1

資料10：準備資料1の記載例

資料9：準備資料2

資料8：準備資料1

資料7：事前学習の提出に関して

資料6：事前学習

資料5：研修プログラム

資料4：研修達成度とプログラムの対応

資料3：獲得を目指すキャリアレベル

資料2：実施・評価計画

資料1：取り組みの手順

研修実施方法についての理解

研修評価計画方法についての理解

研修実施計画方法についての理解

研修目的と目標の理解

次年度以降の本ガイドラインの活用

文字の大きさ

解説のわかりやすさ

内容は適切か

章の分量のバランス

ガイドラインの章の構成

図１ 本ガイドライン（試作）に関する評価結果 ｎ=16

大変適切等 やや適切等 やや不適切等 不適切等 無回答

27



【ガイドラインQ&A】（抜粋） 

              以下、略 

資料２ 
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平成29－30年度 厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担研究報告書 

分担研究課題 

市町村保健師管理者能力育成研修 

「演習プログラムおよびファシリテーター用手引きの開発」 

研究分担者 

吉岡 京子（平成 30年度）：国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 

  堀井 聡子（平成 29年度）：     同  上  

研究要旨 

本研究の目的は、都道府県が市町村の管理的立場にある保健師に対して演習プログラムの

開発とその運営の際に、ファシリテーター役割を担う都道府県職員に必要となる知識等をま

とめた「ファシリテーター用手引き」（以下、手引きとする。）を開発することである。平成 29

年度は演習プログラムと手引き開発に必要な基礎的情報を収集することを目的に、文献検討、

モデル県等でのヒアリング、参与観察を行った。その結果、演習プログラムについては、ビジ

ョンの共有や明確化とその実現に向けて保健師がどう活動しているかをグループワークで意

見交換することの難しさが指摘された。また事前課題の記入しやすさについて尋ねたところ、

「記入しづらい」が 25.6％、「どちらともいえない」が 27.9％であった。手引きについては、

研究班が作成する演習の内容に併せて、プロセス管理(時間配分等)、ゴール設定（ねらい）、

ねらいを達成するための支援技術（質問法など）を含めることが必要と考えられた。 

平成 30 年度は、ビジョンを全面に押し出した演習内容を見直し、事前課題も修正した。ま

たファシリテーターはどのような視点で助言をすればよいのかをまとめた心得を試作

し、手引きと併せて実際の演習場面で試用すると共に、その活用可能性と改善の必要性につ

いて検討した。演習プログラムを実施した 5 県の研修準備担当者 13 人とファシリテーター22

人にインタビュー調査を実施した結果、演習Ⅰ・Ⅱは参加者の知識と技術の向上に寄与してお

り、手引きと心得も円滑な演習の運営に役立っていることが明らかとなった。手引きと心

得の改善点として「キーワードは見やすいようにカラー印刷する」、「受講生向けに、プレゼ

ンをもっと意識できるような内容を書いてほしい」といった意見や、演習Ⅰ・Ⅱの流れを検討

する必要性について意見が出された。得られた意見に基づき、演習Ⅰ：自己紹介と保健事

業と政策・施策との関連について検討する内容、演習Ⅱ：人材育成・人事管理を含むマネ

ジメントに関する内容に修正した完成版演習プログラムを作成した。また、これらの内容

を反映した手引きと心得を完成させた。今後は本研究において改善した点が、ファシリテー

ターや受講生にとってどのような影響をもたらしたかについて検証する必要がある。
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Ａ．研究目的 

本研究の目的は、都道府県が市町村の管

理的立場にある保健師に対する演習プログ

ラムの開発と、演習を運営する際にファシ

リテーター役の都道府県職員にとって必要

となる知識等をまとめた「ファシリテータ

ー用手引き」（以下、手引きとする。）を開発

することである。 

Ｂ．方法 

【平成 29 年度】 

１．修正版演習プログラム案の開発に向け

て 

1）修正版演習プログラム案の作成

2）修正版演習プログラム案に関するヒアリ

ング調査

モデル県 2 か所に対し、修正版演習プロ

グラム案に関するヒアリング調査を実施し

た。 

2．手引きの開発に向けて 

1）文献検討

ファシリテーションに関する文献検討に

よりファシリテーションに関する基本的概

念等を整理した。 

2）手引き（試作版）の活用可能性と改善点の

明確化 

平成 29 年度のモデル県 2 か所に加え、新

たにと 3 か所の協力を得て市町村管理者研

修を開催した。その際、修正版演習プログラ

ム手引きの試作版を用いて、ファシリテー

ターを務めた都道府県等の職員に対し、フ

ァシリテーションに関する経験・知識、手引

きの活用可能性と改善点についてインタビ

ュー調査と参与観察を行った。 

【平成 30 年度】 

1．演習プログラム案の開発に向けて

1）修正版演習プログラム案の修正

平成 29 年度の結果に基づき、演習Ⅰ・Ⅱ

のねらいを①健康課題解決のために根拠に

基づいた施策・事業のマネジメントの現状

を述べることが出来る、②各市町村保健師

のありたい姿（ビジョン）を踏まえ、施策展

開に必要な人材育成・人事管理を含むマネ

ジメントについて説明できる、に修正した

修正版演習プログラム案を作成した。研修

実施開始前の演習担当者説明会にて共有し

た。 

2）修正版演習プログラム案に対するヒアリ

ング調査

モデル県 5 か所に対し、修正版演習プロ

グラム案に関するヒアリング調査を実施し

た。 

2. 手引きの開発に向けて

1）修正版手引きの活用可能性と改善点の明

確化 

モデル県 5 県における研修終了後、ファ

シリテーターと研修準備担当者にインタビ

ュー調査を行った。質問項目は、①演習を進

める際に手引きをどの程度活用したか、②

手引きの良かった点と改善が必要な点につ

いて、③打ち合わせの時間はファシリテー

ターをする上で役立ったか、④ファシリテ

ーターをして感じたことや考えたことにつ

いて、である。インタビューの内容はファシ

リテーターと研修準備担当者に許可を得て

録音し、逐語録を作成した。分析は、県ごと

に逐語録から心得と手引きに関する語りの

内容を抽出した。さらに、得られた結果につ

いて、各県の研修を担当した分担研究者お

よび研究協力者と検討した。 
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倫理的配慮 

本研究は、国立保健医療科学院研究倫理

審査専門委員会の承認を得て実施した（平

成 29 年度承認番号 NIPH-IBRA＃12167、

平成 30 年度承認番号 NIPH-IBRA ＃

12199）。本研究の目的、方法、結果の公開、

調査協力は自由意思に基づくこと、同意撤

回の方法等について口頭および文書にて、

研修準備担当者とファシリテーターに説明

した。研究開始前に全員から書面にて同意

を得た。 

Ｃ．結果 

【平成 29 年度】 

1．演習プログラム案の作成と演習企画に対

するヒアリング調査 

 演習プログラム案に対して、2 自治体の

演習担当者にヒアリングを行った。その結

果、演習プログラム案の内容 1）～8）につ

いて以下の意見が聴取された。 

1） 国の動向：市町村保健師として理解する

必要がある。

2） 市町村保健師管理者に必要な機能と能

力：標準的なキャリアラダ―と合わせ、

整理されたものの提示、解説が必要であ

る。

3） 組織におけるリーダーシップとマネジ

メント：行政経営という流れの中で保健

師活動を考えていく必要性を理解して

もらうために重要である。 

4） 保健師管理者への期待～多職種の立場

から～：多職種から保健師はどのように

みられるかを聴くことで、行政内でどの

ように保健活動のリーダーシップ、マネ

ジメントを行うかを考えられるように

なる。また、可視化することで保健活動

への理解が促せることを理解できるた

めに有効である。 

5） 根拠に基づく事業・施策の展開：市町村

保健師が事業実施のみで追われるため、

根拠を明確にすることや、PCDA サイ

クルを回すことへｎ意識付け、それによ

り活動の意義づけが出来ることを理解

するために必要である。 

6） 事業・施策の展開における管理者の在り

方（実践報告）：実践報告だけだと腑に

落ちないため、講師により理論と実践を

つなぐ解説を入れることで活動の意義

づけ（概念化）等が理解しやすくなる。 

7） 企画について：市町村保健師管理者は分

散配置や中堅保健師の数が少ないこと

から、活動推進力が弱いと分析していた。

また、市町村保健師管理者がビジョンに

ついて語るというプログラム内容は困

難であるため、ビジョンを踏まえてマネ

ジメントをどうすべきかを考え、言語化

する必要性が出されていた。また、事業

や施策の評価は強化する必要性につい

ても指摘された。

8） 事前課題について：記入しやすさについ

て尋ねたところ、「記入しやすい」が

39.5％、「記入しづらい」が 25.6％、「ど

ちらともいえない」が 27.9％であった。 

2．手引きの開発に向けた文献検討 

ファシリテーションに関する基本的な概

念を整理するため、論文および入手可能だ

った図書を検討した。その結果、1)ファシリ

テーションとファシリテーターの概念、2)

ファシリテーションの類型、3)ファシリテ

ーター求められる役割に整理した。 

1)ファシリテーションとファシリテーター

の概念

ファシリテーション（facilitation）は、

「（事を）容易にする」、「促進する」ことか
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ら派生しており、会議、研修やワークショッ

プ、プロジェクト等のあらゆる活動の場で、

そこに関わる一人一人が、自分自身で考え、

学び、気づき、創造することを促したり、容

易にすることを意味する 1。 

また、ファシリテーターは、ファシリテー

ションの役割を担う人であり、会議等の目

的や論点の整理、議論の進め方の支援、参加

者の思考や関係性、感情を調整したりする

ことにより、短時間で最大の成果を得られ

るように支援している 2。つまり、ファシリ

テーターは、中立的な立場で会議等の「プロ

セス」を支援している。

2)ファシリテーションの類型

ファシリテーションの分類には、会議、チ

ーム、組織など、ファシリテーションを行う

対象や状況による分類や 3、応用分野による

分類がある。ファシリテーションに関する

多くの書を執筆している堀は、ファシリテ

ーションを以下の 4 つに分類している 2,4。 

(1) 教育学習型

これは体験学習、生涯教育、キャリア開発

などで用いられるファシリテーションであ

る。近年、学校教育でアクティブラーニング

等として用いられるケースが増加している。

参加者が、自身の体験を振り返ったり（リフ

レクション）、参加者同士の相互作用の中で

気づきや学びを深めたりすることで、教訓

を引き出しながら、問題解決能力を強化す

る、コルブの経験学習モデル 5 をベースと

したアプローチを採用することが多い。 

(2) 問題解決型

これは主に企業組織の問題解決に向けた

会議進行やプロジェクト推進、組織改革、ビ

ジョンづくり等に用いられる。また、医療、

福祉、教育等、多様な専門家が集まって問題

解決を行う多職種連携の推進にも用いられ

ている。その目的は、社会環境の変化の速さ

に対応するため、短時間に合理的な結論を

出すことである。 

(3) 合意形成型

これはまちづくり等の多様な立場の関係

者が関与する社会の問題について合意形成

をする際に用いられるものである。いわゆ

る「正解がない課題」を扱うことが多い。こ

のため、多様な関係者（利害が対立する者も

含む）間の関係性の変容やチームビルディ

ングなどを促進し、合意形成のプロセスや、

関係者の協働を促進することを目指す。 

(4) 変革型

これは前述した 3 つを組み合わせたもの

で、人、組織、社会の変革を目指している。

複雑な問題を解決するために、企業や NPO、

住民など多様な利害関係者を集めた集合型

対話等を通じて、地域の未来像やそれに至

るシナリオを作ることを支援する。また、変

革型のファシリテーションは、P.センゲの

「学習する組織」6の考え方がベースになっ

ている。なお、ホールシステム・アプローチ

7や、フューチャーセッションと呼ばれるセ

ッションが用いられることがある 8。 

3）ファシリテーターに求められる役割

ファシリテーターに求められる役割につ

いて、堀は以下の 4 点に集約して説明して

いる 4。 

1 つ目は、「場のデザイン」である。これ

は、ワークショップ等の目的、進め方、招集

するメンバーなどを設定することである。

例えば、何のために会議開催をするのか、会

議では何をどこまで決定するのか、そのた

めには、どの分野の関係者を招集するか 9、

どのような話し合いの方法を用いたらよい
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のかを設計する力である。また、論点整理す

ることも重要になる。有効な解決策を生み

出すことができるかどうかは、何が真の問

題なのか、正しい論点は何かを見極められ

るかどうかが大きく影響される 2。会議等の

目的に合わせた進め方を設定するためには、

ワールドカフェ、オープンスペーステクノ

ロジー（OST）など 7、ファシリテーション

に関する多様な手法やツールを理解してお

くことも有用である。 

2 つ目は、「対人関係」である。これは、

ワークショップの参加者やプロジェクトの

チームメンバーの相互理解を深めたり、関

係性の変容を促したりすることである。こ

れは、EQ（Emotional Quotient、Emotional 

Intelligence）10と呼ばれる、人々の感情や

関係性に働きかける力に相当する。ファシ

リテーションでは、参加者が安心して、討議

に参加し、自身の意見を述べられるように

するため、中立的な立場で場をファシリテ

ートすることが求められる。対人関係能力

が低ければ、ファシリテーターとして期待

される成果を得られない。 

3 点目は、「構造化」である。これは、議

論の全体像や論点を整理し、まとめるため

のロジカルシンキングを基盤としている。

短時間で合理的に解決策を導く「問題解決

型」のファシリテーションにおいて特に重

要になる。具体的には、MECE などのフレ

ームワーク 11 を状況や目的に合わせて活用

しながら、要約したり図式化したりする「論

理的コミュニケーション」12、「ファシリテ

ーション・グラフィック」13などの技術が挙

げられる。 

4 点目は、「合意形成」である。必ずしも

参加者全員の意見が 100％一致すること目

指すことではない。しかし、参加者の意見が

反映されたという納得感が得られるように、

議論の過程で生じた対立や葛藤を、同意に

向けてまとめることが求められる。 

ファシリテーターはこれらを組みあわせ

ながら、議論を発展させたり、収束させたり

することで、集団や組織の問題解決や合意

形成を促していく。 

2．手引き（試作版）の活用可能性と改善点の

明確化 

モデル県 2 県と全国 4 か所で開催された

市町村管理者研修において、手引きの試作

版を用いて、ファシリテーターに対し、ファ

シリテーションに関する経験・知識、手引き

の活用可能性と改善点についてインタビュ

ー調査と参与観察を行った結果を以下に示

す。 

1) ファシリテーションに関する知識・経験

等

ファシリテーターに関する知識・経験が

乏しい者から豊富な者まで幅があった。 

 今回が初めての者がほとんどであっ

た。

 ファシリテーションについて、これ

まで学ぶ機会がなかった。

 全員、事例検討等でファシリテーショ

ンの経験があった。

 別の研修では、事前にファシリテーシ

ョンについて学習する機会を持った。

 ファシリテーターとしての経験は、自

身の振り返りや、市町村の課題を理解

する上でも役立つので、県の職員を充

てることは重要。初年度は、オブザーバ

ーとして、2 年目からファシリテータ

ーとして参加できればなおよい。

2) 手引き（試作版）に関する意見

ファシリテーターからは、手引きについ
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て役立ったという肯定的な意見が寄せられ

た一方、進行管理や最終的な到達点の明示、

演習の内容についても改善の必要性が言及

された。 

 事前説明の時間は必要である。今回

と同様 20 分程度でよい。

 手引きがあってよかった点は、時間

管理（プロセスの見える化）、困った

ときの質問例など。

 プロセス管理（進行、時間配分）につ

いての目安が必要。時間配分が妥当

でない場合、議論ではなく雑談にな

ることもある。

 最終的にどのような形にまとめたら

いいのかわからない。ゴールを明示

してほしい。

 演習や教材の構成が議論に影響する

ので、演習や教材の改善をした方が

よい。

【平成 30 年度】 

1.修正版演習プログラム案に対するヒアリ

ング調査について

研修担当者に対し、修正版研修プログラ

ム案のうち、特に演習Ⅰ・Ⅱについて意見を

聴取した。 

 その結果、2 年連続で実施協力を得た 2自

治体の研修担当者からは、「ビジョンを全面

に押し出していた平成 29 年度よりも円滑

に研修全体を運営できた。」との意見が出さ

れた。 

 また新たに平成 30年度実施協力を得た 3

自治体からは、「全体の構成・流れは概ね良

かったが、2日目は時間が余り気味だった。」

との意見が寄せられた。 

2.修正版手引きと心得の活用可能性と改善

点の明確化 

1) インタビュー調査の対象者

インタビュー調査の対象者である各県の

研修準備担当者とファシリテーターの人数

の内訳は、以下の通りである。 

県 研修準備

担当者 

ファシリテーター

A県 5人 5人 

B県 2人 5人 

C県 2人 3人 

D県 2人 5人 

E県 2人 4人 

合計 13人 22人 

なお、E 県では 1 日目と 2 日目で 2 人ず

つ交代したため、インタビュー調査の参加

者は 4人であった。 

2）修正版手引きの活用可能性と改善点の明

確化 

 修正版手引きに加え、演習の目標に受講

生が到達することを助けるために、ファシ

リテーターはどのような視点で助言をすれ

ばよいのかをまとめた心得の試作版を文献

検討に基づき開発し 4, 14-16、ファシリテータ

ーに試用してもらうこととした。 

5 県のうち 4 県では予めファシリテータ

ーに心得と手引きを配布していたが、D 県

では研修準備担当者が失念しており、研修

初日の朝に配布した。いずれの県も運営上

の目立った支障はなかった。 

(1)演習を進める際にどの程度活用したか

全ての県で手引きや心得は、ディスカッ

ションの脱線時の軌道修正や、沈黙時に問

いを投げかける際に活用されていた。また、
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ファシリテーターが事前準備として、演習

の具体的なイメージを持つことにも役立っ

ていた。 

・ファシリテーターの手元にあると運営上

良い。

・特に沈黙の場面で役に立った。

・受講者の話が脱線した時などに役に立っ

た。

・手引きは事前に配り、目を通してもらえ

れば良い。

・事前に手引きがが配布されていたことで、

演習のイメージができて良かった。

(2)良かった点と改善が必要な点について

ファシリテーターが心得や手引きを手元

に持っていることで、ディスカッションが

円滑に進むように助言出来ていた。一方、キ

ーワード等の重要な部分は、目立つように

印刷する必要性や、受講生向けのプレゼン

の要点について記載する必要性について意

見が出された。 

・キーワードを読み返して話を仕向けたり、

導き出せたので、手引きが手元にあって

よかった。

・キーワードのところはカラー印刷など見

やすいほうがよかった。

・受講生向けに、プレゼンをもっと意識で

きるような内容を書いてほしい。ポイン

トを絞って話すことも管理職の重要な素

質である。「結論を先に言う」、「要点を書

く」、「上司に簡潔に 3 分で伝えるつもり

で」等。 

(3)打ち合わせの時間はファシリテーターを

する上で役立ったか

研修初日の朝 30 分と昼食時間帯、および

研修終了直後に、研修準備担当者およびフ

ァシリテーターとの打ち合わせ時間を設定

し、手引きの活用方法について説明すると

共に、質疑応答や振り返りを行った。  

全ての県で朝の時間帯に打ち合わせを行

うことは、会場設営等の準備の都合上難し

かった。研修終了後の打ち合わせでは、2 日

目に向けた改善点の確認、全体を通しての

ファシリテーターの振り返りが話題とされ

ており、有効に機能していたが、インタビュ

ーでは言及されなかった。昼食時間帯の打

ち合わせは、ファシリテーターにとって好

評であった。 

・昼の時間帯にファシリテーターの打ち合

わせをしていただけたのは、心強かった。 

(4)ファシリテーターをして感じたことや考

えたことについて

ファシリテーターは管理者の先輩として、

受講生の悩みに共感しつつ、各々の発言を

引き出せるように工夫していた。またファ

シリテーターとして意見を押し付けないよ

うに配慮したり、議論が進むように席を外

す等の工夫を行い、受講生が管理者として

の視点や意識を持つことができるように側

面から支援していた。 

・１日目はあまり介入しなかったが上手く

いかないと感じたため，２日目は「管理

者」として意識を持った発言が引き出せ

るように仕向けた。

・グループ間で話が煮詰まった場面があり、

ファシリテーターとして、導き出しに苦

慮したが、講義の資料をフルに活用した

り、話の振り返りを丁寧に行いながら進

める工夫をした。 

・出された課題や管理者としてのあるべき
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姿がグループ内で共有できるように仕向

けた。 

・結論に至るまでのプロセスが大事なので、

結論のみを押し付けないようにした。

・ファシリテーターがグループに入りすぎ

ないように配慮し、一時席を外してグル

ープメンバーだけで話ができる場面を作

った。

・「今回の演習ではここを狙う」ということ

を明確に打ち出すように工夫した。 

・言葉だけでは流れてしまうため、「全体発

表のテーマ」を文字で目立たすなどの工

夫をした。

(5)その他

その他の意見として、演習Ⅰ・Ⅱの流れを

変更する必要性や、ファシリテーターの選

定条件について意見が出された。 

・演習Ⅰでは自己紹介と人材育成体制につ

いて共有した上で、保健事業と政策・施策

との関連について検討しているが、午前

中のうちに自己紹介を済ませた方が、午

後の時間を有効活用できるのではないか。 

・過去に本研修プログラムを受講した経験

者であれば、市町村の管理者であっても

ファシリテーターを担えるのではないか。 

Ｄ．考察 

【平成 29 年度】 

1．演習プログラム案について

ヒアリングの結果から、演習プログラム

案の構成については、概ね必要性が認めら

れたと考えられる。しかし、市町村保健師管

理者がビジョンについて語るというプログ

ラム内容は困難であるとの意見が得られた。

市町村によっては人材育成指針を策定して

いない場合も少なくない。このため、ビジョ

ンとは何かを理解し、その上で自組織の課

題を踏まえて言語化する作業が必要となる

と、演習場面で受講者とファシリテーター

の双方が行き詰り、演習の到達目標を達成

できない恐れが生じる。このため、ビジョン

について言語化するという演習内容は見直

す必要があると考えられる。 

 また、事前課題の記入しやすさについて

も、「記入しづらい」が 25.6％、「どちらと

もいえない」が 27.9％を合わせると半数以

上となっており、事前課題が受講者の準備

性を高めることに十分に寄与しているとは

言い難い。このため、演習内容の見直しと併

せて、事前課題の内容についても改善が必

要である。 

2．ファシリテーションとファシリテーター

の概念整理について 

文献検討の結果、ファシリテーションと

ファシリテーターの概念、類型、求められる

役割について整理した。本研究で開発する

ファシリテーター用の手引きは、教育学習

型を該当すると考えられ、それに必要な内

容を手引きに含めることが必要と考えられ

る。 

インタビュー調査の結果、都道府県によ

っては、職員が基本的なファシリテーショ

ンに関する技術･知識を習得する機会がな

い都道府県が存在すること、機会がある都

道府県でも、管理期職員が、新任期、中堅期

研修においてファシリテーターを担う際に、

自己学習等により、ファシリテーター技術

を習得している実態が明らかになった。こ

のため手引きには、ファシリテーションの

基礎的知識を統合する必要性が示唆された。 

3．手引き（試作版）に関する意見について 
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インタビュー調査の結果、ファシリテー

ターからは「手引きが役立った」という肯定

的な意見と、進行管理や最終的な到達点の

明示、演習の内容について改善の必要性が

言及された。手引きは演習の内容と連動し

ているため、演習内容をある程度確定した

上で修正することが必要と考えられる。 

以上の結果から、以下に示す内容を手引

きの骨子に含めることが望ましいと考えら

れる。とくに(3)～(5)の項目は、演習の内容

に拠るため、次年度の研究班において精緻

化していくことが必要と考えられる。 

手引きの骨子(案) 

(1) ファシリテーターの役割

(ア) 一般的なファシリテーターの役割

(イ) 本プログラムにおけるファシリテ

ーターの役割とメンバーの役割

(2) ファシリテーションに必要なスキル

(ア) 場のデザイン

(イ) 構造化

(ウ) 対人関係力

(エ) 合意形成

(3) ゴール設定

(ア) ワークの目的（ねらい）の設定方法

(イ) 目的を達成するうえで、ファシリ

テーター自身が有すべき知識（公

衆衛生看護管理の概念、ビジョン

の定義と立て方など） 

(4) プロセス管理

(ア) 各ワークの時間配分

(イ) 各ワークのねらい

(5) ワークの目的（ねらい）を達成するため

の支援（働きかけ、介入）方法

(ア) 時間配分に応じた支援方法

 議論を発散(展開)させるため

の発問法、収束のための発問

法、アクティブリスニング、傾

聴

 アイスブレイク→議論展開→

収束のための質問例

(イ) エピソードの概念化（構造化）のた

めの技法

 フレームワークとまとめ方の

技法

 本プログラムにおける構造化

された表現の例示

【平成 30 年度】 

1． 修正版演習プログラム案について

 平成 30 年度の修正版演習プログラム案に

ついては、概ね良好との意見が得られた。本

結果で出された意見を踏まえ、さらなる改

良として、演習Ⅰに含めていた人材育成の

実態に関するディスカッションを、人材育

成・人事管理を取り上げている演習Ⅱに移

動することとした。これに伴い、演習Ⅰは冒

頭の自己紹介と保健事業と政策・施策との

関連について検討する内容に限定した。ま

た、手引きに各々の演習のねらいを加筆す

ると共に、事前課題に管理的立場の視点の

ポイントを加筆し、受講生の理解を深める

工夫を行った。 

2.手引きと心得の活用と改善について

インタビュー調査の結果から、手引きと

心得はファシリテーターにとって演習にお

ける脱線時の軌道修正や、沈黙時に問いを

投げかけるといった円滑な運営に貢献する

だけでなく、事前の心構えと演習のイメー

ジ化にも役立っていることが明らかとなっ

た。このため、心得と手引きは研修前にファ

シリテーターに配布し、一読した上で演習
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に臨んでもらうことが円滑な演習の運営に

役立つと考えられる。 

一方、キーワード等の重要な部分は、目立

つように印刷する必要性や、受講生向けの

プレゼンの要点について記載する必要性が

示唆された。このため、完成版の手引きでは

ディスカッションの中で期待したいキーワ

ード等を目立つように記載した。また、演習

のねらいや進行予定について説明するスラ

イドも改善し、受講生が時間内に端的に発

表することを意識できるように修正した。 

3.ファシリテーターとの打ち合わせについ

て

本結果から、昼食時間帯と研修終了後の

打ち合わせは有効に機能しており、ファシ

リテーターの演習運営や役割について理解

を深めることに役立っていたと考えられる。

一方、朝の時間帯に打ち合わせを行うこと

は、現実的に難しかったため、割愛する方が

望ましいと考えられる。これに伴い、心得に

記載していたスケジュールを修正し、朝の

時間帯の打ち合わせは削除した。 

4.ファシリテーターの役割と選定条件の拡

充について

本結果からファシリテーターは受講生が

管理者としての資質や能力を向上できるよ

うに工夫して関わっていることが明らかに

なった。このことはファシリテーター自身

が管理者としての経験が豊富であることが

寄与していたと考えられる。また本研修プ

ログラムの受講生であればファシリテータ

ーを市町村の管理者に拡大するという意見

が出されたが、現場の実情を考慮した上で

弾力的に運用することが望ましいと考えら

れる。 

5.今後の課題

本結果を踏まえ、ファシリテーターにと

って活用しやすい手引きと心得を完成させ

た。また演習の事前課題やその流れについ

ても変更し、受講生にとって理解が深まる

ように工夫をした。今後は、本研究において

改善した点が、ファシリテーターや受講生に

とってどのような影響をもたらしたかについ

て検証する必要がある。 

Ｅ．結論 

本研究の目的は、都道府県が市町村の管

理的立場にある保健師に対する演習プログ

ラムの開発と、その運営に際しファシリテ

ーター役の都道府県職員に必要となる知識

等をまとめた手引きを開発することであり、

2 年間で文献検討、モデル県等でのヒアリ

ング、参与観察を行った。その結果、研修プ

ログラムの構成は原案通りとし、演習Ⅰ：自

己紹介と保健事業と政策・施策との関連に

ついて検討する内容、演習Ⅱ：人材育成・人

事管理を含むマネジメントに関する内容に

修正した。また、ファシリテーターの経験知

には個人差があり、演習内容と連動させて

手引きを作成する必要性が明らかになった。

また、手引きに加え、ファシリテーターの視

点や役割を端的にまとめた心得の試作版を

開発した。5 県での試行の結果、手引きと心

得はファシリテーターにとって円滑な演習

の運営に役立っていることが明らかとなっ

た。以上の結果から、完成版演習プログラム

（資料１）と手引き（資料２）および心得

（資料３）を開発した。 
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                               修正20190225【 資料４ 】 
市町村保健師管理者能力育成研修プログラム              

研修プログラム（最終） 

研修内容 ねらい 講師 

事
前
準
備 

【遠隔講義】約40分 
組織におけるリーダーシップとマ
ネジメン 

・行政経営を念頭においた組織概念、リ
ーダーシップ機能、マネジメント機能
について説明できる 

〇〇研究所 所長等 
学識経験者 

【事前備資料】 
（1）自治体の概要、健康課題 

と実施事業等、 
（2）自治体の保健師の情報（保健

師数、人材育成状況等） 

（1)地域の健康課題を解決するための事
業・施策展開がなされているか、その
中で、自身がどのようなマネジメント
機能を果たすのかを考える 

(2)保健師管理職として、自組織におけ
る人材育成・管理の現状と課題や自治
体の状況、保健師の活動ビジョンを踏
まえた上で、管理者としてのマネジメ
ントのあり方を考える。 

事前準備資料の提供 
国立保健医療科学院 
  教 官 

配布および対応 
〇〇県 
  担当者 

一
日
目 

【講義】60分 
国の保健活動の方針および各都道
府県の現任教育体系を踏まえた市
町村保健師管理者への期待 

・国の地域保健における動向や各都道府
県の役割を踏まえた上で、各都道府県
の保健師現任教育において市町村保健
師管理者が果たす役割について説明で
きる

〇〇県 
担当者 

【ビデオでの講義】90分 
市町村保健師管理者に必要な機能
と能力 

・施策展開に必要な市町村保健師管理者
の機能と、必要な能力について説明で
きる

国立保健医療科学院 
教官（ビデオ等） 

【講義】60分 
根拠に基づく事業・施策の展開 

・根拠（PDCA）に基づいた事業・施策の
展開について説明できる

例：〇〇大学大学院 
教授 〇〇〇〇 

【グループワークⅠ】130分 
事業・施策における管理者として
のマネジメントの現状 

・健康課題解決のために根拠に基づいて
施策・事業をマネジメントするための
具体的方法の現状を述べることができ
る

◇コーディネート
各都道府県の企画運営
者等
◇ファシリテーター
各都道府県保健師

二
日
目 

【説明】30分 
1日目の概要 

・1日目の概要を述べることができる 〇〇県 
担当者 

【講義】30分 
保健師管理者への期待 

～他職種の立場から～ 

・他職種の管理者等からみた、管理的立
場の保健師に求める役割や行動につい
て説明できる

〇〇県内市町村の 
事務職職員等 

【実践報告】【コメント】60分 
事業・施策の展開における管理者
のあり方 

・実践報告事例から、自組織における事
業・施策の展開を振り返り評価できる

例：〇市健康支援課 
  主幹〇〇 〇〇 
コメント 
：〇〇県 担当者 
大学の教員等 

【グループワークⅡ】205分 
管理者としてのマネジメントのあ
り方 

・各市町村保健師のありたい姿（ビジョ
ン）を踏まえ、施策展開に必要な人材
育成・人事管理を含むマネジメントの
あり方について説明できる

◇コーディネート
各都道府県の企画運営
者等
◇ファシリテーター
各都道府県保健師

【まとめ】20分 ・今後の実践に活かす保健師管理者とし
てのあり方を説明できる

〇〇県  
企画運営担当者 

【資料１】 
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2
0
▲
▲
年
度

 
市
町
村
保
健
師
管
理
者
能
力
育
成
研
修

 
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
ガ
イ
ド
（
１
日
目
）

 

【
演
習
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
）
Ⅰ
】「
事
業
・
施
策
に
お
け
る
管
理
者
と
し
て
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

【
演
習
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
）
Ⅰ
の
ね
ら
い
】

 

S
B

O
 ２
：
健
康
課
題
解
決
の
た
め
に
根
拠
に
基
づ
い
て
管
理
者
の
立
場
に
立
っ
て
事
業
・
施
策
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
際
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

 

【
事
前
準
備
資
料
(１

)の
意
図
】
 

１
：
所
属
自
治
体
お
よ
び
所
属
組
織
の
管
内
の
概
要
を
確
認
す
る
。

 

２
：
管
理
者
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
て
み
て
施
策
―
事
業
の
位
置
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
，
施
策
や
事
業
の
優
先
順
位
を
つ
け
て
い
る
か
を
確
認
す
。

 

（
事
業
を
回
す
こ
と
に
終
始
し
て
い
な
い
か
？
）

 

３
：
目
指
す
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
か
を
見
出
す
た
め
に
，
俯
瞰
的
な
視
点
で
事
業
（
施
策
）
を
評
価
す
る
。

 

【
演
習
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
）
Ⅰ
の
進
め
方
】
 

目
安
時
間
 

内
容
と
ね
ら
い
 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役
割
 

14
：
25
～
14
：
4５

 

（
20

分
）
 

（
１
）
自
己
紹
介
 

（
２
）
２
日
間
の
役
割
分
担
 

（
１
）
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
に
簡
単
に
自
己
紹
介
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
（
所
属
、
氏
名
、
役
職
等
、
１
人
２
分
）。

 

（
２
）
２
日
間
の
研
修
の
進
行
，
記
録
，
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
，
発
表
者
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。
 

14
：
45
～
15
:1
5 

（
30

分
）
 

（
３
）
管
理
者
と
し
て
，「

総

合
計
画
→
施
策
→
そ
の
重
点

課
題
→
事
業
」
い
う
流
れ
の

中
で
事
業
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

＜
事
前
準
備
資
料
（
１
）
＞
 

 
 
１
．
２
-１

）
～
５
）
 

（
３
）
一
人
約
５
分
 

・
所
属
自
治
体
や
組
織
の
管
内
の
概
要
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
目
が
奪
わ
れ
安
い
が
、
事
業
は
上
位
の
計
画
や
施
策
な
ど
を
受
け
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
上
位
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
で
き
た
場
合
は
、「

日
常
で
も
何
度
も
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
ね
」
と
気
づ
き
を
強
化
す
る
声

か
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
よ
り
、
重
要
性
を
確
認
す
る
機
会
と
な
っ
た
こ
と
を
強
化
し
て
く
だ
さ
い
。

 

    

【 資料２－１）】 

【
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
す
す
め
方
】
 

＊
上
記
（
３
）
と
次
の
（
４
）
に
関
し
て
は
、
説
明
が
重
複
し
た
り
、
話
題
の
流
れ
が
一
旦
切
れ
た
り
す
る
状
況
で
す
。
 

＊
こ
の
ま
ま
上
記
（
３
）
を
３
０
分
程
度
実
施
し
て
か
ら
（
４
）
に
進
ん
で
い
た
だ
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
し
、
 

上
記
（
３
）
と
次
の
（
４
）
を
受
講
者
一
人
ず
つ
が
ま
と
め
て
発
表
し
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
形
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
 

こ
の
場
合
は
（
３
）
30

分
＋
（
４
）
55

分
の
合
計

85
分
が
時
間
の
枠
に
な
り
ま
す
。
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2／
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目
安
時
間
 

内
容
と
ね
ら
い
 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役
割
 

15
：
15
～
16
：
10
 

（
55

分
）
 

（
４
）
本
日
の
着
地
点
の
話
し

合
い
 

＜
事
前
課
題
（
１
）
３
＞
 

◆
管
理
者
の
立
場
と
し
て

事
前
課
題
（
１
）
１
＆
２
を

踏
ま
え
た
施
策
・
事
業
の
展

開
が
で
き
て
い
る
か
を
確

認
す
る
。

◆
管
理
者
の
立
場
と
し
て
施

策
・
事
業
を
ど
の
よ
う
に
や

っ
て
い
く
と
よ
い
と
考
え

る
か
を
言
語
化
す
る
。

 

（
４
）
①
 事

前
準
備
資
料
（
１
）
の
裏
面
の
表
と
【
気
づ
き
】
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
も
ら
い
ま
す
。
 

②
「
事
業
担
当
者
と
し
て
で
は
な
く
，
管
理
者
と
し
て
」
を
意
識
し
て
発
表
し
て
い
た
だ
く
よ
う
進
め
て
く
だ
さ
い
。
 

③
管
理
者
と
し
て
の
視
点
は
「
左
下
の
キ
ー
ワ
ー
ド
参
照
」

④
管
理
者
で
な
い
と
い
う
方
に
は
，
今
の
立
場
よ
り
上
の
立
場
に
立
っ
た
つ
も
り
で
…
を
強
調
し
て
く
だ
さ
い
。）

表
（
ア
）
欄
：
上
記
（
３
）
で
記
載
し
た
施
策
の
中
か
ら
、
優
先
度
の
高
い
も
の
が
転
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

（
イ
）
欄
：
最
重
要
健
康
課
題
と
し
た
理
由
を
簡
潔
に
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

（
ウ
）
欄
：
事
業
概
要
は
，
具
体
的
に
な
り
す
ぎ
ず
，
概
要
に
留
め
て
い
た
だ
く
よ
う
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
エ
）
欄
：
評
価
の
部
分
は
、「

施
策
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
そ
の
評
価
が
妥
当
で
す
か
」，

 

「
担
当
者
で
な
く
，
管
理
者
と
し
て
み
た
と
し
た
と
き
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
等
に
つ
い
て
俯
瞰
的
な
視
点
を
意
識
し

て
い
た
だ
く
よ
う
，
声
掛
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
：
評
価
が
十
分
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
，「

な
ぜ
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
振
り
返
り

を
促
し
ま
す
。
 

※
表
の
（
ア
）
欄
～
（
エ
）
欄
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
管
理
者
の
立
場
と
し
て
施
策
・
事
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開

す
る
と
よ
い
と
考
え
る
か
を
言
語
化
し
て
い
く
過
程
を
支
援
し
ま
す
。

：
事
業
の
展
開
が
，
関
連
施
策
に
お
け
る
（
３
）
３
）
→
２
）
→
１
）
へ
向
か
っ
て
目
指
す
中
に
あ
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
，

「
管
理
者
と
 
 
管
理
者
と
し
て
施
策
・
事
業
を
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
く
の
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
」「

今
，
何
が
足
り
て
い
な
い
、
 

十
分
だ
と
思
え
な
い
，
あ
る
い
は
管
理
者
と
し
て
不
安
に
感
じ
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
な
ど
，
メ
ン
バ
ー
が
 

“
管
理
者
を
意
識
す
る
”，
“
自
分
が
管
理
者
と
し
て
後
輩
・
ス
タ
ッ
フ
に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
と
よ
い
か
”，

 

“
今
後
こ
う
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
”
な
ど
の
意
見
が
出
る
よ
う
に
促
し
の
声
掛
け
を
し
ま
す
。
 

：
管
理
者
と
し
て
施
策
―
事
業
に
つ
い
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
 

「
施
策
―
事
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
提
起
し
ま
す
。
 

：
意
見
が
な
か
な
か
出
な
い
場
合
，
例
え
ば
と
し
て
，「

PD
CA

を
回
せ
る
よ
う
な
意
識
づ
け
，
活
動
の
あ
り
方
の
共
有
等
は
ど
う
し

て
い
ま
す
か
」「

施
策
―
事
業
に
な
る
こ
と
を
，
管
理
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
ス
タ
ッ
フ
に
伝
え
て
い
き
ま
す
か
」
と
話
し
合
い

を
促
進
す
る
よ
う
例
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

：
 
 ：

話
し
合
い
の
終
盤
で
，
再
度
「
施
策
―
事
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
提
起

し
，
グ
ル
ー
プ
内
の
着
地
点
を
見
つ
け
ま
す
。
 

【
 期

待
し
た
い

Ke
y 
Wo
rd
 】

 

・「
目
の
前
だ
け
を
見
ず
，
広
い
（
俯
瞰
的
な
）
視
野
で
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
す
る
」
 

・「
管
理
者
と
根
拠
に
基
づ
き
な
が
ら

PD
CA

サ
イ
ク
ル
が

回
っ
て
い
る
か
を
み
る
」
 

・「
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
の
必
要
性
を
検
討
す
る
（
業

務
調
整
等
が
必
要
）」

 

・「
活
動
全
体
に
お
け
る
事
業
の
バ
ラ
ン
ス
（
優
先
順

位
，
濃
淡
等
）
を
考
え
る
」
 

【 資料２－２) 】

】
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【 資料２－３) 】 

16
：
10
～
16
：
15
 

 
 
 
（
5
分
）
 

（
５
）
本
日
の
結
論
，
 

気
づ
き
の
整
理
 

・
本
日
の
結
論
（
主
に
上
記
（
5）
），

疑
問
点
，
分
か
り
に
く
か
っ
た
点
を
出
し
合
い
ま
す
。

・
疑
問
点
，
分
か
り
に
く
か
っ
た
点
が
あ
っ
た
場
合
は
，
全
体
で
返
す
の
で
発
表
時
に
伝
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。

16
：
15
～
16
：
30
 

（
15

分
）
 

（
６
）
全
体
発
表
・
質
疑
応
答
 

・
全
体
に
向
け
て
，
本
日
の
結
論
を
ま
と
め
，
2
日
目
へ
の
つ
な
ぎ
を
し
ま
す
。

：「
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
，
管
理
者
と
し
て
施
策
・
事
業
を
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
く
か
」
を
最
初
に
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

：
次
に
結
論
に
至
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
「
ど
の
よ
う
な
話
・
気
づ
き
か
ら
そ
の
結
論
に
な
っ
た
か
」
を
説
明
す
る
よ
う
に
に
し

ま
す
 

・
記
録
者
へ
，
本
日
の
グ
ル
ー
プ
の
結
論
，
話
し
合
い
で
出
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
分
か
り
や
す
く
書
き
出
す
，
ま
た
は
○
□
で
囲
む
な

ど
を
し
て
お
く
よ
う
，
助
言
く
だ
さ
い
。

※
記
録
は
，
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
が
事
務
局
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
：
２
日
目
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
ガ
イ
ド
（
手
引
き
）
に
つ
い
て
は
省
略
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ファシリテーターの心得

【ファシリテータ－（facilitator）とは】「容易にする」「促進する」との意味

もともとは人間関係に関する体験的な学習プログラムの進行役であるスタッフを指した言葉。

現在は、教育機関、企業や行政、保健医療福祉現場など様々な分野や場所で、会議やワークショップ
といった話し合いやグループワーク（作業）が行われており、そのような場面で、参加者の話し合いや
体験、学習がスムーズに進行するように支援や補助を行なったり、それぞれの参加者が持っている力を
引き出すことのできる支援者あるいは、援助促進者のことを呼びます。

（引用：東北福祉大学：TFUリエゾンゼミ・ナビ 『学びとの出会い』第6章問題解決,10.ファシリテー

ターの役割を知ろう.https://www.tfu.ac.jp/students/edu.html）

市町村保健師管理者能力育成研修

日程 時 間 内 容

1日目 12:10-13:10 ファシリテーターの心得、GW資料の説明
演習Ⅰの進め方に関する説明（昼食時）

14:20-16:30 演習Ⅰにおけるファシリテーターの実施

16:30-17:00 反省会への参加

２日目 11:35-12:35 演習Ⅱの進め方に関する説明(昼食時)

12:35-16:20 演習Ⅱにおけるファシリテーターの実施

16:30-17:00 反省会への参加

【ファシリテーターの役割と４つのスキル】

１．場のデザインのスキル：場をつくり、つなげる

・目標を共有する。

・テーマにしたがってワークが効果的に進められるようガイドする。

・メンバーをつなげ、主体的な参加意欲を引き出す。

・緊張や不安をなくすような話しやすいリラックスした雰囲気づくりを提供する。

・計画的に議論を進める。（時間配分を守る。話が脱線したら軌道修正する。）

２．対人関係のスキル：受け止め、引き出す

・参加者の意見をよく聞き、持ち味や力を引き出す。

・自由に出された意見を受け入れる。

・意見に込められた意味や真意を引き出す。

・出しゃばることなく適度の介入を心掛ける。

３．構造化のスキル：かみ合わせ、整理する

・出された意見を整理・確認する。

・論点を絞り込む。

４．合意形成のスキル：まとめて、分かち合う

・意見をまとめる。

・学びの意識化や気づきを促すために、振り返りの時間をつくる。

＜引用して改変＞
・本間啓二, 他：大学等におけるキャリア教育実践講習テキスト, グループワークファシリテー
ションの意義と実際, 厚生労働省委託事業平成 25 年度キャリア教育専門人材養成事業, キャ
リア・コンサルティング協議会, p129-130, 2014.

・堀公俊：ファシリテーション入門, p.51-55 日本経済新聞社, 2004.

【 資料３-1） 】

【スケジュール】

※ファシリテーターも研修受講生へのオリエンテーションから出席し、全講義に参加すること。45



事柄 取 扱 い 技 法 の 例

グループメ
ンバーが発
言しようと
しない場合

・しばらくそのままにしておき、他のグループメンバーがどのように発言し
ているかを観察する時間を与える。他の参加者の発言に反応する行動が見
られたら指名して答えやすい質問を行い、発言を促す。

・例えば、「一番苦労した点はどこですか？」、「もう少しここを良くすれ
ばよかったというところはありませんか？」と質問を投げかけてみる。

・グループワークに抵抗を示したり、流れに乗れなくて参加しないグループ
メンバーがいる場合には、グループワークの狙いや内容、条件、留意点な
どを説明した後で質問したり、参加の仕方のモデルを示したりして速やか
に抵抗を取り除いたり、参加意欲を高めておく。

発言しすぎ
るメンバー
がいる場合

・「今の〇〇さんの発言について、皆さんはどう思いますか」等、他のグ
ループメンバーに質問を投げかけることによって、次の発言を封じる。

・その発言を無視して、他のグループメンバーに発言を求めるようにする
それでも発言を止めない場合は、「他の人の意見も聞いてみたいので」と
告げ、明確に阻止する。

話題が逸脱
したとき

・そのグループワークの目的を再び告げて、確認することによってグループ
メンバー全員の関心と注意を本題に戻す。

・「この話は、私も面白いと思いますが、残り時間も少なくなっているので、
～という本来のテーマに戻って議論を進めましょう」。

理解を深め
ることを促
すとき

・「今の～という発言について、誰からも意見がでなかったようですが、私
にはよくわからなかったのですが‥‥」

・「今の～という発言について、質問はありませんか」
・発言の少ないグループメンバーがいる場合には、その人に対して「今の問
題について、〇〇さんはどう思いますか」と発言を促す。

特定の参加
者に対して
集中攻撃が
生じたとき

・反対のための反対である場合には、話題を転じる等の方法を取ることでグ
ループメンバーの注意を別の事項に集中させるようにする。

・正当な理由に基づいてなされたものであり、かつ、建設的な内容のもので
ある場合には、悪意があってなされたものでないことが明確な限り、続行
させてしばらく成り行きを見守る方が、良い結果をもたらすとされる。

良い点を誉
めるとき

・このグループは、メンバーの発言が多くて良いですね。この調子でいきま
しょう。

・司会進行役の〇〇さんの司会は、方向付けもきちんとできていたし、タイ
ムキーパーとしても上手でした。

・〇〇さんの～という意見は、良かったです。あれで、議論の道筋が明確に
なったと思います。前回のワークで指摘した改善点が、今回のワークでは
きちんと直されていました。

改善点につ
いて話すと
き

・議論しているだけだと筋道が分かりにくいので、図に示して書いてみたら
どうでしょう。

・今回は、前回のワークと比べて、議論があまり盛り上がらなかったようだ
ど、どうしてだと思いますか。

・時間をもっと有効に使って、決められた時間までに結論を導き出すために
は、どうしたら良いと思いますか。グループメンバー全員で、ちょっと考
えてみてください。

【資料３ －2)】
【グループワークにおけるファシリテーターの技法の例】

＜引用参考文献＞
・本間啓二, 他：大学等におけるキャリア教育実践講習テキスト,グループワークファシリ
テーションの意義と実際, 厚生労働省委託事業平成 25 年度キャリア教育専門人材養成事業,
キャリア・コンサルティング協議会, p129-130, 2014.

・堀公俊：ファシリテーション入門, p.51-55 日本経済新聞社, 2004.
・佐藤浩章編：大学教員のための授業方法とデザイン, p88, 玉川大学出版部, 2010.
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平成30年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事

業 管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究 

分担研究報告書 

分担研究課題：研修プログラムの開発 

研究分担者：丸谷美紀 （国立保健医療科学院 統括研究官） 

Ａ．研究目的 

  平成 29年度はモデル県での企画運営者にイン

タビュー等を実施し、モデルカリキュラムとプロ

グラムの妥当性の評価を実施した。その結果、市

町村保健師管理者能力育成研修ガイドライン（試

作）を開発する為には、①モデルプログラムが設 

定している対象に基づいて受講生を選定する、② 

研修案内から開催までに期間を十分に確保し、周

知徹底を図ることで参加しやすさを高める、③講

義や演習で不足しているコーディネーターを確保

する、④ファシリテーターへの役割等基礎知識の

資料や説明の機会を増やし理解を深める、⑤演習

Ⅰと演習Ⅱの内容と時間配分を再度検討するとと

もに演習課題様式なども改善する、⑥評価計画を

研究要旨 

【目的】 

平成２９年度の本研究班で開発された「市町村保健師管理者能力育成研修モデルプログラム（以下、本モ

デルプログラム）」を用いて、平成３０年度は５つの県で研修を実施し評価することによって本プログラムの課

題を明らかにし、本研修に関するガイドラインの改善へ提案することを目的とした。   

【方法】 

平成29年度の調査結果を踏まえ、モデルプログラムに沿った対象選定、周知期間の確保、人材確保、フ

ァシリテーターへの役割理解、グループワーク内容と時間配分の再度検討、評価しやすい体制等を修正し、

5つのモデル県で実施した。５か所のモデル県の研修企画運営者に対し、プログラムに関する「ストラクチャ

ー評価」「プロセス評価」「アウトプット評価」について質問紙並びにグループインタビュー調査を実施した。分

析は、質問紙は単純集計し、グループインタビュー調査は質的に分析した。インタビューは対象者の許可を

得た上で録音した。調査は所属機関の倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

【結果】 

アンケート調査では、ほぼ全項目の４段階評価において 「妥当」「やや妥当」との高い評価が多数を占め

た。改善点としては、「研修対象者の選定を職位で行うと力量に幅があった」「資源の把握で講師の絶対数が

少なく工夫が必要」「ファシリテーターの進め方がわかりにくいこと」「内容に健康危機管理を含める、一部の

講義時間の不足」「グループワークⅠとグループワークⅡの時間配分の再検討等」が挙げられた。グループイ

ンタビュー調査も、概ねアンケート調査と同様で高い評価が多数を占めた。一部の意見として「マネジメントに

関して、講義とグループワークが結びつきにくい」などが見られた。 

【考察】 

５か所のモデル県の研修企画運営者に対する調査結果では、本モデル研修プログラムは高い評価を得る

ことができていたと考えられ、概ね管理者能力育成に有効なプログラムであることが確認できた。また、波及

効果として、企画や運営に携わる保健師にとっても力量形成の機会となっていたと考えられた。本モデル研

修プログラムに関する改善点をガイドラインの改善に提案し、研修プログラムの開発を推進する必要がある。 
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策定し評価しやすい体制を整える必要が示唆され

た。 

平成 30年度は、モデル研修プログラム（資料 1、

以下プログラム）を基本としてモデル県で研修を開催

し、研修企画運営者に対して、プログラムの妥当性に

関する質問紙並びにヒアリング調査を実施し、最終版

のモデルプログラムを完成することを目的とした。    

 

Ｂ．研究方法 

1．対象：モデル県研修企画運営者（計 16名） 

1）平成 29年度からの継続県  

A県：3名、B県：4名 

2）平成 30年度新規実施県 

C県：5名、D県：2名、E県：2名 

2．調査方法と内容 

1）自記式アンケート調査（資料 2） 

研修の「ストラクチャー評価」「プロセス評価」「アウト

プット評価」に関する評価と自由記載を調査し、単純

集計を行った。 

2）グループインタビュー調査 

研修終了後 1か月以内に、インタビューガイドを用

いて調査し、許可を得た上で録音した。得られたデー

タから逐語録を作成し、質的に分析した。 

分析は、逐語録を作成したうえで質的に分析した。 

 

C．倫理的配慮 

 調査は所属機関の倫理審査委員会の承認を得たう

えで、対象者に研究の趣旨・研究参加の任意性・情

報保護等の説明をして実施した。 

 

D．研究結果 

1． 自記式アンケート調査  

 アンケートは対象者全員が提出した。以下 

アンケートの項目に沿って結果を述べる。 

【ストラクチャー】 

１）人材育成上の課題の抽出 

 有効回答のうち「妥当」「やや妥当」と回答した者が

全数を占めた。「現任教育推進会議にて抽出」「看護

協会、大学と連携して調査した」等の工夫があった。 

２）人材育成に関係する資源の把握（関係組織、教育

機関等） 

 「妥当」「やや妥当」と回答した者が多く、市町村から

も情報収集を行う工夫があった。「やや改善が必要」

の理由として、県内講師だけでは絶対数が少ないこと

があげられた。 

３）対象の明確化 

 有効回答のうち「妥当」「やや妥当」と答えた者が全

数であった。研修対象を明確化するために「実施要綱

への明記」等の工夫があった。 

４）研修運営事務等（予算、文書等） 

「妥当」「やや妥当」の回答が多く、「ガイドラインとは

別に、当日の進行者、準備物について作成した」等の

工夫があった。「やや改善が必要」と回答した者もおり、

その理由として、「ファシリテーターの進め方」がわかり

にくいことが挙げられた。 

５）担当者の配置・数 

「やや改善が必要」 「改善が必要」の回答が多く、

理由として、人員不足が挙げられていたが、事務職に

補佐してもらう工夫があった。 

６）すでに実施している研修との位置づけ 

「妥当」「やや妥当」「やや改善が必要」の回答に3

分され、「毎年開催している管理期の研修会の内容を

本モデル研修とした」と工夫する県もあれば、「中堅後

期・管理期との差別化が困難」「市町村のみ対象とし

た研修を県が行う意義の明確化」等の課題があった。 

５）その他 

 研修の名称を「管理能力」とした方が良いという意見

もあった。 

 

【プロセス】 

1）到達目的及び到達目標、研修内容の設定（強化す

べき能力他） 

（１） 目的は適切か及び（２）目標は適切か？ 

回答が「妥当」「やや妥当」 「やや改善が必要」に

分かれた。理由として、危機管理の要素が弱い、文言

が分かりにくい、があった。 
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（３）強化すべき能力は適切か？ 

「妥当」「やや妥当」 の回答が多く、組織運営能力、

マネジメント能力・健康危機管理能力の意見があった。 

２）研修方法の選定、研修の展開 

（1)講義やグループワーク等の組み合わせ 

「妥当」「やや妥当」 が回答の9割を占めたが、「や

や改善が必要」という回答もあった。その理由として、

講義時間の不足があった。 

（2)研修プログラム 

①開催時期、開始・終了時間：「妥当」「やや妥当」 

の回答が9割で、議会開催の時期を外す等の意見や、

時間のずれを調整しながら進行する等の工夫が見ら

れた。 

②日数：「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

③会場：「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数で、駐

車場があり、グループワークもしやすく、利便性のよい

立地を選定するといった工夫があった。 

④講義 

〈地域における保健活動およびこの県における現任

教育体系を踏まえた市町村保健師管理者への期待〉 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だったが、講

義時間が足りないという意見が多かった。 

〈市町村保健師管理者に必要な機能と能力〉 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だったが、時

間が足りないという意見があった。 

〈保健師管理者への期待～他職種の立場から～〉 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

〈根拠に基づく事業・施策の展開〉 

 「妥当」「やや妥当」 「やや改善が必要」に3分され、

「やや改善が必要」の回答理由として「評価等の具体

例があったらよかった」「公衆衛生医等から講師を選

定してみてはどうか」という意見があった。 

〈実践報告事業・施策の展開における管理者のあり

方〉 

 「妥当」「やや妥当」 と回答した者が多いが、講義時

間が足りないとの意見があった。 

⑤講師 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だったが、研

修会の到達目的・目標に沿うよう今後の連携強化をし

たいという記載があった。 

⑥演習 

〈時間配分〉 

「妥当」「やや妥当」 「やや改善が必要」に3分され、

理由として、２日目の時間が長いとの意見があった。 

〈グループの人数〉 

  「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

〈メンバー構成〉 

  「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。自

治体の人口別にグループ編成を行う、ワールドカフェ

方式を取り入れる等の意見もあった。 

〈グループワークⅠ 事業・施策における管理者として

のマネジメント〉 

 「妥当」「やや妥当」 が多いが、一部の回答者から

は人材育成（事前課題）と施策・事業展開についての

つながりが見えにくい内容だったという意見があった。 

〈グループワークⅡ 管理者としてのマネジメントのあり

方〉 

  「妥当」「やや妥当」 が多いが、10年後の姿の根

拠を明確に述べる必要性がある等の意見があった。 

⑦遠隔教育 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だったが、資

料を入手したいという希望があった。 

⑧事前課題 

  「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

（3)ファシリテーターの育成と配置 

①ファシリテーターの選定： 「妥当」「やや妥当」が有

効回答の全数だった。 

②ファシリテーターの役割の理解：「妥当」「やや妥当」 

が多いが、グループによってディスカッションが活発に

行われているところとそうでないところの差があった。 

③ファシリテーターに求められる能力：「妥当」「やや

妥当」 が多い。 

④ファシリテーターの手引き：「妥当」「やや妥当」 「や

や改善が必要」に分かれ、その理由として、手引きの

内容がわかりにくい、縦横同じ方向の資料がよいとい

う意見があった。 
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3)研修評価計画 

（1)評価の考え方、時期、方法 

 無回答 

（2)評価計画 

①ストラクチャー評価計画 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

②プロセス評価計画 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だったが、講

義内容を検討する必要性があるという意見があった。 

③アウトプット評価計画 

「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

④アウトカム評価計画 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

 

【アウトプット】 

１）参加者の参加状態 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の9割を占めたが「や

や改善が必要」と回答した者もおり、その理由として

「小規模市町村からの参加がない」が挙げられた。 

(1) 参加数、想定していた人数 

「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

(2)想定していたレベルの参加者か 

  「妥当」「やや妥当」が有効回答の9割を占めたが、

「やや改善が必要」の理由は「参加者のレベルに幅が

あった」であった。 

２）参加者の参加態度 

（1）講義への参加態度 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

(2) 演習への参加態度 

 「妥当」「やや妥当」が有効回答の全数だった。 

 

【アウトカム】 

 自由回答として下記の回答があった。 

・受講者の研修会全体評価は各講義の理解度、到達度に

おいて、「よかった」「理解できた」「できる」等の回答少なか

ったか。 

・現在プレーヤーとしての立場の者が、管理期に求められる

役割を考える機会になっており、目的到達できたと考える。 

【次年度への改善課題と方法】 

 自由回答として下記の回答があった。 

・厚労省や保健医療科学院からの講義と組織運営の遠隔

講義の継続等を検討していただきたい。 

・ｅラーニングによる中央講師の講義。演習のまとめを資料

として配布 

・小さな県なので、同じ内容であれば、隔年開催でもよい

ように思う。受講した者をファシリテーターとして、中堅期な

どの研修で協力していただけるようなしかけ・工夫をしてい

く必要があり、そのことで互いに育ち合うということが根づ

いていくように考えている。 

・19市町村しかなく、人事異動もあまりないため、毎年度

の開催は難しい。何かの研修との組合せなど検討したい。 

ビデオ学習（オンデマンド）導入などにより講師の確保が

難しい部分を補う。 

・現在実施している階層別研修を見直し、市町村管理者

能力育成研修の位置づけを検討していく。 

県保健師の管理者の育成方法についても検討 

・現在行っている階層別研修の見直しか本研修に県保健

師の受講可とするか課題や（案）を検討し年明けに開催す

る県現任教育推進会議で協議いただく予定 

 

2.グループインタビュー調査 （資料3） 

各項目に対する意見を質的に分析したカテゴリを

資料３に示した。アンケート調査結果同様、概ね妥当

という意見であり、開催県ごとの会場選定や講師を選

定する際の工夫が語られた。課題としては、アンケート

調査同様の内容であった。具体的には、研修対象選

定の課題、講師として大学教員を選定する際の専門

領域の考慮、グループワークⅠとⅡの時間配分、マネ

ジメントに関して、講義内容とグループワークを結びつ

けにくい等の課題が挙げられた。 

 

E．考察 

以上の結果より、下記のように考察される。 

１．ストラクチャー：  

1)人材育成上の課題の抽出：妥当との意見であった

が、今後は自治体ごとの課題分析と本プログラムの適

用能力が求められると思われる。 

2）人材育成に関係する資源の把握：日常的に教育研

究を通じて看護系大学教員と関係性ができている場

合は、研修の趣旨の理解が得やすいようであったた

め、自治体と大学の日常からの交流が必要と思われ

る。交流を進めている途上の自治体の場合は、依頼

文書に趣旨を充分書き加える必要がある。 

他職種への依頼は、保健活動の理解が得られてい

る人材を探すことが困難ということだが、裏を返せば、
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理解を得られるような日常からの活動が求められると

もいえよう。 

実践報告の講師は、他職種と共に市町村に身近な

保健所に依頼しており、研修を組み立てていく中での

ネットワークづくり寄与できたと思われる。 

3)対象の明確化：本研修とラダーの関連について言

及されており、明確な評価にもつながると思われる。ま

た、県と市の同時開催の案も述べられており、伊東ら

が実施した県と市保健師を組み合わせた研修の効果

も示されており 1)、目的や研修方法を工夫することで

相乗効果が期待されると思われる。 

4）研修運営事務等（予算、文書等） 

自治体の事業として予算化をするために国の後援

を求める声があった。人材育成の重要性が浸透する

までの間、国からの文書や予算の後援は継続が必要

と思われる。 

5）担当者の配置・数 

前年度受講者にファシリテーターを依頼する等、質

の確保にも配慮していた。ただし、後述するように、担

当者を 2日間確保することが難しいとの意見もあり、

各自治体の現状に即してプログラムを改変する力量

が求められると考える。 

6）すでに実施している研修との位置づけ 

明確に区別するまで至っていないようだが、各自治

体の人材育成の課題に照らし合わせて位置づけを明

確にする必要がある。 

２．プロセス 

1）到達目的及び到達目標、研修内容の設定 

・目的目標：今回は課題と対応して適切だったが、次

年度以降、自県で応用するにあたり、目標設定等の

能力が求められると考える。  

・強化すべき能力：今回は課題と対応して適切だった

が、将来は組織横断的能力や AI等の活用の強化が

必要という意見があり、各県のアセスメントに基づいた

設定が望まれる。 

2）研修方法の選定、研修の展開 

(１)講義やグループワーク等の組み合わせ 

グループワークⅠの時間を延長し、グループワーク

Ⅱは短縮しても十分という意見だった。また、講義とグ

ループワークが連動するような組み合わせが望まれ

る。 

（2）研修プログラム 

①開催時期：議会開催に配慮したり、年度当初に年

間計画を提示する等の工夫がされており、各県の事

情に合わせた工夫が功を奏すると考える。 

②日数：2日間は人員確保が難しい場合、各県で効

果的な開催日数とそれに伴う内容の工夫が求められ

る。 

③会場：開館時間等の考慮も必要となる。 

④講義 

【国の保健活動の方針および各都道府県の現任教育

体系を踏まえた市町村保健師管理者への期待】 

 直接講義もしくは一堂に会して VTR視聴する等、

集合研修が望まれる。再開催県は、自県の現状も加

えているため内容が多くなり、講義の焦点を絞る工夫

が必要となる。県保健師自身が講義を担当したことで

の 学びも大きいようであり、市町村管理者能力育成

プログラムではあるが、守田らや藤田が述べるように、

企画や運営に携わる保健師にとっても力量形成につ

ながりうる 2）3）。 

【市町村保健師管理者に必要な機能と能力】 

公衆衛生看護管理の中でも焦点を絞る必要性が

言及されていた。公衆衛生看護管理論が基礎教育に

組み込まれたのは 2009年からであり 4）、現在管理期

に当たる保健師は、基礎教育の中では十分学習して

いない可能性もあり、県単位の限られた研修時間の

中では、自県における課題に応じた内容に焦点化す

る必要がある。 

【根拠に基づく事業・施策の展開】 

実際の活動事例を組み込み、グループワークへの

結び付けが欲しいという意見、上記の【市町村保健師

管理者に必要な機能と能力】に組み込めるという意見

もあった。人材育成の手法の一つに各種の経験学習

が用いられているが、いずれも学習の源泉として「実

践・ 経験」と「内省・省察」が位置づけられている 5)。
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本研修参加者は長年の活動経験を持っており、理論

と実際の活動事例を結びつけることは重要と考える。 

【事業・施策の展開における管理者のあり方】 

インタビューからは「現任教育以外の活動事例」を

望む声が聴かれた。本研修は、国立保健医療科学院

の公衆衛生看護研修（管理期）とも関連して開発され

た。公衆衛生看護研修（管理期）は人材管理研修か

ら発展したため 6)、本研修も人材育成に焦点を当てて

きたが、各県の課題や関心に即して活動事例を選定

し、管理者のあり方を検討することも、研修企画者の

力量形成の意味からも重要と思われる。 

【保健師管理者への期待～他職種の立場から～】 

保健師の率直な意見を他職種に発信してほしいと

いう期待があった。公衆衛生は多様な職種・機関との

連携や協働なくしては成立せず、連携・協働の前提と

して人や組織の価値観・目的の理解が重要である 7)。

日本文化は保健医療の場でもはっきりと意見を言うこ

とを避けがちになるが 8）、研修での交流を通じさらに

率直に意見を交わせる関係構築が望まれる。 

⑤講師 

大学教員：日常からの連携がある場合は効果的な研

修につながるが、一方で趣旨を十分伝える必要があ

る大学もある。県内の大学教員が能力を獲得するた

めに国立保健医療科学院の研修の対象を大学教員

にも広げる発想も必要という意見もある 2）．国、県、各

大学が力量を高めるシステムも必要と思われる。 

他職種：前述したように日常から保健活動に対する理

解を広めるために可視化していく必要もあると思われ

る。また、本研修を通じて、互いの理解を深め合う契

機としていく発想も重要である。  

実践報告の講師：講師依頼を通じて、保健所や市町

村との関係強化ができるようである。 

⑥演習 

気づき：マネジメントの学びのみならず、文章として表

現する力量形成の機会ともなっていた。  

人数：妥当であった。 

グループメンバー構成：人口規模への種々の意見が

あり、次年度以降は課題に応じて、講義内容とも連動

しグループワークテーマやグループメンバーの設定も

考慮していく必要がある。 

講義との連動：講義との連動は、講義の内容のみなら

ず、グループワーク中に講義の振り返りを促すことも

後述のファシリテーターの役割として重要である。 

時間配分：前述したようにグループワークⅠの時間を

延長し、グループワークⅡは短縮しても十分という意

見だった。 

グループワークテーマ：マネジメントの理解が難しいこ

とは、公衆衛生看護管理論を基礎教育で十分学んで

いないことも一因として考えられる。しかし、本研修参

加者は長年の活動経験を持っているので、マネジメン

トと自己の経験を結び付けるようなグループワーク内

容、またはファシリテートが必要と考える。「管理職の

やりがいや楽しさも伝えられる場面があるとよい」という

インタビュー結果にも結び付け、マネジメントの理解を

促すことも一考である。 

⑦遠隔教育： 本モデルでは遠隔教育の技術的な問

題はなかったが、視聴が困難な自治体がある場合

は DVD等の活用も考えられる。 

 

⑧事前課題： 様式１はグループメンバーを理解する

基礎資料となっていた。 

（3）ファシリテーターの育成と配置 

①ファシリテーターの選定： 企画者よりも若手を選定

し、ファシリテーターを担うこと自体が人材育成につな

がるように企画した自治体もあったり、伊東ら 1)の研究

と類似のことを経験的に実践していた。 

②ファシリテーターの役割の理解： 経験者を活用す

るという工夫がされていた。また事前打ち合わせが効

果的だった。 

③ファシリテーターに求められる能力：企画者と別に

ファシリテーターがいることで企画者は俯瞰して研修

進行を担うことができた。 

・ファシリテーターの手引き： 研修生にも一部示す必

要がある内容があり、映写することも考えられる。 

3)研修評価計画 

  評価の基準を下げる希望があるが、研修後に実践
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を重ねることで評価が上がることが重要である。また、

評価に応じて研修を改善していくためのヒントを希望

しており、いわば checkから actionための項目等の

開発も必要と思われる。 

 

以上より、平成29年度の調査を踏まえて改定した

本プログラムは 同年度の報告で重要といわれていた

「県下の市町村別の人材育成状況、市町村保健師

管理者の実態を丁寧に把握したうえでのアセスメ

ント、都道府県として問題意識をもち、強化した

いところを明確にしておくこと」「都道府県が市

町村保健師管理者の能力育成をどのように行うの

か、位置づけや仕組みについての検討」9）ができ

る内容になっていると思われる。波及効果とし

て、企画や運営に携わる保健師にとっても力量形成

の機会となっていた。 

 

F．結論 

平成29年度の調査結果を踏まえ、修正を加えた

モデル研修プログラムを5つのモデル県で実施し

た。管理者能力育成に有効なプログラムであるこ

とが確認できた。改善点として各県の実情に応じ

た講師の選定、グループワークⅠとⅡの配分の工

夫等が考えられるた。 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 なし 

 2.  学会発表 なし  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 なし 

 2. 実用新案登録 なし 

 3.その他 なし 
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資料 1 

市町村保健師管理者能力育成モデル研修プログラム （H30年度実施）

研修内容 ねらい 講師 

事
前
準
備

【遠隔講義】約40分 
組織におけるリーダーシップと
マネジメン 

・行政経営を念頭においた組織概念、リ
ーダーシップ機能、マネジメント機能
について説明できる

〇〇研究所等 
学識経験者 

【事前課題】 
自治体情報（保健師数、人材育
成状況等）健康課題と実施事業
等 

・保健師管理職として、自組織における
人材育成・管理の現状と課題を把握し、
地域の健康課題を解決するための事
業・施策展開がなされているか、その
中で、自身がどのようなマネジメント
機能を果たしているか確認できる

国立保健医療科学院 
  教 官 

〇〇県 
担当者 

一
日
目

【講義】60分 
国の保健活動の方針および各都
道府県の現任教育体系を踏まえ
た市町村保健師管理者への期待 

・国の地域保健における動向や各都道府
県の役割を踏まえた上で、各都道府県
の保健師現任教育において市町村保健
師管理者が果たす役割について説明で
きる

〇〇県 
担当者 

【講義】90分 
市町村保健師管理者に必要な機
能と能力 

・施策展開に必要な市町村保健師管理者
の機能と、必要な能力について説明で
きる

例：〇〇大学大学院 
教授 〇〇〇〇 

【講義】60分 
根拠に基づく事業・施策の展開 

・根拠（PDCA）に基づいた事業・施策の展
開について説明できる 

例：〇〇大学大学院 
教授 〇〇〇〇 

【グループワークⅠ】130分 
事業・施策における管理者とし
てのマネジメントの現状 

・健康課題解決のために根拠に基づいて
施策・事業をマネジメントするための
具体的方法の現状を述べることができ
る

◇コーディネート
各都道府県の企画運
営者等
◇ファシリテーター
各都道府県保健師

二
日
目

【講義】30分 
1日目の概要 

・1日目の概要を述べることができる 〇〇県 
担当者 

【講義】30分 
保健師管理者への期待 

～他職種の立場から～ 

・他職種の管理者等からみた、管理的立
場の保健師に求める役割や行動につい
て説明できる

〇〇県内市町村の 
事務職職員等 

【実践報告】＆【コメント】60分 
事業・施策の展開における管理
者のあり方 

・実践報告事例から、自組織における事
業・施策の展開を振り返り評価できる

例：〇市健康支援課 
  主幹〇〇 〇〇 
コメント 
：〇〇県 担当者 
大学の教員等 

【グループワークⅡ】205分 
管理者としてのマネジメントの
あり方 

・各市町村保健師のありたい姿（ビジョ
ン）を踏まえ、施策展開に必要な人材
育成・人事管理を含むマネジメントの
あり方について説明できる

◇コーディネート
各都道府県の企画運
営者等
◇ファシリテーター
各都道府県保健師

【まとめ】20分 ・今後の実践に活かす保健師管理者とし
てのあり方を説明できる

〇〇県  
企画運営担当者 
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 資料2-1)

妥当－－－－要改善 理由 工夫した点や留意した点

１）人材育成上の課題の抽出 １ ー ２ ー ３ ー 4

課題抽出の方法と工夫した点

２）人材育成に関係する資源の把握（関係組織，教育

機関等）
１ ー ２ ー ３ ー 4

資源の把握方法と工夫した点

３）対象の明確化 １ ー ２ ー ３ ー 4

対象明確化の方法と工夫した点

４）研修運営事務等（予算，文書等） １ ー ２ ー ３ ー 4

研修運営事務等（予算，文書等）、分担方法等と工夫した点

５）担当者の配置・数は適切か？ １ ー ２ ー ３ ー 4

担当者の配置・数の決定方法と工夫した点

６）すでに実施している研修との位置づけは １ ー ２ ー ３ ー 4

すでに実施している研修との位置づけ方と工夫した点

５）その他

1）到達目的及び到達目標，研修内容の設定

（強化すべき能力他）

（２）目標は適切か？ １ ー ２ ー ３ ー 4
目標設定の根拠、留意した点

（３）強化すべき能力は適切か？ １ ー ２ ー ３ ー 4

強化すべき能力の設定根拠、留意した点

２）研修方法の選定，研修の展開

（1)講義やグループワーク等の組み合わせ １ ー ２ ー ３ ー 4

（2)研修プログラム 

①開催時期 １ ー ２ ー ３ ー 4 ⇒ （ ）月頃へ変更
留意した点

開始・終了時間 １ ー ２ ー ３ ー 4 ⇒ 開始：（　　時　　分）

終了：（　　時　　分）

留意した点

②日数 １ ー ２ ー ３ ー 4 日間へ変更。
留意した点

③会場 １ ー ２ ー ３ ー 4 ⇒希望する場所：（ ）
留意した点

④講義

地域における保健活動およびこの県における現
任教育体系を踏まえた市町村保健師管理者への
期待

１ ー ２ ー ３ ー 4

市町村保健師管理者に必要な機能と能力 １ ー ２ ー ３ ー 4

保健師管理者への期待～他職種の立場から～ １ ー ２ ー ３ ー 4

根拠に基づく事業・施策の展開 １ ー ２ ー ３ ー 4

実践報告事業・施策の展開における管理者のあ

り方
１ ー ２ ー ３ ー 4

⑤講師 １ ー ２ ー ３ ー 4
選定の根拠、留意した点

⑥演習

時間配分 １ ー ２ ー ３ ー 4 ⇒（ ）へ変更
留意した点

グループの人数 １ ー ２ ー ３ ー 4 ⇒（ ）へ変更
留意した点

メンバー構成 １ ー ２ ー ３ ー 4 ⇒（ ）へ変更
留意した点

内容の妥当性

グループワークⅠ

事業・施策における管理者としてのマネジメント
１ ー ２ ー ３ ー 4

留意した点

グループワークⅡ

管理者としてのマネジメントのあり方
１ ー ２ ー ３ ー 4

留意した点

今後よりよいプログラムにするために、下記の質問にお答えください。「1妥当」と思う，「2やや妥当」と思う,「3やや改善が必要」と思う,　「4要改

善」と思う,のいずれかに○を付けてください。

併せて右欄の理由、工夫した点や留意した点もご記入ください

企画運営者アンケート

評価項目

ス

ト

ラ

ク

チ

ャ

ー

プ

ロ

セ

ス
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 資料2-2)

⑦遠隔教育 １ ー ２ ー ３ ー 4

⑧事前課題 １ ー ２ ー ３ ー 4

（3)ファシリテーターの育成と配置

①ファシリテーターの選定 １ ー ２ ー ３ ー 4
選定の根拠、留意した点

②ファシリテーターの役割の理解 １ ー ２ ー ３ ー 4

③ファシリテーターに求められる能力
１ ー ２ ー ３ ー 4

④ファシリテーターの手引き １ ー ２ ー ３ ー 4

3)研修評価計画

（1)評価の考え方，時期，方法

（2)評価計画①ストラクチャー評価計画
１ ー ２ ー ３ ー 4

②プロセス評価計画
１ ー ２ ー ３ ー 4

③アウトプット評価計画
１ ー ２ ー ３ ー 4

④アウトカム評価計画
１ ー ２ ー ３ ー 4

４）その他

評価計画に沿った評価

１）参加者の参加状態
１ ー ２ ー ３ ー 4

(1)参加数、想定していた人数 １ ー ２ ー ３ ー 4

(2)想定していたレベルの参加者か １ ー ２ ー ３ ー 4

２）参加者の参加態度

（1）講義への参加態度 １ ー ２ ー ３ ー 4

(2)演習への参加態度 １ ー ２ ー ３ ー 4

３）参加者からの評価→アンケート調査結果へ

４）その他

１）数量的評価参照

（ラダー・知識等レベル・講義の理解度）

２）結果の解釈

５）その他

ア

ウ

ト

カ

ム

次年度への改善課題と方法

プ

ロ

セ

ス

ア

ウ

ト

プ

ッ

ト
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資料 3-1)

グループインタビュー結果（1）H29 年度からの継続県 

評価項目 まとめ 

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

１）人材育成上の課題の抽出 ガイドラインの課題はマネジメント能力育成という点で合致している 

２）人材育成に関係する資源の把握（関係組織，教育機関等）

看護系大学教員 既存の研修講師依頼等の連携体制を活用し研修目的に沿った講義ができ

た 

大学教員は多様な専門分野があるので「地域診断、事業・施策の展開」

という依頼内容を明記したほうが良い 

他職種 講師選定は現場に詳しい保健所に依頼したが保健活動に理解のある他職

種を探すことは難しい 

実践報告の講師 講師選定は自治体の状況や人材に詳しい保健所の現任教育責任者に紹介

いただき適任であった 

３）対象の明確化 職位で選定するよりもラダーで個別に評価して対象を明確化したほうが

良い 

職位で選定したところ県が対象としたい受講者と一致した 

ス年は同一人物が管理者のため毎年開催すると受講者数は減ると予測さ

れる

小規模市町村の参加が少なく参加しやすい工夫が必要である 

県保健師も管理能力を育成する必要があり市町村保健師と同時開催が望

まれるが、同時開催の場合は県と市では求められる管理能力が異なるた

め一部の内容は県と市を分けたほうが良い 

４）研修運営事務等（予算，文書等） モデル事業終了後は県の予算で市町村保健師のみの研修開催は難しく予

算上も県保健師も対象とする必要がある

モデル事業終了後の予算獲得は難しいため国の通知や補助金が望ましい

５）担当者の配置・数は適切か？ 担当者は研修生 5人につき 1人程度が必要 

前年度受講者にファシリテーターを頼むなど研修経験者を活用したこと

で運営が円滑に進んだ 

６）すでに実施している研修との位置づ

けは

既存の管理期研修との差別化を図っていきたい 

プ
ロ
セ
ス

1）到達目的及び到達目標，研修内容の設定（強化すべき能力他）

(1)目的は適切か（ニーズにあっていた

か？）

(2)目標は適切か？

目的・目標とも妥当だが、県と市の管理期研修を同時開催する場合に

は、県保健師向けの目的・目標の追が必要となる 

(3)強化すべき能力は適切か？ 今後は、組織横断的能力や AI等との協働等が求められる 

２）研修方法の選定，研修の展開

（1)講義やグループワーク等の組み合わ

せ

演習Ⅰは時間が不足した 

演習Ⅱは時間に余裕があった 

演習Ⅰの前にＰＤCＡに関する講義を行い、演習Ⅱの前に公衆衛生看護の

理論と実践の講義を入れると効果的と思われる 

（2)研修プログラム

①開催時期 議会の時期を考慮する必要がある 

年度当初に年間研修予定を配信する等、受講しやすい工夫をしている 

②日数 担当者を 2日間確保することが難しいため 1日に凝縮したい 

③会場 退出時間の制限の有無を考慮して選定する必要がある 

④講義

国の保健活動の方針および各都道府県の

現任教育体系を踏まえた市町村保健師管

理者への期待 

厚労省の担当者に直接講義をしていただきたい 

ビデオ視聴の場合は個別に視聴するよりも受講者が一堂に関して視聴す

るほうが効果的と思われる 

国と自県の内容を講義する場合、情報量が多くなるため焦点を絞る必要

がある 

市町村保健師管理者に必要な機能と能力 公衆衛生看護管理は幅広いため講義の焦点を明確にする必要がある 

根拠に基づく事業・施策の展開 事業・施策の展開に関する理論に加えて実際の活動を例示すると理解が

深まる 

講義の要所要所で演習への結び付けをすると演習が円滑に演習が進む 

「市町村保健師管理者に必要な機能と能力」の講義に「根拠に基づく事

業・施策の展開」を盛り込むことも可能と思われる 
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管理期保健師に求められる能力や組織の中での役割を講義してほしい旨

を明確に依頼する必要がある 

事業・施策の展開における管理者のあり

方 

自治体ごとに資源が異なり課題解決に向けて資源活用の工夫が必要にな

る 

現任教育以外の幅広い内容が望まれる 

保健師管理者への期待 

～他職種の立場から～ 

講義の趣旨を明確に依頼する必要がある 

行政で働く視点や保健師の活動とつなぐ役割について明確に言及してほ

しいと伝える必要がある 

⑤講師

大学教員 他の研修や業務で人材育成の課題や目標を共有していると講義内容も目

指したものになる 

初めて依頼する教員の場合は「地域診断、事業・施策の展開（評価を含

める）」を講義してほしい旨を依頼文書に入れるとよい 

他職種 保健活動を理解いただいている市町村の他職種は少ない 

実践報告の講師 市町村に身近な保健所保健師に紹介を受けると適切な講師に依頼できる 

⑥演習

気づき マネジメントの視点で活動を考える機会を持てた

文章化する力量を高める効果も期待できる 

人数 4～6人程度が話し合いには妥当である 

グループメンバー構成 経験・人口規模・地理的な距離が偏らないほうが良い 

人口規模に配慮することも必要 

管理者の経験の有無を考慮することも必要 

講義との連動 演習の要所要所で講義内容を振り返ると討論が進む 

時間配分 1日目事業・施策における管理者としてのマネジメントは時間が足りない 

２日目管理者としてのマネジメントのあり方は時間が長い 

演習テーマ 準備資料１の人事管理・人材育成に関する内容は短時間の共有でも演習

に結び付く内容として役立つ 

演習Ⅱのマネジメントという言葉の理解が難しい 

演習Ⅱは 5～6年後のほうがイメージしやすい 

演習Ⅱで 10年後を見据えることは管理職前も現管理職にも重要である 

演習Ⅰから演習Ⅱへのつなぎの説明が必要だった 

管理職のやりがいや楽しさも伝えられる場面があるとよい 

⑦遠隔教育 遠隔教育は自治体の環境によっては視聴できないこともある 

遠隔教育の資料を印刷できるとよい 

⑧事前課題

分量と内容の負担 分量や内容の負担は聞かれない 

様式の必要性 準備資料１は演習における各自治体の背景の理解のために必要 

準備資料１は自己の自治体の人事を再確認する意味で役立つ 

準備資料Ⅰは演習Ⅱの 10年後の姿につながる基礎資料となる 

準備資料１は自己の自治体の再確認の意味にはなるが演習にはつながら

ない 

（3)ファシリテーターの育成と配置

①ファシリテーターの選定 県の部長・副所長クラスに依頼した 

県の保健所の課長と政令中核市の統括保健師に依頼した 

若手の課長クラスは研修後も勤務を続けるので管理能力育成の意味から

も課長クラスにファシリを依頼した 

②ファシリテーターの役割の理解 研修の経験者を選定したためファシリテータの役割を理解できていた 

朝と昼に打ち合わせをしたため共通理解できた 

③ファシリテーターに求められる能力

（効果？）

ファシリテーターがいることで演習に大きな効果がある

企画者はファシリテータにならず全体を見回す役目がある 

④ファシリテーターの手引き プレーヤーからマネジャーになるキーワードが必要 

２日目のテーマは参加者にも開示したほうがいい 

心得は事前に配ることで役立つ 

3)研修評価計画

評価の基準 項目ごとの目標を明確に書いたほうが目安にしやすい 

1が 6割は達成が難しい 

資料 3-2)
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「できない」がゼロになることを目指すほうが現実的である 

研修の前後で評価が上がっていればよい 

アンケートと評価が突合できるようにするとよい

評価後に研修を改善するためのヒントがあるとよい 
ガ

イ

ド

ラ

イ

ン 

Q&Aの必要性 一般的なことや問い合わせがありそうな内容のＱ＆Ａを添付するとよい 

章立て 2章は研修を事業化する際に自治体予算担当に研修の意義を示すために非

常に大事 

1章と 2章はまとめてもよい 

募集人数 対象者数は 20名程度が現実的である 

他 自己の成長 企画者・ファシリテータ共に研修を実施して管理期に必要な能力等の学

びを深めた 

企画者・ファシリテータ共に市町村の業務を知る機会となった 

グループインタビュー結果（2）新規開催県 

評価項目 まとめ 
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

１）人材育成上の課題の抽出 課題分析はしていないが必要な研修内容だった 

２）人材育成に関係する資源の把握

（関係組織，教育機関等）

これまで連携してきた関係機関を活用した 

研修実施決定後に資源を捜したところ適切な資源が見つかりにくかった 

県内のみではなく県外資源も活用したい 

３）対象の明確化

対象は管理者か次期管理者か明確にしたほうがよい 

管理者という研修名だと次期管理者が参加できないため「管理能力の育成」としては

どうか 

自県の市町村保健師のみだと対象が少ないため県保健師も対象としてはどうか 

自県の市町村保健師のみだと対象が少ないためブロック開催としてはどうか 

４）研修運営事務等（予算，文書等）
無料の会場等を工夫すれば県の研修予算で実施可能 

県と町の予算で実施 

５）担当者の配置・数は適切か？
研修担当を担う保健師の日常業務を補佐する保健師がほしい 

受講者数にもよるが保健師 2 名と事務 1 名で可能 

６）すでに実施している研修との位置

づけは
例年の研修を置きかえ内容は充実した 

プ
ロ
セ
ス

1）到達目的及び到達目標，研修内容

の設定

（強化すべき能力他）

受講者の年代や経験に差があるため全体を網羅する管理能力育成という目標がよ

かった 

マネジメントの資質向上という目標が良かった

（1)講義やグループワーク等の組み合

わせ
グループワークと講義の組み合わせはモデルのままでよい 

（2)研修プログラム

①開催時期
議会等研修対象者の予定に配慮したので妥当だった 

対象の人数が少ないので隔年にする可能性もある 

②日数
内容の充実と宿泊の関係で 2 日連続で実施するほうがよい 

2 日連続は業務の負担を考えると管理期には難しい 

③会場
交通の便と収容人数から妥当だった 

降雪などの地域の気象条件を考慮しても妥当な会場だった 

④講義

国の保健活動の方針および各都道府

県の現任教育体系を踏まえた市町村

保健師管理者への期待 

60 分間程度の時間をとったほうがよい 

何年かに一回は厚労省から直接話を聞きたい 

次年度以降は県の保健師で各種研修を受けたものが担当する役目がある 

市町村保健師管理者に必要な機能と

能力 

時間をもう少し確保する必要がある 

講義を踏まえてグループワークに結びけることができなかった 

根拠に基づく事業・施策の展開 具体的な調査結果や活動事例があるとよい 

事業・施策の展開における管理者の

あり方 
講義時間が 30 分は必要 

保健師管理者への期待 

～他職種の立場から～ 
遠慮がちに言われたので、依頼の際は率直に話しいただくよう伝えたい 

⑤講師

看護大学教員 社会医学系の教員でも市町村保健活動に世通していれば担当できる 

他職種 職員数の追い市町村から推薦を受けた 

資料 3-3)
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県職員でも講義は可能 

⑥演習

時間配分 
1 日目（演習Ⅰ）は時間を延ばし、2 日目（演習Ⅱは）時間を短縮してもよい 

演習Ⅱの課題の負担は少ない 

人数 
演習人数は 5～6 名が妥当 

演習人数は 4 名が妥当 

メンバー構成：

年代別で妥当だった 

年代を混在したグループだと時期管理期の保健師が現管理期保健師の意識などを

共有できる 

自治体の規模が同一のほうが良いという意見と混在したほうが良いという意見の両者

があった 

小規模自治体へは配慮が必要である 

グループワークテーマ 

グループワーク１のテーマは、政策・施策・事業の流れを講義と連動して理解を深め

ることができた 

管理者としてのマネジメントというテーマは想像しにくく難しい 

50 歳代にも 40 歳前後で管理的立場にならざるを得ない参加者にも、管理者として

のマネジメントというテーマは難しい 

⑦遠隔教育

遠隔講義よりも直接聞くほうが伝わりやすい 

ビデオを同一会場で視聴すると質疑ができたり演習が効果的になる 

遠隔講義では質問にすぐに回答できる体制が必要 

遠隔講義の資料を印刷できるとよい 

⑧事前課題
事前課題の量は負担ではない 

準備資料 1 枚目は組織を理解する基礎資料として必要 

（3)ファシリテーターの育成と配置
科学院の研修等を受けた人材に頼む 

心得と手引きの両者とも必要 

ガイドライン 

キャリアラダーの説明表が参考になる

表 10 の資料準備の部分は確認しやすい 

大学教員への依頼文書は事例の説明を強調する必要がある 

資料 3-4)
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平成29～30年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担報告書 

分担研究課題 

モデル県での研修効果の推定および全国への汎用性に関する研究

研究分担者 高橋秀人 

国立保健医療科学院 統括研究官 

研究要旨 

H29年度研修プログラム: 厚労省「市町村保健師管理者能力育成研修プログラム

(H29年度版)」を実施し, H29受講前アンケート調査, H29受講後アンケート調査, 

フォローアップ調査を用いて, 研修前後の能力点の差を検討した.研修生はA県25

人, B県18人の計43人である.研修前からフォローアップ調査時までは25/28項目で

有意に能力点数の増加が認められた.H30年度研修プログラム: 厚労省「市町村保健

師管理者能力育成研修プログラム(H30年度版)」を実施した. その結果(A)H30年研

修前アンケート調査, (B)H30年研修後アンケート調査, (C)H30年研修2か月後調査

を用いて, 3回の調査時における能力点の差異を検討した. 研修生はA県16人,B県23

人, C県27人, D県23人, E県21人の計110人である. 研修前後(AB間)は27/28項目,

研修2か月後と研修前(AC間)は27/28項目で有意な得点の上昇が認められ, 逆に有意

な得点の減少は認められなかった. しかし研修後から研修2か月後の間(BC間)では,

 得点の有意な上昇は認められず, 逆に有意な得点の減少が16/28項目で確認され

た. 研修前後(AB間)で有意な得点の上昇が認められなかった質問項目は質問5「自

組織を超えた関係者との連携・調整を行う」, 研修2か月後と研修前(AC間)で有意

な得点の上昇が認められなかった質問項目は質問7「複雑な事例に対して，担当保

健師等にスーパーバイズすることができる」であった. 研修後から研修2か月後の

間(BC間)で有意な得点の減少が確認された16項目は,質問3,6,7,8,11,12,13,14,15,

16,19,20,22,24,25,28であった. 

本調査により, 研修に関し, 研修前(a)67.89(SD 13.38),研修直後(b)80.09(13.7

2),研修2か月後(c)76.69(14.91), 研修前後(b-a)間12.16 (95%CI:10.242～14.07

8), 研修後研修2か月後(c-b)間-3.55(-5.618～-1.482), 研修前研修2か月後(c-a)

間8.43(6.670～10.190)との結果を得た.研修後は17.9％(=12.16/67.89)有意に上昇

するが, 研修後から研修2か月後までに4.43%(=-3.55/80.09)有意に得点は減少す

る.修前と研修2か月までには13.9％程度有意に得点は上昇していることが明らかに

なった. 本調査の結果は, 職位や在職年数に基づく得点を用いることにより, 全国

に敷衍できるものと考える. 
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Ａ．研究背景 

わが国の地域の健康課題は複雑多様化し

ている. 行政保健師は少子超高齢社会によ

る保健医療介護サービスの需要の増加, 健

康格差の拡大,健康危機管理,災害対策など

の健康課題に対応するため, 施策の企画立

案・実施・評価, 関係機関との協働推進な

ど、高度な専門性の発揮が求められてい

る. これに関し, 国は「地域における保健

師の保健活動に関する指針1(平成25年4

月)」の中で, 保健師人材育成の重要性を

示している. 部長級以上の職位の保健師の

増加や,統括的立場の保健師の設置が進め

られ,地域の健康課題への取り組み推進の

為に管理的立場の保健師の機能強化を重要

視している. これをうけて厚生労働省は, 

都道府県の役割として市町村保健師への研

修の企画実施や自治体保健師の体系的な人

材育成体制構築を示している2が, 市町村

においては都道府県と比べ人材育成体制の

整備が不十分であると考えられる. これは

管理期の研修受講割合が, 他期に比べ2割

弱低く, またその要因として研修機会が不

足していること,市町村の人材育成計画の

策定状況や管理者研修の受講状況を都道府

県が十分に把握していない現実が報告され

ている3,4. このように都道府県による市町

村支援の実態把握に基づく体系的な人材育

成方法の確立や体制の整備が不可欠であ

る. そこで本研究の親研究では,管理的立

場にある市町村保健師の人材育成の推進を

めざし,「都道府県のための市町村保健師

管理者人材育成ガイドライン(仮称)の開発

を目的として研究を実施する.  

これに関し, H29年度研修プログラム: 

厚労省「市町村保健師管理者能力育成研修

プログラム(H29年度版)」を実施し, H29受

講前アンケート調査, H29受講後アンケー

ト調査, フォローアップ調査を用いて, 研

修前後の能力点の差を検討した.研修生はA

県25人, B県18人の計43人である.研修前か

らフォローアップ調査時までは25/28項目

で有意に能力点数の増加が認められた. 

本年度, 平成30年に実施したA,B,C,D,E

県の「研修前」「研修直後」および「研修

2か月後」による差を検討し, 研修の効果

を提示し, 全国に研修を広げることに関す

る汎用性を検討することである. 

 

Ｂ．研究方法,  

(1) モデル県 A,B,C,D,Eの5県である 

(2) 対象者「市町村保健師管理者能力育

成研修」参加者の中で, 本研究に同

意したもの全員(A県16人,B県23人,C

県27人, D県23人, E県21人, 計110

人) 

(3) 研修プログラム: 厚労省「市町村保

健師管理者能力育成研修プログラム

(H30年度版)」 

(4) 質問紙調査票 

H30年受講前アンケート調査 

H30年受講後アンケート調査 

H30年受講2か月後アンケート調査 

(5) 共通で用いた28項目について3時点

間比較を行う.各項目4水準(1できな

い, 2, 3, 4できる). 

(6) 質問項目は下記のとおりである. 

Q1  所属係内で、チームのリーダーシ

ップをとって保健活動を推進する 

Q2  自組織を超えたプロジェクトで主

体的に発言する 

Q3  所属（課・係）の保健事業に係る

業務全般を理解し、その効果的な

実施に対して責任をもつ 

Q4  所属（課・係）の保健事業全般に

関して、指導的な役割を担う 

Q5  自組織を超えた関係者との連携・

調整を行う 

Q6  組織の健康施策に係る事業全般を

理解し、その効果的な実施に対し

て責任をもつ 

Q7  複雑な事例に対して、担当保健師

等にスーパーバイズする 

Q8  地域の潜在的な健康課題を明確に

し、施策に応じた事業化する 

Q9  組織横断的な連携を図りながら、

複雑かつ緊急性の高い地域の健康

課題に対して迅速に対応する 

Q10 健康課題解決のための施策を提案
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する 

Q11 住民の健康課題等に基づく事業

化、施策化及び事業評価に基づく

見直しをする 

Q12 保健医療福祉に係る国の動向や組

織の方針、施策の評価を踏まえ、

組織の政策ビジョンに係る提言を

する 

Q13 所属内職員の能力・特性を把握

し、資質向上のための取組みを企

画、実施、評価する 

Q14 所属（課・係）内の業務内容と量

を勘案し、人材配置について上司

に提案する 

Q15 専門職の人材育成計画を策定する

ための関係者が協働し、検討でき

る場を設置・運営する 

Q16 関係課長等と連携し、保健師の業

務範囲等を踏まえ保健師必要数に

ついて人事部門を含め組織内で提

案する 

Q17 保健医療福祉計画に基づいた事業

計画を立案する 

Q18 立案した事業や予算の必要性につ

いて上司や予算担当者に説明する 

Q19 地域の健康課題を解決するための

自組織のビジョンを踏まえた施策

を、各種保健医療福祉計画策定時

に提案する 

Q20 所属部署内外の関係者と共に事業

評価を行い、事業の見直しや新規

事業の計画を提案する 

Q21 地域診断などにより、根拠に基づ

いた保健事業を計画する 

Q22 施策立案時に、評価指標を適切に

設定する 

Q23 評価に基づき保健活動の効果を検

証し、施策の見直しについて提案

する 

Q24 保健活動に係る情報管理上の不足

の事態が発生した際に、所属部署

内でリーダーシップをとる 

Q25 保健活動の情報管理に係る規則の

遵守状況を評価し、マニュアル等

の見直しを提案する 

Q26 根拠に基づき、質の高い保健事業

を提案し、その効果を検証する 

Q27 保健師の研修事業を企画し、実

施・評価する 

Q28 組織の人材育成方針に沿った、保

健師の人材育成計画を作成する 

(7) 統計解析

(7-1) 対象者の職位, 在職年数を

県別に表を用いて記述する.

 県, 職位, 在職年数に関す

る対象者数の分布の一様性

を, χ2検定を用いて検討す

る.一様性がない場合は, ど

の県, 職位, 在職年数のカ

テゴリーが一様性から外れ

るのかを検討する.

(7-2) 地域(県)ごと, 職種ごと, 

在職年数ごと,およびそれぞ

れにおいて全体の,研修前

(a), 研修後(b), 研修2か月

後(c)の能力点数を, 表を用

いて記述する.このとき、水

準間の移動を, 1水準間の移

動ならば増加+1, 減少-1と

し,2,3水準間の移動は増加

減少応じてそれぞれ±2, ±

3と定義する. 各水準間の平

均移動傾向について点推定

および95%信頼区間を求め

る.職種は下記のように分類

1、分類2の2通りとする. 

分類1 

課長,  -> 課長級 

課長代理, -> 課長級 

課長補佐, -> 課長級 

課長補佐兼係長, -> 係長級 

技監(Ｇ長), -> 専門職 

係長,   -> 係長級 

係長級, -> 係長級 

健康指導主査, -> 主査級 

子育て支援課課長補佐,-> 主幹級 

主幹,   -> 主幹級 

主幹兼係長, -> 係長級 

主幹兼所長, -> 主幹級 

主幹保健師, -> 主幹級 
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主査,       -> 主査級 

主査(保健師),-> 主査級 

主任,   -> 主任級 

主任主査, -> 主査級 

主任保健師,-> 主任級 

所長,   -> 課長級 

所長(係長級),-> 係長級 

所長補佐, -> 課長級 

専門監,  -> 専門職 

総括主幹(兼)課長補佐,-> 課長級 

総括主任,-> 主任級 

統括主幹,-> 主幹級 

副室長,  -> 課長級 

副主幹,  -> 主幹級 

副所長兼係長,-> 係長級 

保健師,  -> 専門職 

保健師係長,-> 専門職 

保健師長, -> 専門職 

補佐,   -> 専門職 

補佐級,  -> 専門職 

分類2 

主任級,主査級-> 係員 

係長級,主幹級-> 係長級 

課長級       -> 課長級 

専門職       -> 専門職 

在職年数は, 0-19年, 20-24年, 

25-29年. 30年以上とする.

(7-3) 県, 職種, 在職年数で調整

後, 研修前(a), 研修後(b),

 研修2か月後(c)の能力点数

をぞれぞれの時点間での比

較を行う(経時データの各時

点における固定効果を用い

た分散分析, およびScheff

型の多重比較). 

(7-4) また, 県, 職位, 在職年数

で調整後, 研修前(a), 研修

後(b), 研修2か月後(c)の能

力点数をそれぞれの時点, 

および時点間の差異につい

て, 県別比較, 職位別比較,

 在職年数別に比較する(経

時データの各時点における

固定効果を用いた分散分析,

 およびScheff型の多重比

較). 

(7-5) この結果を基に保健師活動

領域調査(H30年度版)を用い

た場合の全国への汎用性を

検討する. 

Ｃ．研究結果 

(1)対象者の県別比較(表1(1)(2),2)

対象者について, 専門職の県別分布,在

職年数の県別分布をそれぞれ表1(1), 表1

(2), および表2に記した. 

職種を分類 1で考えた場合, 県別分布

(表 1(1))については, C県のみ, その他の

県と比べて課長級,主幹級が少なく, 係長

級, 主査級, 専門職が多い傾向があった.

職種分布は県別に有意に一様とはいえない

が, C県を除けばほぼ一様と考えてよい. 

職種を分類 2で考えた場合, 県別分布

(表 1(2))については,ほぼ職種分布はほぼ

一様と考えてよい. 

在職年数の県別分布(表 2)については, 

B県で 25-29年が多く, 30年以上が少ない

傾向があった. B県を除けばほぼ一様と考

えてよい. 

(2) 研修前, 研修後, 研修2か月後の能力

点数(全体)(表3)

研修前(a), 研修後(b), 研修2か月後(c)

の能力点数は, それぞれ平均点67.9(標準

偏差SD13.4), 80.1(13.7),76.7(14.9)であ

り, 研修前後(b-a)で12.2(95%信頼区間CI:

10.2-14.1),研修後と研修2か月間(c-b)で,

-3.6(95%CI:-5.6～-1.5), 研修前と研修2

か月間(c-a)で, 8.43(95%CI:6.7-10.2)と,

 研修前後(b-a), 研修前と研修2か月間(c-

a)で有意な得点の上昇が観察された. 研修

後と研修2か月間(c-b)で有意な得点の減少

が観察された 

(3) 研修前, 研修後, 研修2か月後の能力

点数(質問ごと)(表3)

研修前後(b-a)について, 質問5「自組織

を超えた関係者との連携・調整を行う」を

除くすべての質問項目で有意な得点の上昇

が観察された. 有意な得点の減少は観察さ

れなかった.研修前と研修2か月間(c-a)に
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ついて, 質問7「複雑な事例に対して、担

当保健師等にスーパーバイズする」を除く

すべての質問項目で有意な得点の上昇が観

察された. 有意な得点の減少は観察されな

かった.研修後と研修2か月間(c-b)につい

ては, 有意な得点の上昇は観察されなかっ

た.質問3,6,7,8,11,12,13,14,15,16,19,2

0,22,24,25,28, および全体で有意な得点

の減少が観察された. これらの有意な質問

項目を再掲すると下記のようになる. 

Q3  所属（課・係）の保健事業に係る業務

全般を理解し、その効果的な実施に対

して責任をもつ 

Q6  組織の健康施策に係る事業全般を理解

し、その効果的な実施に対して責任を

もつ 

Q7  複雑な事例に対して、担当保健師等に

スーパーバイズする

Q8  地域の潜在的な健康課題を明確にし、

施策に応じた事業化する 

Q11 住民の健康課題等に基づく事業化、施

策化及び事業評価に基づく見直しをす

る 

Q12 保健医療福祉に係る国の動向や組織の

方針、施策の評価を踏まえ、組織の政

策ビジョンに係る提言をする 

Q13 所属内職員の能力・特性を把握し、資

質向上のための取組みを企画、実施、

評価する 

Q14 所属（課・係）内の業務内容と量を勘

案し、人材配置について上司に提案す

る 

Q15 専門職の人材育成計画を策定するため

の関係者が協働し、検討できる場を設

置・運営する 

Q16 関係課長等と連携し、保健師の業務範

囲等を踏まえ保健師必要数について人

事部門を含め組織内で提案する 

Q19 地域の健康課題を解決するための自組

織のビジョンを踏まえた施策を、各種

保健医療福祉計画策定時に提案する 

Q20 所属部署内外の関係者と共に事業評価

を行い、事業の見直しや新規事業の計

画を提案する 

Q22 施策立案時に、評価指標を適切に設定

する 

Q24 保健活動に係る情報管理上の不足の事

態が発生した際に、所属部署内でリー

ダーシップをとる 

Q25 保健活動の情報管理に係る規則の遵守

状況を評価し、マニュアル等の見直し

を提案する 

Q28 組織の人材育成方針に沿った、保健師

の人材育成計画を作成する 

(4) 研修前, 研修後, 研修2か月後の能力

点数(県ごと)(表4)

A,B,C,D,E県のすべてで(研修前後(b-a),

 研修前研修2か月後(c-a))間に有意な得点

の上昇が認められた.C県と全体で(研修後

研修2か月後(c-b))間に有意な得点の減少

が認められた. 

(5) 研修前, 研修後, 研修2か月後の能力

点数(職位ごと)(表5(1),表5(2))

分類1では, 専門職, 主任級,主査級,係

長級,主幹級, 課長級のすべてのカテゴリ

ーで, (研修前後(b-a), 研修前研修2か月

後(c-a))間に有意な得点の上昇が認められ

た.C県と全体で(研修後研修2か月後(c-b))

間に有意な得点の減少が認められた. 主査

級および全体で(研修後研修2か月後(c-b))

間に有意な得点の減少が認められた. 

分類2では, 課長級, 係員, 係長級, 専

門職のすべてのカテゴリーで, (研修前後

(b-a), 研修前研修2か月後(c-a))間に有意

な得点の上昇が認められた.係員および全

体で(研修後研修2か月後(c-b))間に有意な

得点の減少が認められた. 

(6) 研修前, 研修後, 研修2か月後の能力

点数(在職年数ごと)(表6) 

0－19年, 20-24年, 25－29年, 30年以上

のすべてのカテゴリーで, (研修前後(b-

a), 研修前研修2か月後(c-a))間に有意な

得点の上昇が認められた.20-24年, 30年以

上, および全体で(研修後研修2か月後(c-

b))間に有意な得点の減少が認められた. 

(7) 研修前, 研修後, 研修2か月後の時点
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間の能力点数の比較(県, 職位, 在職年数

で調整した解析)(表7(1)) 

①県別

A,B,C,D,E県のすべてで(研修前後(b-a),

 研修前研修2か月後(c-a))間に有意な得点

の上昇が認められた.C県で(研修後研修2か

月後(c-b))間に有意な得点の減少が認めら

れた. 

②職位(分類2)

課長級, 係員, 係長級, 専門職のすべて

のカテゴリーで, (研修前後(b-a), 研修前

研修2か月後(c-a))間に有意な得点の上昇

が認められた.係員で(研修後研修2か月後

(c-b))間に有意な得点の減少が認められ

た. 

②在職年数

0－19年, 20-24年, 25－29年, 30年以上

のすべてのカテゴリーで, (研修前後(b-

a), 研修前研修2か月後(c-a))間に有意な

得点の上昇が認められた.20-24年で(研修

後研修2か月後(c-b))間に有意な得点の減

少が認められた. 

(8) 県別比較, 職位別比較, 在職年数別比

較(県, 職位, 在職年数で調整した解析)

(表7(2))

①県別

研修前(a)で有意差のある県の組み合わ

せは, A-D(A>D),B-D(B>D),C-D(C>D),D-E(D

<E)の4か所であった. 

研修後(b)で有意差のある県の組み合わ

せは, A<B,A<C,A>D,B>D,B>E,C>D,C>Eの7か

所であった. 

研修2か月後(c)で有意差のある県の組み

合わせは,A>D,A>E,B>D,C>Dの4か所であっ

た. 

研修前後(b-a)間の差の値について, 有

意差のある県の組み合わせは,A<C,C>D,C>E

の3か所であった. 

研修後研修2か月後(c-b)間の差の値につ

いて,有意差のある県の組み合わせは,A>B,

A>C,A>D,C<D,C<Eの5か所であった.

研修前研修2か月後(c-a)間の差の値につ

いて,有意差のある県の組み合わせは,A>E

の1か所であった. 

②職位別

研修前(a)で有意差のある県の組み合わ

せは, 課長>係員, 課長>係長, 課長専門職

の3か所であった. 

研修後(b)で有意差のある県の組み合わ

せは, 課長>係員, 課長>係長の2か所であ

った. 

研修2か月後(c)で有意差のある県の組み

合わせは,課長>係員,課長>係長の2か所で

あった. 

研修前後(b-a)間の差の値について, 有

意差のある県の組み合わせは, 課長<係員

の1か所であった. 

研修後研修2か月後(c-b)間, 研修前研修

2か月後(c-a)間の差の値については, 有意

差のある県の組み合わせはなかった. 

③在職年数別

研修前(a), 研修後(b)で有意差のある県

の組み合わせはなかった. 

研修2か月後(c)で有意差のある県の組み

合わせは,20-24年<25-29年の1か所であっ

た. 

研修前後(b-a)間の差の値について, 有

意差のある県の組み合わせは, 課長<係員

の1か所であった. 

研修後研修2か月後(c-b)間の差の値につ

いて,有意差のある県の組み合わせはなか

った. 

研修前研修2か月後(c-a)間の差の値につ

いて,有意差のある県の組み合わせは20-24

年<25-29年, 25-29年>30年以上の2か所で

あった. 

(9)全国への汎用性について

表8 保健師活動領域調査(H30年度版)で

用いられる職位区分を用いると, 課長級

(部局長級, 次長級, 課長級, 課長補佐

級), 係長級(係長級),係員)の分布は15.

2%,22.5%,62.3%,表1(2)より, 課長級, 係

長級(係長級,主幹級),係員(主任級,主査

級)の分布は18.2%,43.6%,29.1%(この3種で

のみ考えると20.0%,48.0%,32.0%)となる.

(χ2検定p < 0.001).表5(1)の結果を基に全
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国値を推定すると表9になると考えられる. 

D 考察 

本調査により, 研修に関し, 研修前(a)6

7.89(SD 13.38),研修直後(b)80.09(13.7

2),研修2か月後(c)76.69(14.91), 研修前

後(b-a)間の差の値(b-a)12.16 (95%CI:10.

242～14.078), 研修後研修2か月後(c-b)間

-3.55(-5.618～-1.482), 研修前研修2か月

後(c-a)間8.43(6.670～10.190)との結果を

得た.研修後は17.9％(=12.16/67.89)有意

に上昇するが, 研修後から研修2か月後ま

でに4.43%(=-3.55/80.09)有意に得点は減

少する.しかし研修前と研修2か月までには

13.9％程度有意に得点は上昇していること

がわかった. これは研修内容について研修

直後はよく覚えているが, その後少し忘れ

てしまうという実感によく合致する.

 本調査によりこの傾向には一部地域差

(県間差), 職位差, 在職年数差があるが, 

ほぼ同様の結果であったことが明らかにな

った. 本調査ではD県は他の県に比べて測

定時点のすべてで得点が低かった. しかし

研修後あるいは研修2か月後の差について

は大きな差がなかった. 

 本調査の結果は, 職位や在職年数に基づ

く得点を用いることにより, 全国に敷衍で

きるものと考える. 

E 結論 

本調査により, 研修に関し, 研修前(a)6

7.89(SD 13.38),研修直後(b)80.09(13.7

2),研修2か月後(c)76.69(14.91), 研修前

後(b-a)間12.16 (95%CI:10.242～14.078),

 研修後研修2か月後(c-b)間-3.55(-5.618

～-1.482), 研修前研修2か月後(c-a)間8.4

3(6.670～10.190)との結果を得た.研修後

は17.9％(=12.16/67.89)有意に上昇する

が, 研修後から研修2か月後までに4.43%(=

-3.55/80.09)有意に得点は減少する.修前

と研修2か月までには13.9％程度有意に得

点は上昇していることが明らかになった.

 本調査の結果は, 職位や在職年数に基づ

く得点を用いることにより, 全国に敷衍で

きるものと考える. 

F.健康危険情報

本研究に関する健康兼情報は特に報告され

ていない. 
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3
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(a
)

9
5
%

C
I

[(
b

)-
(a

)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(b
)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(a
)]

(c
)-

(b
)

(c
)-

(a
)

70



表
4
研
修
前
, 
研
修
後
, 
研
修

2
か
月
後
の
能
力
点
数

(県
別
) 

有
意
差

 [
(b

)-
(a

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(b

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(a

)]

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

下
限

上
限

下
限

上
限

下
限

上
限

p
<

0
.0

5
p

<
0
.0

5
p

<
0
.0

5

A
1
5

6
9
.0

0
1
1
.5

1
1
4

7
6
.7

1
9
.1

5
1
6

8
1
.8

1
1
2
.4

3
1
4

8
.8

6
7
.4

1
1
4

4
.2

9
8
.9

7
1
5

1
2
.6

0
7
.8

8
4
.9

7
8

1
2
.7

4
2

-0
.4

0
9

8
.9

8
9

8
.6

1
2

1
6
.5

8
8

＊
＊

B
2
2

7
1
.5

0
1
0
.8

7
2
2

8
5
.5

0
1
1
.2

8
2
1

8
1
.3

8
1
5
.4

0
2
2

1
4
.0

0
1
1
.1

7
2
1

-4
.1

9
1
3
.4

6
2
1

1
0
.1

9
9
.0

4
9
.3
3
2
1
8
.6
6
8
-9
.9
4
7

1
.5
6
7

6
.3
2
4
1
4
.0
5
6

＊
＊

C
2
6

6
8
.6

9
1
4
.7

9
2
6

8
8
.5

0
1
2
.3

0
2
6

7
8
.1

2
1
4
.2

1
2
5

1
8
.6

8
9
.8

0
2
6

-1
0
.3

0
7
.9

7
2
5

7
.9

2
6
.4

5
1
4
.8
3
8
2
2
.5
2
2
-1
3
.3
6
4
-7
.2
3
6

5
.3
9
2
1
0
.4
4
8

＊
△

＊

D
2
2

6
0
.2

7
1
2
.9

8
2
3

6
9
.8

3
1
3
.5

8
2
3

6
7
.8

7
1
5
.1

6
2
2

9
.5

5
6
.7

9
2
3

-2
.1

3
9
.9

1
2
2

6
.7

7
1
0
.2

5
6
.7
1
3
1
2
.3
8
7
-6
.1
8
0

1
.9
2
0

2
.4
8
7
1
1
.0
5
3

＊
＊

E
2
1

7
0
.2

9
1
3
.6

9
2
1

7
7
.5

2
1
2
.1

8
2
1

7
6
.0

0
1
3
.5

3
2
1

7
.4

3
9
.3

4
2
1

-1
.3

3
8
.7

6
2
1

6
.0

5
1
1
.0

0
3
.4
3
5
1
1
.4
2
5
-5
.0
7
7

2
.4
1
7

1
.3
4
5
1
0
.7
5
5

＊
＊

計
1
0
6

6
7
.8

9
1
3
.3

8
1
0
6

8
0
.0

9
1
3
.7

2
1
0
7

7
6
.6

9
1
4
.9

1
1
0
4

1
2
.1

6
9
.9

8
1
0
5

-3
.5

5
1
0
.8

1
1
0
4

8
.4

3
9
.1

6
1
0
.2
4
2
1
4
.0
7
8
-5
.6
1
8
-1
.4
8
2

6
.6
7
0
1
0
.1
9
0

＊
△

＊

(b
)-

(a
)

(c
)-

(b
)

(c
)-

(a
)

9
5
%

C
I

[(
b

)-
(a

)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(b
)]

研
修
前
(a
)

研
修
直
後
(b
)

研
修
2
か
月
後
(c
)

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(a
)]

表
5(
1)
 研

修
前
, 
研
修
後
, 
研
修

2
か
月
後
の
能
力
点
数

(職
位
別
) 

有
意
差

 [
(b

)-
(a

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(b

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(a

)]

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

下
限

上
限

下
限

上
限

下
限

上
限

p
<

0
.0

5
p

<
0
.0

5
p

<
0
.0

5

欠
損

0
.

.
0

.
.

1
8
7

.
0

.
.

0
.

.
0

.
.

専
門
職

7
6
6
.1

4
1
8
.5

4
8

8
2
.7

5
1
6
.7

5
8

7
8
.6

3
1
7
.7

8
7

1
4
.5

7
1
1
.3

8
-4

.6
3

8
.6

7
7

9
.4

3
3
.3

1
6
.1
9
9
2
2
.9
4
1
-1
0
.6
3
8

1
.3
7
8

6
.9
7
8
1
1
.8
8
2

＊
＊

主
任
級

8
5
8

1
2
.3

3
8

7
3
.1

3
1
4
.3

8
8

6
8

1
4
.5

8
1
5
.1

3
8
.6

9
8

-5
.1

3
1
5
.7

4
8

1
0

1
0
.4

1
9
.1
0
8
2
1
.1
5
2
-1
6
.0
3
7

5
.7
7
7

2
.7
8
6
1
7
.2
1
4

＊
＊

主
査
級

2
4

6
5
.4

6
1
1
.4

4
2
2

8
3
.3

6
1
0
.1

4
2
3

7
6
.4

8
1
3
.6

9
2
2

1
7
.2

7
1
0
.7

2
2

-6
.8

2
1
1
.1

2
3

1
0
.2

6
9
.0

6
1
2
.7
9
9
2
1
.7
4
1
-1
1
.4
5
8
-2
.1
8
2

6
.5
5
7
1
3
.9
6
3

＊
△

＊

係
長
級

2
3

7
1
.7

1
0
.6

6
2
3

8
1
.4

3
1
3
.2

6
2
2

7
9
.9

1
1
4
.6

7
2
3

1
0
.4

3
1
0
.1

5
2
2

-1
.8

2
1
1

2
2

8
.7

7
8
.3

1
6
.2
8
2
1
4
.5
7
8
-6
.4
1
7

2
.7
7
7

5
.2
9
7
1
2
.2
4
3

＊
＊

主
幹
級

2
5

6
4
.1

6
1
2
.1

7
2
5

7
4
.5

2
1
4
.7

6
2
5

7
1
.1

2
1
5
.6

2
2
5

1
0
.5

6
7
.9

7
2
5

-3
.2

8
1
0
.6

4
2
5

7
.2

1
0
.5

7
.4
3
6
1
3
.6
8
4
-7
.4
5
1

0
.8
9
1

3
.0
8
4
1
1
.3
1
6

＊
＊

課
長
級

1
9

7
6
.0

5
1
4
.3

9
2
0

8
3
.6

5
1
3
.2

9
2
0

8
2
.5

5
1
2
.4

4
1
9

8
.3

2
9
.6

3
2
0

-1
.1

5
9
.1

8
1
9

6
.4

2
9
.7

1
3
.9
9
0
1
2
.6
5
0
-5
.1
7
3

2
.8
7
3

2
.0
5
4
1
0
.7
8
6

＊
＊

計
1
0
6

6
7
.8

9
1
3
.3

8
1
0
6

8
0
.0

9
1
3
.7

2
1
0
7

7
6
.6

9
1
4
.9

1
1
0
4

1
2
.1

6
9
.9

8
1
0
5

-3
.5

5
1
0
.8

1
1
0
4

8
.4

3
9
.1

6
1
0
.2
4
2
1
4
.0
7
8
-5
.6
1
8
-1
.4
8
2

6
.6
7
0
1
0
.1
9
0

＊
△

＊

研
修
前
(a
)

研
修
直
後
(b
)

研
修
2
か
月
後
(c
)

(b
)-

(a
)

(c
)-

(b
)

(c
)-

(a
)

9
5
%

C
I

[(
b

)-
(a

)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(b
)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(a
)]

表
5(
2)
 研

修
前
, 
研
修
後
, 
研
修

2
か
月
後
の
能
力
点
数

(職
位
別
) 

有
意
差

 [
(b

)-
(a

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(b

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(a

)]

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

下
限

上
限

下
限

上
限

下
限

上
限

p
<

0
.0

5
p

<
0
.0

5
p

<
0
.0

5

欠
損

0
.

.
0

.
.

1
8
7

.
0

.
.

0
.

.
0

.
.

課
長

1
9

7
6
.0

5
1
4
.3

9
2
0

8
3
.6

5
1
3
.2

9
2
0

8
2
.5

5
1
2
.4

4
1
9

8
.3

2
9
.6

3
2
0

-1
.1

5
9
.1

8
1
9

6
.4

2
9
.7

1
3
.9
9
0
1
2
.6
5
0
-5
.1
7
3

2
.8
7
3

2
.0
5
4
1
0
.7
8
6

＊
＊

係
員

3
2

6
3
.5

9
1
1
.9

3
3
0

8
0
.6

3
1
2
.0

6
3
1

7
4
.2

9
1
4
.1

7
3
0

1
6
.7

0
1
0
.1

1
3
0

-6
.3

7
1
2
.2

3
3
1

1
0
.1

9
9
.2

4
1
3
.0
8
2
2
0
.3
1
8
-1
0
.7
4
6
-1
.9
9
4

6
.9
3
7
1
3
.4
4
3

＊
△

＊

係
長

4
8

6
7
.7

7
1
1
.9

7
4
8

7
7
.8

3
1
4
.3

4
4
7

7
5
.2

3
1
5
.6

6
4
8

1
0
.5

0
8
.9

8
4
7

-2
.6

0
1
0
.7

2
4
7

7
.9

4
9
.4

7
7
.9
6
0
1
3
.0
4
0
-5
.6
6
5

0
.4
6
5

5
.2
3
3
1
0
.6
4
7

＊
＊

専
門

7
6
6
.1

4
1
8
.5

4
8

8
2
.7

5
1
6
.7

5
8

7
8
.6

3
1
7
.7

8
7

1
4
.5

7
1
1
.3

0
8

-4
.6

3
8
.6

7
7

9
.4

3
3
.3

1
6
.1
9
9
2
2
.9
4
1
-1
0
.6
3
8

1
.3
7
8

6
.9
7
8
1
1
.8
8
2

＊
＊

計
1
0
6

6
7
.8

9
1
3
.3

8
1
0
6

8
0
.0

9
1
3
.7

2
1
0
7

7
6
.6

9
1
4
.9

1
1
0
4

1
2
.1

6
9
.9

8
1
0
5

-3
.5

5
1
0
.8

1
1
0
4

8
.4

3
9
.1

6
1
0
.2
4
2
1
4
.0
7
8
-5
.6
1
8
-1
.4
8
2

6
.6
7
0
1
0
.1
9
0

＊
△

＊

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(b
)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(a
)]

9
5
%

C
I

[(
b

)-
(a

)]
(c

)-
(b

)
(c

)-
(a

)
(b

)-
(a

)
研
修
前
(a
)

研
修
直
後
(b
)

研
修
2
か
月
後
(c
)
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表
6
研
修
前
, 
研
修
後
, 
研
修

2
か
月
後
の
能
力
点
数

(在
職
年
数
別
) 

有
意
差

 [
(b

)-
(a

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(b

)]

有
意
差

 [
(c

)-
(a

)]

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

下
限

上
限

下
限

上
限

下
限

上
限

p
<

0
.0

5
p

<
0
.0

5
p

<
0
.0

5

0
-1

9
1
2

6
6
.0

8
1
6
.5

6
1
2

7
9
.0

8
1
5
.1

3
1
2

7
8
.0

0
1
6
.4

8
1
2

1
3
.0

0
9
.9

5
1
2

-1
.0

8
1
3
.4

8
1
2

1
1
.9

2
1
0
.1

8
7
.3
7
0
1
8
.6
3
0
-8
.7
0
7

6
.5
4
7

6
.1
6
0
1
7
.6
8
0

＊
＊

2
0
-2

4
4
1

6
4
.2

2
1
2
.8

8
3
9

7
5
.0

0
1
3
.7

3
3
9

7
0
.7

7
1
4
.0

6
3
9

1
0
.8

5
9
.7

6
3
8

-4
.3

7
1
0
.1

1
3
9

6
.5

4
7
.2

5
7
.7
8
7
1
3
.9
1
3
-7
.5
8
5
-1
.1
5
5

4
.2
6
5

8
.8
1
5

＊
△

＊

2
5
-2

9
3
0

6
8
.8

3
1
2
.0

1
3
0

8
3
.1

0
1
1
.6

2
3
0

8
1
.5

7
1
4
.6

8
3
0

1
4
.5

3
9
.8

4
3
0

-1
.5

7
1
0
.9

5
3
0

1
2
.9

7
8
.1

5
1
1
.0
0
9
1
8
.0
5
1
-5
.4
8
8

2
.3
4
8
1
0
.0
5
4
1
5
.8
8
6

＊
＊

3
0
-

2
3

7
4
.1

3
1
2
.5

4
2
5

8
4
.9

2
1
3
.3

8
2
5

7
9
.0

4
1
3
.6

4
2
3

1
0
.8

7
1
0
.5

7
2
5

-5
.8

8
1
0
.3

2
3

3
.9

1
1
0
.0

2
6
.5
5
0
1
5
.1
9
0
-9
.9
1
8
-1
.8
4
2
-0
.1
8
5

8
.0
0
5

＊
△

計
1
0
6

6
7
.8

9
1
3
.3

8
1
0
6

8
0
.0

9
1
3
.7

2
1
0
6

7
6
.5

9
1
4
.9

4
1
0
4

1
2
.1

6
9
.9

8
1
0
5

-3
.5

5
1
0
.8

1
1
0
4

8
.4

3
9
.1

6
1
0
.2
4
2
1
4
.0
7
8
-5
.6
1
8
-1
.4
8
2

6
.6
7
0
1
0
.1
9
0

＊
△

＊

研
修
前
(a
)

研
修
直
後
(b
)

研
修
2
か
月
後
(c
)

(b
)-

(a
)

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(b
)]

9
5
%

C
I

[(
c
)-

(a
)]

9
5
%

C
I

[(
b

)-
(a

)]
(c

)-
(b

)
(c

)-
(a

)

表
7(
1)
 研

修
前
, 
研
修
後

, 
研
修
2か

月
後
の
時
点
間
の
能
力
点
数
の
比
較

(県
, 
職
位
, 
在
職
年
数
で
調
整

) 

平
均
値

S
E

平
均
値

S
E

平
均
値

S
E

平
均
値

S
E

平
均
値

S
E

平
均
値

S
E

県
A

7
1
.4

1
3
.3

1
7
8
.9

4
3
.2

6
8
5
.2

4
3
.6

9
8
.9

5
2
.5

5
0
.0

0
1
＊

5
.3

1
2
.8

1
0
.0

6
2

1
3
.4

0
2
.3

5
<

.0
0
0
1
＊

県
B

7
4
.3

3
2
.9

6
8
7
.7

6
2
.8

2
8
3
.5

9
3
.3

3
1
3
.1

4
2
.2

2
<

.0
0
0
1
＊

-4
.1

1
2
.4

7
0
.1

0
0

8
.7

4
2
.1

3
<

.0
0
0
1
＊

県
C

6
9
.9

0
2
.6

2
8
9
.1

2
2
.5

0
8
0
.0

8
2
.9

1
1
8
.2

8
1
.9

9
<

.0
0
0
1
＊

-8
.9

8
2
.1

6
<

.0
0
0
1
△

8
.8

7
1
.8

8
<

.0
0
0
1
＊

県
D

6
0
.1

2
2
.8

9
7
0
.7

2
2
.7

1
6
9
.0

7
3
.1

5
1
0
.7

3
2
.1

7
<

.0
0
0
1
＊

-1
.8

8
2
.3

4
0
.4

2
4

7
.8

0
2
.0

5
0
.0

0
0
＊

県
E

6
8
.7

6
2
.9

8
7
7
.1

3
2
.8

6
7
5
.5

8
3
.3

3
8
.1

1
2
.2

4
0
.0

0
1
＊

-1
.3

9
2
.4

7
0
.5

7
6

6
.5

7
2
.1

1
0
.0

0
3
＊

職
位

課
長

7
8
.1

4
3
.0

2
8
6
.6

4
2
.8

7
8
6
.7

3
3
.3

4
8
.9

8
2
.2

7
0
.0

0
0
＊

0
.0

6
2
.4

8
0
.9

8
2

8
.5

8
2
.1

4
0
.0

0
0
＊

職
位

係
員

6
3
.6

9
2
.3

3
7
8
.8

2
2
.2

8
7
4
.1

3
2
.6

1
1
5
.0

5
1
.7

8
<

.0
0
0
1
＊

-4
.6

8
1
.9

7
0
.0

1
9
△

1
0
.0

3
1
.6

6
<

.0
0
0
1
＊

職
位

係
長

6
8
.3

2
1
.8

6
7
8
.5

9
1
.7

9
7
6
.5

5
2
.0

9
1
0
.7

9
1
.3

9
<

.0
0
0
1
＊

-2
.1

6
1
.5

5
0
.1

6
7

8
.5

8
1
.3

2
<

.0
0
0
1
＊

職
位

専
門

6
5
.4

7
4
.6

0
7
8
.8

9
4
.1

8
7
7
.4

4
4
.8

6
1
2
.5

5
3
.4

5
0
.0

0
1
＊

-2
.0

5
3
.6

1
0
.5

7
2

9
.1

0
3
.2

6
0
.0

0
6
＊

在
職
年
数

0
-1

9
6
8
.7

5
3
.6

4
8
1
.2

0
3
.5

0
8
0
.4

1
4
.0

7
1
2
.2

5
2
.7

3
<

.0
0
0
1
＊

-0
.7

4
3
.0

2
0
.8

0
8

1
1
.4

1
2
.5

8
<

.0
0
0
1
＊

在
職
年
数

2
0
-2

4
6
6
.1

9
2
.2

8
7
6
.9

1
2
.2

1
7
3
.2

9
2
.5

7
1
0
.5

6
1
.7

4
<

.0
0
0
1
＊

-3
.9

0
1
.9

3
0
.0

4
6
△

6
.3

9
1
.6

4
0
.0

0
0
＊

在
職
年
数

2
5
-2

9
6
8
.4

0
2
.4

6
8
2
.2

1
2
.3

6
8
2
.4

8
2
.7

4
1
4
.1

1
1
.8

5
<

.0
0
0
1
＊

-0
.0

1
2
.0

4
0
.9

9
5

1
3
.6

9
1
.7

5
<

.0
0
0
1
＊

在
職
年
数

3
0
-

7
2
.2

8
2
.8

8
8
2
.6

2
2
.6

3
7
8
.6

6
3
.0

5
1
0
.4

5
2
.1

6
<

.0
0
0
1
＊

-4
.1

9
2
.2

7
0
.0

6
8

4
.8

2
2
.0

4
0
.0

2
0
＊

研
修
前
-
研
修
2
か
月
後
(c
-
a間

)
研
修
前
(a
)

研
修
後
(b
)

研
修
2
か
月
後
(c
)

研
修
前
後
(b
-
a)

研
修
後
-
研
修
2
か
月
後
(c
-
b間

)

＊
: 
＋
方

向
で
p<
0.
05
, 
△
: 
－
方
向
で

p<
0.
05
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表
7(
2)
 県

別
比
較

, 
職
位
別
比
較
, 
在
職
年
数
別
比
較

(県
, 
職
位
, 
在
職
年
数
で
調
整

) 

推
定

値
標
準
誤
差

P
推

定
値

標
準
誤
差

P
推

定
値

標
準
誤
差

P
推

定
値

標
準
誤
差

P
推

定
値

標
準
誤
差

P
推

定
値

標
準
誤
差

P

県
A

B
-2

.9
1
3

4
.1

5
5

0
.4

8
5

-8
.8

2
4

4
.0

6
9

0
.0

3
3
△

1
.6

4
4

4
.7

0
0

0
.7

2
7

-4
.1

9
4

3
.1

7
0

0
.1

8
9

9
.4

1
9

3
.5

5
0

0
.0

0
9
＊

4
.6

5
4

2
.9

7
6

0
.1

2
1

県
A

C
1
.5

1
6

4
.0

5
1

0
.7

0
9

-1
0
.1

7
9

4
.0

0
9

0
.0

1
3
△

5
.1

5
8

4
.5

6
5

0
.2

6
1

-9
.3

2
8

3
.1

3
1

0
.0

0
4
△

1
4
.2

8
6

3
.4

6
1

<
.0

0
0
1
＊

4
.5

2
3

2
.8

9
8

0
.1

2
2

県
A

D
1
1
.2

9
9

4
.1

1
6

0
.0

0
7
＊

8
.2

2
2

4
.0

0
4

0
.0

4
3
＊

1
6
.1

6
9

4
.5

7
2

0
.0

0
1
＊

-1
.7

8
5

3
.1

4
1

0
.5

7
1

7
.1

8
9

3
.4

5
7

0
.0

4
0
＊

5
.6

0
2

2
.9

1
5

0
.0

5
8

県
A

E
2
.6

5
3

4
.3

0
2

0
.5

3
9

1
.8

1
0

4
.1

9
7

0
.6

6
7

9
.6

6
1

4
.8

1
3

0
.0

4
8
＊

0
.8

3
8

3
.2

7
2

0
.7

9
9

6
.6

9
7

3
.6

2
3

0
.0

6
8

6
.8

2
4

3
.0

5
1

0
.0

2
8
＊

県
B

C
4
.4

2
9

3
.7

3
8

0
.2

3
9

-1
.3

5
5

3
.6

1
7

0
.7

0
9

3
.5

1
4

4
.2

4
4

0
.4

1
0

-5
.1

3
4

2
.8

2
7

0
.0

7
3

4
.8

6
7

3
.1

5
3

0
.1

2
6

-0
.1

3
1

2
.6

9
6

0
.9

6
1

県
B

D
1
4
.2

1
2

3
.8

2
9

0
.0

0
0
＊

1
7
.0

4
6

3
.6

6
4

<
.0

0
0
1
＊

1
4
.5

2
6

4
.3

2
4

0
.0

0
1
＊

2
.4

0
9

2
.8

7
1

0
.4

0
4

-2
.2

3
0

3
.2

1
1

0
.4

8
9

0
.9

4
7

2
.7

5
4

0
.7

3
2

県
B

E
5
.5

6
6

3
.8

4
0

0
.1

5
1

1
0
.6

3
4

3
.6

8
8

0
.0

0
5
＊

8
.0

1
7

4
.3

3
2

0
.0

6
7

5
.0

3
2

2
.8

8
1

0
.0

8
4

-2
.7

2
2

3
.2

1
8

0
.4

0
0

2
.1

6
9

2
.7

5
0

0
.4

3
2

県
C

D
9
.7

8
3

3
.8

2
3

0
.0

1
2
＊

1
8
.4

0
1

3
.6

5
4

<
.0

0
0
1
＊

1
1
.0

1
1

4
.2

4
9

0
.0

1
1
＊

7
.5

4
3

2
.8

9
5

0
.0

1
1
＊

-7
.0

9
7

3
.1

5
6

0
.0

2
7
△

1
.0

7
8

2
.7

3
6

0
.6

9
4

県
C

E
1
.1

3
7

3
.6

9
5

0
.7

5
9

1
1
.9

9
0

3
.5

6
1

0
.0

0
1
＊

4
.5

0
3

4
.1

3
7

0
.2

7
9

1
0
.1

6
6

2
.7

8
4

0
.0

0
0
＊

-7
.5

9
0

3
.0

7
4

0
.0

1
5
△

2
.3

0
1

2
.6

2
9

0
.3

8
4

県
D

E
-8

.6
4
6

3
.9

3
4

0
.0

3
0
△

-6
.4

1
2

3
.7

3
1

0
.0

8
9

-6
.5

0
9

4
.3

3
7

0
.1

3
7

2
.6

2
3

2
.9

5
3

0
.3

7
7

-0
.4

9
2

3
.2

2
2

0
.8

7
9

1
.2

2
2

2
.7

9
0

0
.6

6
2

職
位

課
長

係
員

1
4
.4

4
9

3
.8

0
3

0
.0

0
0
＊

7
.8

2
2

3
.6

7
0

0
.0

3
6
＊

1
2
.6

0
0

4
.2

4
9

0
.0

0
4
＊

-6
.0

6
4

2
.8

7
0

0
.0

3
7
△

4
.7

3
8

3
.1

7
0

0
.1

3
8

-1
.4

5
0

2
.7

0
1

0
.5

9
3

職
位

課
長

係
長

9
.8

1
9

3
.4

4
4

0
.0

0
5
＊

8
.0

4
7

3
.2

8
9

0
.0

1
6
＊

1
0
.1

7
9

3
.8

2
4

0
.0

0
9
＊

-1
.8

0
8

2
.5

8
2

0
.4

8
6

2
.2

1
6

2
.8

4
0

0
.4

3
7

0
.0

0
0

2
.4

4
1

1
.0

0
0

職
位

課
長

専
門

1
2
.6

6
6

5
.5

3
8

0
.0

2
4
＊

7
.7

4
8

5
.0

7
4

0
.1

3
0

9
.2

8
7

5
.8

9
6

0
.1

1
9

-3
.5

6
7

4
.1

5
3

0
.3

9
3

2
.1

0
8

4
.3

7
9

0
.6

3
1

-0
.5

1
9

3
.9

2
2

0
.8

9
5

職
位

係
員

係
長

-4
.6

3
0

2
.8

7
7

0
.1

1
1

0
.2

2
5

2
.8

0
3

0
.9

3
6

-2
.4

2
1

3
.2

4
4

0
.4

5
7

4
.2

5
6

2
.1

8
4

0
.0

5
4

-2
.5

2
2

2
.4

2
9

0
.3

0
2

1
.4

5
0

2
.0

5
5

0
.4

8
2

職
位

係
員

専
門

-1
.7

8
4

5
.1

1
9

0
.7

2
8

-0
.0

7
5

4
.7

1
4

0
.9

8
7

-3
.3

1
3

5
.4

7
2

0
.5

4
6

2
.4

9
8

3
.8

5
1

0
.5

1
8

-2
.6

3
0

4
.0

7
0

0
.5

2
0

0
.9

3
1

3
.6

3
3

0
.7

9
8

職
位

係
長

専
門

2
.8

4
7

5
.0

0
6

0
.5

7
1

-0
.2

9
9

4
.5

9
5

0
.9

4
8

-0
.8

9
2

5
.3

4
0

0
.8

6
8

-1
.7

5
8

3
.7

5
3

0
.6

4
1

-0
.1

0
8

3
.9

6
7

0
.9

7
8

-0
.5

1
9

3
.5

4
6

0
.8

8
4

在
職
年
数

0
-1

9
2
0
-2

4
2
.5

5
7

4
.0

3
9

0
.5

2
8

4
.2

9
4

3
.9

0
4

0
.2

7
4

7
.1

2
6

4
.5

3
6

0
.1

2
0

1
.6

9
2

3
.0

4
6

0
.5

8
0

3
.1

5
8

3
.3

8
2

0
.3

5
3

5
.0

1
4

2
.8

7
7

0
.0

8
5

在
職
年
数

0
-1

9
2
5
-2

9
0
.3

5
0

4
.2

7
5

0
.9

3
5

-1
.0

1
1

4
.1

1
5

0
.8

0
6

-2
.0

7
2

4
.7

7
9

0
.6

6
6

-1
.8

5
4

3
.2

0
7

0
.5

6
5

-0
.7

2
4

3
.5

5
2

0
.8

3
9

-2
.2

8
6

3
.0

2
8

0
.4

5
2

在
職
年
数

0
-1

9
3
0
-

-3
.5

3
4

4
.6

8
6

0
.4

5
3

-1
.4

2
3

4
.4

4
6

0
.7

5
0

1
.7

5
3

5
.1

6
3

0
.7

3
5

1
.8

0
5

3
.5

1
8

0
.6

0
9

3
.4

4
9

3
.8

3
8

0
.3

7
1

6
.5

8
8

3
.3

2
1

0
.0

5
0

在
職
年
数

2
0
-2

4
2
5
-2

9
-2

.2
0
7

3
.0

4
6

0
.4

7
0

-5
.3

0
5

2
.9

5
3

0
.0

7
6

-9
.1

9
8

3
.4

5
6

0
.0

0
9
△

-3
.5

4
6

2
.3

0
2

0
.1

2
7

-3
.8

8
2

2
.5

7
3

0
.1

3
5

-7
.3

0
1

2
.1

9
0

0
.0

0
1
△

在
職
年
数

2
0
-2

4
3
0
-

-6
.0

9
1

3
.5

1
5

0
.0

8
6

-5
.7

1
7

3
.3

3
4

0
.0

9
0

-5
.3

7
2

3
.8

8
3

0
.1

7
0

0
.1

1
3

2
.6

5
8

0
.9

6
6

0
.2

9
2

2
.8

8
7

0
.9

2
0

1
.5

7
4

2
.5

1
6

0
.5

3
3

在
職
年
数

2
5
-2

9
3
0
-

-3
.8

8
4

3
.5

5
2

0
.2

7
7

-0
.4

1
2

3
.3

5
6

0
.9

0
3

3
.8

2
6

3
.9

0
3

0
.3

3
0

3
.6

5
9

2
.6

6
4

0
.1

7
3

4
.1

7
3

2
.8

9
9

0
.1

5
3

8
.8

7
5

2
.5

1
8

0
.0

0
1
＊

研
修
前
-
研
修
2
か
月
後
(c
-
a間

)
比
較

研
修
前
(a
)

研
修
後
(b
)

研
修
2
か
月
後
(c
)

研
修
前
後
(b
-
a)

研
修
後
-
研
修
2
か
月
後
(c
-
b間

)
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表
8 
保
健
師
活
動
領
域
調
査
(H
30
年
度
版
) 

合
　
計

部 局 長 級

次 長 級

課 長 級

課 長 補 佐 級

係 長 級

係 員

3
5
,0

8
8

  
 

9
8

  
  

  
  

 
1
0
8

  
  

  
 

1
,5

7
7

  
  

 
3
,5

7
5

  
  

 
7
,8

8
2

  
  

 
2
1
,8

4
8

  
 

1
0
0
.0

%
0
.3

%
0
.3

%
4
.5

%
1
0
.2

%
2
2
.5

%
6
2
.3

%

表
1
8(
1)
全
国
の
職
位
別
常
勤
保
健
師
数
(改

変
) 

表
9 
研
修
前
, 
研
修
後
, 
研
修
2
か
月
後
の
全
国
推
定
値
 

本
調
査

全
国
値

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

N
平
均
点

標
準
偏
差

欠
損

.
.

0
.

.
0

.
.

1
8
7

.
0

.
.

0
.

.
0

.
.

課
長

2
0
.0

0
1
5
.2

1
9

7
6
.0

5
1
4
.3

9
2
0

8
3
.6

5
1
3
.2

9
2
0

8
2
.5

5
1
2
.4

4
1
9

8
.3

2
9
.6

3
2
0

-1
.1

5
9
.1

8
1
9

6
.4

2
9
.7

1

係
員

3
2
.0

0
6
2
.3

3
2

6
3
.5
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平成29～30年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担報告書  

分担研究課題：研修のアウトカム評価尺度の開発 

研究分担者 横山 徹爾 (国立保健医療科学院生涯健康研究部) 

研究要旨 

平成29年度にモデル自治体で実施した市町村保健師管理者能力育成研修における、研

修前後の評価用アンケートの結果を用いて、研修のアウトカム評価尺度の分析方法につ

いて検討した結果を踏まえて、平成30年度に実施した「市町村保健師管理者能力育成研

修プログラム(H30年度版)」の受講者に対する、研修前アンケート、研修後アンケー

ト、研修2ヶ月後調査の結果を用いて、一般目標（GIO）、到達目標（SBOs）、28個の到

達項目、およびキャリアラダーとの関係について分析し、アウトカム評価尺度としての

妥当性を構成概念の観点から検討した。受講者はA県16人、B県23人、C県27人、D県23

人、E県21人の計110人である. 

SBOsの研修前後での改善は、GIOの改善と中等度の相関を示した。28個の到達項目の

因子分析によって6つの因子が抽出され、キャリアラダーのうち、「所属部署内リーダ

ーシップ」、「PDCAサイクルに基づく事業推進」、「施策提案」、「人材育成・人事管

理」、「組織内外の連携」、「健康課題の明確化」の構成概念を反映していると考えら

れた。アウトカム評価尺度として、各因子の因子負荷量が大きい到達項目の得点の単純

合計または重み付け合計等を用いることが可能と思われる。ただし、これらの因子得点

や到達目標の研修前後の改善とGIO、SBOsの研修前後の改善との相関があるものは、一

部だけであった。 

Ａ．研究目的 

研修を企画するに際には、研修修了時に

期待される成果を「一般目標（GIO: General 

Instructive Objective）」として設定し、GIO

を達成したことを示すために、研修者は何

ができるようになるのか、あるいはどのよ

うなことをできるにようになればよいかに

ついて、具体的、各論的に観察可能な行動と

して 3～5 個程度の「到達目標（SBOs: 

Specific Behavioral Objectives）」を設定す

る。研修の評価にあたっては、プロセス、ス

トラクチャー、アウトプット、アウトカムの

観点から評価を行うことが多いが、GIO と

SBOs の到達度はアウトカム評価の指標と

しても用いることができる。 

本年度、モデル自治体で実施した「市町村

保健師管理者能力育成研修プログラム(H30

年度版)」に基づく研修では、「自治体保健師

の標準的なキャリアラダー」（以下、キャリ

アラダー）に基づいて、表１に示した GIO

と 3 つの SBOs を設定しており、これらを

アウトカム評価の指標とすることが考えら

れる。 

一方、より具体的な 28 個の到達項目につ
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いても、GIO、SBOs とともに研修前後のア

ンケートにおいて「できる」～「できない」

の４段階で受講生に記入してもらっており、

これらの指標の多くは、研修前後で有意な

改善がみられている（高橋の分担研究報告

書参照）。 

本分担研究では、これら 28 個の到達項目

と 3 つの SBOs、およびキャリアラダーと

の関係について分析し、評価尺度としての

妥当性を構成概念の観点から検討すること

を目的とする。 

Ｂ．方法 

平成 29 年度にモデル自治体で実施した

市町村保健師管理者能力育成研修受講生

57 名の研修前後の評価用アンケートの結

果を用いて、研修のアウトカム評価尺度の

分析方法について検討した。 

その検討結果を踏まえて平成 30 年度に

モデル自治体で実施した「市町村保健師管

理者能力育成研修プログラム(H30年度版)」

に基づく研修参加者の中で、 本研究に同意

し、研修前後の評価用アンケートに回答し

た 110 名（A 県 16 人、B 県 23 人、C 県 27

人、D 県 23 人、E 県 21 人）のうち、GIO、

SBOs、到達項目に未記入がない 98 名、お

よび 2 か月後の調査に回答した 92 名の分

析を行った。 

各項目への回答は「できる=4」～「でき

ない=1」の４段階で点数化し、研修前後で

の各指標の変化の相関を Spearman の順位

相関係数で示した。また、28 個の到達項目

の構成概念を探索的に抽出し、キャリアラ

ダーと比較するために因子分析を行った。 

Ｃ．結果 

GIO の改善は SBOs の改善によって達成

されるものであるから、まず、研修前後での

GIO の変化と SBOs の変化との相関を

Spearman の順位相関係数で確認した（表

２）。SBOs の平均値は全て研修前後で改善

していた。研修前、研修後、２ヶ月後ともに

ほとんどの SBOs は GIO と有意に相関し

ており、特に、研修前と研修２ヶ月後での相

関が強く、研修後は SBO3 との相関が弱か

った。 

GIO の改善との相関は、強い順に SBO-

2, -1, -3 であった。 

 SBOs の改善は、28 到達項目の改善によ

って達成されるはずであるから、研修前後

での到達項目の変化と SBOs の変化との相

関を同様に調べた（表３）。SBOs の変化と

明らかな相関が示された到達項目は限定的

であった（太字箇所）。GIO、SBOs と到達

項目との相関は、研修前、研修後よりも、2

ヶ月後で強かった。 

 28 到達項目の個々に着目していても、キ

ャリアラダーとの関係を把握しにくいため、

GIO、SBOs との相関が強かった 2 ヶ月後

の 28 到達項目について因子分析を行った

ところ、因子の分散が急減する前の因子数

として 6 因子が抽出された（表４左側）。キ

ャリアラダーの構成に照らし合わせて概念

を検討したところ、これら 6 因子は「所属

部署内リーダーシップ」、「PDCA サイクル

に基づく事業推進」、「施策提案」、「人材育

表１．市町村管理者研修のGIOとSBOs

一般目標（GIO: General Instructive Objective）

市町村の管理的立場の保健師が、効果的な保
健活動を組織的に展開するための求められる能
力や果たすべき役割を理解し、地域住民の健康
の保持・増進に貢献する資質の向上を図る。

到達目標（SBOs: Specific Behavioral Objectives）

1 我が国における地域保健の動向と、今後の課題に
ついて説明できる。

2 市町村保健師管理者として、自組織及び保健活動
ビジョンを踏まえて事業・施策をマネジメントするため
の具体的方法を述べることができる。

3 施策展開に必要な人材育成・人事管理を含むマネ
ジメントのあり方について説明できる。
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成・人事管理」、「組織内外の連携」、「健康課

題の明確化」に該当すると考えられた。一

方、研修の前後での 28 到達項目の変化（後

の値－前の値）についても同様に因子分析

を行った（表４右側）。研修前のアンケート

から抽出された 6 因子のうち、「組織内外の

連携」以外の構成概念に対応していると考

えられた。 

 研修前におけるこれら 6 因子の因子得点

と、GIO、SBOsとの相関関係を表５に示す。

「組織内外の連携」を除いて、GIO および

関連する SBOs との有意な相関があった。

研修前後の変化でみると、相関があるもの

は限定的であった。 

Ｄ．考察 

SBOs は、研修前後の値および前後での

改善について、GIO と中等度の相関を示し

ており、SBOs の改善によって GIO の改善

を達成するという観点からは妥当なものと

考えられた（表２）。 

28 個の到達項目は、キャリアラダーのう

ち、「所属部署内リーダーシップ」、「PDCA

サイクルに基づく事業推進」、「施策提案」、

「人材育成・人事管理」、「組織内外の連携」、

「健康課題の明確化」の構成概念を反映し

ていると考えられた。研修のアウトカム評

価尺度としては、各因子の因子負荷量が大

きい到達項目の得点の単純合計または重み

付け合計等を用いることが可能であろう。

しかし、これら 6 因子の因子得点は、研修

前の値では GIO、SBOs と相関がみられた

が、前後での改善についてみると、GIO、

SBOsとの相関はあまり認められなかった。

前後変化の小さい個別の到達項目や因子得

点は、GIS、SBOs との相関が小さくなりや

すいという統計学的な性質があるため、前

後変化に着目すると相関が見いだしにくか

ったのかもしれない。 

Ｅ．結論 

「市町村保健師管理者能力育成研修プロ

グラム(H30年度版)」の受講者の評価アン

ケートの結果、SBOsの研修前後での改善

は、GIOの改善と中等度の相関を示した。

28個の到達項目の因子分析によって6つの

因子が抽出され、キャリアラダーのうち、

「所属部署内リーダーシップ」、「PDCAサ

イクルに基づく事業推進」、「施策提

案」、「人材育成・人事管理」、「組織内

外の連携」、「健康課題の明確化」の構成

概念を反映していると考えられた。アウト

カム評価尺度として、各因子の因子負荷量

が大きい到達項目の得点の単純合計または

重み付け合計等を用いることが可能かもし

れない。 

Ｆ．健康危機情報 

なし。 

Ｇ．研究発表 

なし。 

Ｈ． 知的財産権の出願・登録状況 

なし。 

77



表２．GIOとSBOsとのSpearman順位相関（n=98：研修前後のGIOとSBOsが全て揃っている者）

研修前 研修後 後－前 2ヶ月後
n=97

2ヶ月後
－前

研修前 研修後 後－前 2ヶ月後
n=96

2ヶ月後
－前

SBO1 平均 2.12 2.82 0.69 2.66 0.54 相関係数 0.58 0.39 0.42 0.54 0.29

標準偏差 0.60 0.50 0.60 0.59 0.58 P値 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.004

SBO2 平均 1.82 2.65 0.84 2.38 0.57 相関係数 0.71 0.57 0.58 0.62 0.31

標準偏差 0.65 0.58 0.67 0.62 0.71 P値 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.002

SBO3 平均 1.66 3.49 1.83 2.31 0.65 相関係数 0.63 0.18 0.33 0.62 0.23

標準偏差 0.62 0.54 0.77 0.62 0.63 P値 <.0001 0.077 0.001 <.0001 0.022

全体R2(自由度調整) 0.53 0.31 0.36 0.48 0.10

※GIO: 市町村の管理的立場の保健師が、効果的な保健活動を組織的に展開するための求められる能力や果たすべき役割を理解し、地域住民の健康の保持・増進に貢献する資質の向上を図る。

我が国における地域保健の動向と、今後の課題に
ついて説明できる。

市町村保健師管理者として、自組織及び保健活動
ビジョンを踏まえて事業・施策をマネジメントするた
めの具体的方法を述べることができる。

施策展開に必要な人材育成・人事管理を含むマネ
ジメントのあり方について説明できる。

GIOとのSpearman順位相関係数SBOs（1-4点）
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踏
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め
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求
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れ
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民
の

健
康

の
保

持
・
増

進
に

貢
献

す
る

資
質

の
向

上
を

図
る

。

S
B

O
1
と

の
相

関
係

数
(太

字
p<

0
.0

5
)

S
B

O
2
と

の
相

関
係

数
(太

字
p<

0
.0

5
)

S
B

O
3
と

の
相

関
係

数
(太

字
p<

0
.0

5
)

我
が

国
に

お
け

る
地

域
保

健
の

動
向

と
、

今
後

の
課

題
に

つ
い

て
説

明
で

き
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で
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る
。
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表４．因子分析により、研修前・研修後の到達目標から抽出された因子

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子 第3因子 第1因子 第2因子 第4因子 第5因子 第6因子

所属部署
内リー
ダーシッ
プ

PDCAサイ
クルに基
づく事業
推進

施策提案 人材育
成・人事
管理

組織内外
の連携

健康課題
の明確化

所属部署
内リー
ダーシッ
プ

PDCAサイ
クルに基
づく事業
推進

施策提案 人材育
成・人事
管理

個別事業
計画

健康課題
の明確化

1 所属係内で，チームのリーダーシップをとって保健活動を推進
する

0.72 0.21 0.26 0.26 0.17 0.02 0.49 0.24 0.12 0.06 0.05 0.28

2 自組織を超えたプロジェクトで主体的に発言できる 0.20 0.26 0.33 0.08 0.64 0.01 0.27 0.08 0.13 0.53 0.08 0.09

3 所属（課・係）の保健事業に係る業務全般を理解し，その効果
的な実施に対して責任をもつ

0.75 0.08 0.36 0.06 0.33 0.11 0.82 0.14 0.05 -0.10 0.07 -0.09

4 所属（課，係）の保健事業全般に関して，指導的な役割を担う 0.84 0.11 0.14 0.10 0.24 0.13 0.58 0.05 0.32 0.20 0.01 0.03

5 自組織を超えた関係者との連携・調整を行う 0.23 0.10 0.05 0.14 0.79 0.00 0.72 -0.04 -0.12 0.15 0.09 0.14

6 組織の健康施策に係る事業全般を理解し，その効果的な実施
に対して責任をもつ

0.49 -0.02 0.49 0.46 0.19 0.12 0.62 0.06 0.12 0.22 0.06 -0.04

7 複雑な事例に対して，担当保健師等にスーパーバイズするこ
とができる

0.64 0.35 0.13 0.12 0.11 0.17 0.14 0.06 0.20 0.12 0.64 0.03

8 地域の潜在的な健康課題を明確にし，施策に応じた事業化が
できる

0.29 0.11 0.48 0.04 0.05 0.55 0.18 0.14 0.26 0.13 0.28 0.71

9 組織横断的な連携を図りながら，複雑かつ緊急性の高い地域
の健康課題に対して迅速に対応する

0.12 0.26 0.18 0.28 0.17 0.61 0.15 0.25 0.01 0.40 -0.45 0.33

10 健康課題解決のための施策を提案する 0.19 0.19 0.83 0.02 0.14 0.13 0.20 0.11 0.71 -0.01 0.28 0.07

11 住民の健康課題等に基づく事業化，施策化及び事業評価に基
づく見直しができる

0.23 0.24 0.69 0.11 0.14 0.31 0.03 0.34 0.70 0.14 0.09 0.25

12 保健医療福祉に係る国の動向や組織の方針，施策の評価を
踏まえ，組織の政策ビジョンに係る提言ができる

0.03 0.25 0.59 0.46 0.19 0.18 0.06 0.15 0.66 0.19 -0.05 -0.03

13 所属内職員の能力・特性を把握し，資質向上のための取組み
を企画，実施，評価できる

0.48 0.50 0.11 0.20 0.24 0.18 -0.02 0.47 0.12 0.46 0.16 0.25

14 所属（課，係）内の業務内容と量を勘案し，人材配置について
上司に提案できる

0.63 0.22 -0.07 0.30 0.19 0.32 0.12 0.43 -0.05 0.29 0.18 0.20

15 専門職の人材育成計画を策定するための関係者が協働し，検
討できる場を設置・運営できる

0.09 0.31 0.05 0.75 0.23 0.22 0.04 0.17 -0.02 0.69 0.07 0.14

16 関係課長等と連携し，保健師の業務範囲等を踏まえ保健師必
要数について人事部門を含め組織内で提案できる

0.32 -0.03 0.00 0.76 0.07 0.15 0.08 -0.14 0.17 0.67 0.16 -0.11

17 保健医療福祉計画に基づいた事業計画を立案できる 0.28 0.13 0.28 0.08 0.48 0.36 0.27 0.04 0.06 0.16 0.65 0.02

18 立案した事業や予算の必要性について上司や予算担当者に
説明できる

0.25 0.23 0.47 0.10 0.45 0.35 0.41 0.38 0.33 0.00 0.34 -0.13

19 地域の健康課題を解決するための自組織のビジョンを踏まえ
た施策を，各種保健医療福祉計画策定時に提案できる

0.19 0.15 0.38 0.42 0.08 0.53 0.12 0.33 0.34 0.43 0.13 -0.41

20 所属部署内外の関係者と共に事業評価を行い，事業の見直し
や新規事業の計画を提案できる

0.18 0.14 0.04 0.39 0.54 0.42 0.19 0.41 0.16 0.49 0.19 -0.11

21 地域診断などにより，根拠に基づいた保健事業を計画できる 0.52 0.31 0.24 0.15 -0.16 0.47 0.27 0.60 -0.01 -0.16 -0.07 0.14

22 施策立案時に，評価指標を適切に設定できる 0.12 0.60 0.41 -0.12 0.24 0.22 -0.01 0.55 0.21 0.13 0.29 0.19

23 評価に基づき保健活動の効果を検証し，施策の見直しについ
て提案できる

0.16 0.56 0.36 0.01 0.16 0.45 0.04 0.70 0.21 0.15 0.00 -0.01

24 保健活動に係る情報管理上の不足の事態が発生した際に，
所属部署内でリーダーシップをとることができる

0.40 0.59 0.09 0.16 0.31 0.18 0.32 0.60 0.29 0.20 -0.06 0.02

25 保健活動の情報管理に係る規則の遵守状況を評価し，マニュ
アル等の見直しを提案できる

0.13 0.70 0.02 0.24 0.20 0.07 0.11 0.65 0.01 0.19 0.20 -0.31

26 根拠に基づき，質の高い保健事業を提案し，その効果を検証
できる

0.26 0.66 0.32 0.08 -0.07 0.30 -0.03 0.68 0.23 -0.04 0.09 0.08

27 保健師の研修事業を企画し，実施・評価できる 0.27 0.44 0.38 0.50 0.07 0.02 -0.01 0.32 0.04 0.29 0.50 0.34

28 組織の人材育成方針に沿った，保健師の人材育成計画を作
成できる

0.11 0.62 0.26 0.56 0.06 -0.01 -0.15 0.38 -0.09 0.16 0.57 0.21

値は因子負荷量、0.5以上を太字で示した。Varimax回転し、研修前の分析で因子の分散が約２以上の因子数=6とした。

No. 到達項目の項目

研修前後の変化（後－前）から抽出された因子研修前のアンケートから抽出された因子
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表５．研修前のGIO, SBOsと因子得点とのSpearman順位相関（n=98：前後のGIO、SBOs、到達項目が全て揃っている者）

GIO SBO1 SBO2 SBO3

因子 相関係数 P値 相関係数 P値 相関係数 P値 相関係数 P値

所属部署内リーダーシップ 0.28 0.005 0.21 0.035 0.42 <.0001 0.28 0.005

PDCAサイクルに基づく事業推進 0.23 0.020 0.27 0.008 0.20 0.044 0.21 0.039

施策提案 0.24 0.017 0.27 0.006 0.13 0.188 0.20 0.051

人材育成・人事管理 0.33 0.001 0.02 0.812 0.29 0.003 0.24 0.019

組織内外の連携 0.01 0.939 -0.11 0.289 -0.17 0.092 -0.14 0.155

健康課題の明確化 0.29 0.004 0.21 0.043 0.23 0.020 0.30 0.003

全体R2(自由度調整) 0.30 <.0001 0.17 0.001 0.30 <.0001 0.23 <.0001

所属部署内リーダーシップ -0.01 0.959 0.07 0.509 -0.16 0.112 0.05 0.603

PDCAサイクルに基づく事業推進 0.04 0.668 -0.03 0.796 -0.04 0.727 0.14 0.163

施策提案 0.21 0.034 0.03 0.754 0.08 0.445 0.06 0.581

人材育成・人事管理 0.14 0.183 0.27 0.007 0.11 0.267 0.09 0.363

個別事業計画 0.17 0.094 -0.01 0.934 0.08 0.448 0.03 0.739

健康課題の明確化 0.08 0.424 0.18 0.083 0.09 0.397 -0.25 0.014

全体R2(自由度調整) 0.04 0.130 0.05 0.090 0.00 0.402 0.04 0.101

市町村の管理的立場の保健師
が、効果的な保健活動を組織的に
展開するための求められる能力や
果たすべき役割を理解し、地域住
民の健康の保持・増進に貢献する
資質の向上を図る。

我が国における地域保健の動向
と、今後の課題について説明でき
る。

市町村保健師管理者として、自組
織及び保健活動ビジョンを踏まえ
て事業・施策をマネジメントするた
めの具体的方法を述べることがで
きる。

施策展開に必要な人材育成・人事
管理を含むマネジメントのあり方に
ついて説明できる。
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Ａ．研究目的 

研修の評価には、「ストラクチャー評価」

「プロセス評価」「アウトプット評価」「ア

ウトカム評価」が含まれ、本ガイドラインで

は、それぞれ、研修実施体制の評価、準備過

程の評価、研修会参加状況や研修会後の評

価、受講者の満足度や能力変化等の評価を

想定している。この中でも、受講者の満足度

や能力変化等のアウトカム評価による研修

評価は、対象となる市町村保健師が抱える

課題解決に貢献できる研修であったかどう

かを評価し、次の研修の課題や改善点を明

らかにする点で重要である。 

通常、研修を企画する担当者自身が集め

たデータの集計・分析作業を進める場合、人

員不足による時間的制約やスキルの問題で 

評価が容易でないことが多い。また、業者委

託する場合は、そのための予算獲得が必要

である。本ガイドラインが全国の都道府県

で幅広く活用されることを前提として開発

されたものであることから、実施した研修

を評価するための簡便な分析ツール開発が

必要であるとの結論に至った。 

本分担研究では、研修を実施する研修担

当者自身でアウトカム評価が行えるための

ツールを開発することを目的としている。

開発にあたっては、研修全体を俯瞰できる

こと、研修開催者、参加者だれが見ても分か

る形で、効果を共有できることを重要視し

た。 

研究要旨 

 本分担研究では、「獲得すべき能力の到達項目（28 項目）」を用い、研修を実施する都道

府県の研修担当者自身でアウトカム評価が行えるためのツール開発を行った。本分担研究

で開発した評価ツールを用いることで、研修参加者の保健師能力の分布と、研修前・後・

2～3 カ月後のフォローアップ時の保健師能力の変化を把握でき、研修効果の共有と活用

を促すものと考えられる。この分析ツールは市町村保健師管理者能力育成研修ガイドライ

ンに CD-R の形で添付し全国の都道府県及び関係者へ配布した。
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Ｂ．研究方法および研究結果 

本研究で開発したガイドラインでは、研修

前・後・2～3カ月後のフォローアップ時の

保健師能力を把握できるよう、各時期で「獲

得すべき能力の到達項目（28項目）」の聴

取を行う設計としている。この「獲得すべき

能力の到達項目（28項目）」の回答結果を

用いて、研修評価のための分析ツール開発

を行った。本分析ツールでは、「獲得すべき

能力の到達項目（28項目）」の合計点の分

布と、各項目ごとの平均点の変化を用いて

研修参加者の保健師能力の現状把握と研修

による変化を把握するよう設計した。以下、

それぞれの評価指標と、分析ツールの使用

方法について説明する。 

1．分析ツールで使用する評価指標

1) 「獲得すべき能力の到達項目（28項目）」

の合計点を用いた評価

「獲得すべき能力の到達項目（28項目）」

の各項目への回答は「できる=4」～「でき

ない=1」の４段階で点数化し、研修前・後・

フォローアップ時の各合計点（28～112点）

を用いて、度数分布表とヒストグラムを作

成した。度数分布表とヒストグラムのデー

タ区間は、分布を俯瞰し、変化を把握しやす

くするため、4点刻みで表示することとした。

本出力結果から、「獲得すべき能力の到達項

目（28項目）」の合計得点が低い人から高

い人まで各得点で何人ずついるか、人数の

分布を確認することが可能である。研修前・

後・2～3カ月後のフォローアップ時のデー

タを取り込むことで、研修により分布がど

う動いたかを視覚的に確認できるようにし

た。本出力結果の解釈を促す目的で、分析ツ

ール内に活用イメージの添付を行った 

（図1）。 

2) 「獲得すべき能力の到達項目（28項目）」

各項目ごとの平均点の評価

「獲得すべき能力の到達項目（28項目）」

の各項目への回答は同じく「できる=4」～

「できない=1」の４段階で点数化し、研修

前・後・フォローアップ時の各項目ごとの平

均得点（1~4点）を用いて、表と棒グラフを

作成した。各項目ごとの変化を確認できる

ことから、研修による変化（研修の効果）や、

強化すべき項目を視覚的に確認できるよう

にした。なお、表では合計点の平均ととも

に、各項目4点満点獲得の場合（合計得点1

12点）および各項目平均3点（「まあできる」）

獲得の場合（合計得点84点）に対する合計

点平均の達成割合を確認できるようにした。

本出力結果の解釈を促す目的で、活用イメ

ージの添付を行った（図2）。 

2．分析ツールの使用方法 

本分析ツールは、研修前・後・フォローアッ

プ時に測定した参加者の「獲得すべき能力

の到達項目（28項目）」データを、所定の

エクセルシートに貼り付けることで、結果

が表示されるようになっている。そのため、

本分析ツールを活用する前に、研修前・後・

フォローアップ時の「獲得すべき能力の到

達項目（28項目）」を入力しておく必要が

ある。なお、本分析ツールを使用する際、未

回答項目に代入値を挿入したり、未回答項

目が多い者を削除したりする加工を行うた

め、入力済エクセルファイルは元データと

して保管し、分析ツールとは別に管理する

のが望ましい。 
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1) データの準備

① データ入力

回収した質問紙をエクセルシートに入

力する。

② 未回答項目の処理

『未回答』部分（未回答もしくは999と

入力してある）に、その対象者のその他

の項目から計算した平均値を代入する

（平均値代入法）。（例えば、他27項目

の平均値が3.4ならば、未回答部分に3.4

を代入する。）『未回答』部分が多い場

合（未回答項目が半分以上があるなど）

は、協議の上、対象者ごと集計用データ

から削除することを検討する。

2) 分析ツールへのデータ取り込み

① 入力データ[上記1)のデータ準備ができ

たデータ]をシート毎コピーする。

② 分析ツールの貼り付け用シートに「値と

して張り付け」する。

③ 分析ツールの合計点計算用シートに、自

動でデータが反映されているため、合計

点計算用シートのデータ部分だけを残

し、それより下の行を削除する。

（分析ツールは、1000人分のデータ集計

に対応しているため、例えば、300人分

のデータを張り付けた場合は、301人目

（302行目）以降の行を削除する。）

データ研修前・後・フォローアップ時とも、

データ貼り付け方法は同じである。それぞ

れ指定の貼り付け用シートと、合計点計算

用シートを使用して①～③の処理を行う。 

3．分析ツールの普及 

この分析ツールは市町村保健師管理者能

力育成研修ガイドラインにCD-Rの形で添

付し全国の都道府県及び関係者へ配布した。 

（CD-Rは、資料として提出した「市町村保

健師管理者能力育成研修ガイドラインに含

まれている」） 

Ｃ．考察 

本分担研究では、研修担当者自身がデータ

を活用し、研修評価に活用できるための簡

便な分析ツール開発を行った。度数分布表

とヒストグラムの活用では、全体の平均点

のみでは把握が難しい合計点の分布・変化

を確認することができ、どのような保健師

能力レベルの研修参加者がどのような割合

で参加し、研修によりどう変化したのかと

いった全体像を見える化できるものとなっ

た。各項目別の平均点のグラフ表示では、研

修により具体的に変化した項目を確認でき

ることから、研修の効果と、強化すべき項目

を見える化することができた。 

本分析ツールでは、あえて検定結果の表

示を含めなかった。本ガイドラインが全国

の都道府県で幅広く活用されることを前提

として開発されたものであることから、

様々な規模の研修が想定されるためである。

規模が大きい場合は検定による有意差がで

やすく、規模が小さい研修の分析では有意

差が出にくくなるため、必ずしも検定結果

に意味がないためである。本分析ツールを

活用の際は、実際の数や割合の変化を視覚

的に確認することにより、研修の評価に活

用して頂きたい。ただし、「獲得すべき能力

の到達項目（28項目）」の得点は、保健師

経験年数に大きく左右されるため、研修参

加者の保健師経験年数により、分布が偏る
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ことが予想される。そのため、保健師経験年

数による差があることを想定して分析結果

を活用すべきである。なお、保健師経験年数

別などより詳細な分析が必要となる場合は、

看護大学教員等の専門家への協力をお願い

し、分析結果を得る必要がある。 

なお、本分担研究で開発した分析ツール

の評価については開発者内で確認したもの

の、研修実施都道府県で実際に活用した場

合の評価は明らかではない。今後、研修実施

都道府県からのフィードバックを得て、適

宜改良していく必要がある。 

Ｄ．結論 

本分担研究では、研修前・後・2～3カ月後

のフォローアップ時の保健師能力の変化を

把握するための分析ツール開発を行った。

本分析ツールを用いることで、研修を実施

する都道府県の研修担当者自身でアウトカ

ム評価を行うことが容易になり、研修効果

の共有と活用を促すものと考えられる。 

Ｅ．健康危機情報 

なし 

Ｆ． 研究発表 

なし 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担研究報告書 

分担研究課題：モデルカリキュラムとプログラムの妥当性の評価 

～モデル県での企画運営者の視点から～ 

研究分担者：成 木  弘 子（国立保健医療科学院 統括研究官） 

研究要旨 

市町村保健師管理者研修のモデル県の企画運営者に対して、研修終了後に個別インタ

ビュー等を実施し、モデル県での企画運営者の視点からモデルカリキュラムとプログラ

ムの妥当性の評価結果を踏まえて「都道府県の為の『市町村保健師管理者能力育成研

修』ガイドライン（試作）（以下、本ガイドライン（試作））」の作成資料を得ることを目

的とした。モデル A県とモデル B県における市町村管理者能力育成研修の終了後に、各

県の本研修事業を企画運営した者に対して、本研修の「ストラクチャー評価」「プロセス

評価」「アウトプット評価」に関する個別インタビューを実施した。インタビューは許可

を得て録音し、逐語禄を作成した上で質的に分析した。また、打ち合わせや研修の場面

に参加し観察し、その内容を分析の参考に用いた。

その結果、【ストラクチャー評価】として、「①モデルプログラム実施の上で必要な主

な社会資源は、看護系大学等教育機関等であった。②モデルプログラムが想定している

層を対象とすることで研修効果が得られたとされていた。③「遠隔学習」に関しては、

教材やシステムを各都道府県で開発することは難しい状況であった」等が抽出された。

【プロセス評価】では「①講義や演習のコーディネートに関しては、人材の確保に工夫

が必要な部分があった」「②本研修を実施する場合は、階層別研修への取り入れ等の工夫

が必要だ」「③モデルプログラムの内容に対する２日間の設定は適切であり、講義と演習

のバランスも適切である」「④演習Ⅰと演習Ⅱの内容と時間配分を修正する必要」「⑤

“ビジョン”の取り扱」「⑥ファシリテーターへの教育としてファシリテーターの役割を

理解する資料と時間が必要」との意見が出されていた。【アウトプット評価】として「① 

参加者は講義のメモをとったりうなずいたりと熱心に受講していた」「②演習にも積極

的に参加していたが、時間が余って雑談している場面もあった」などが述べられてい

た。評価全体として研修評価計画の策定が明確ではなかったので、評価指標、評価時

期、達成目標等を含めた評価計画を明確にするシートを開発する必要があった。 

今後、市町村保健師管理者能力育成研修ガイドライン（試作）を開発する為には、①

モデルプログラムが設定している対象に基づいて受講生を選定する、②研修案内から開

催までに期間を十分に確保し、周知徹底を図ることで参加しやすさを高める、③講義や

演習のコーディネーターで不足している人材を確保する、④ファシリテーターへの役割

等基礎知識の資料や説明の機会を増やし理解を深める、⑤演習Ⅰと演習Ⅱの内容と時間

配分を再度検討するとともに演習課題様式なども改善する、⑥評価計画を策定し評価し

やすい体制を整える必要が示唆された。 
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Ａ．目的 

 本分担研究は、モデル県での企画運営者、研

修終了後に個別インタビューを実施し、モデル

県での企画運営者の視点からモデルカリキュラ

ムとプログラムの妥当性の評価を実施し、ガイ

ドライン（試作）の作成資料とすることを目的

とする。 

 

Ｂ.研究方法 

 

１）対象：モデル県の企画運営担当者 

２）方法：モデルA県とモデル B県における

市町村管理者能力育成研修の終了後に、各県の

本研修事業を企画運営した者に対して、本研修

の「ストラクチャー評価」「プロセス評価」「ア

ウトプット評価」「アウトカム評価」に関する

個別インタビューを実施した。インタビューは

許可を得て録音し、逐語禄を作成した上で質的

に分析した。また、打ち合わせや研修の場面に

参加し観察し、その内容を分析の参考に用い

た。インタビューは対象者の許可を得た上で録

音し、逐語禄を作成した。逐語録の記述から研

修の評価に関する内容をピックアップし整理し

た。また、研修場面に参加し、各企画運営者の

活動状況を把握し、分析の助けとした。 

 

（倫理面への配慮） 

国立保健医療科学院倫理委員会の承認を得て

実施（承認番号NIPH-IBRA＃12167）し、研究

依頼調査実施については依頼文書にて説明の

上、同意書にて同意を得た。 

 

Ｃ.研究結果 

 

 １）調査月日 

（１）個別インタビュー実施：平成28年11月

30日・12月13日 

（２）研修場面等への参加打ち合わせ及び反省

会への参加 

①研修実施日、平成28年10月19日・20

日、11月13日・28日 

②インタビュー実施日：平成 29年 11月およ

び12月13日 

２）調査対象者：県企画運営担当者（７名） 

３）調査時間：合計 4時間５７分 

４）研修の質的評価 

（表１：研修に関する評価のインタビュー

ガイド参照） 

５）インタビュー及び参加観察結果 

 

（１）ストラクチャー評価 

 モデルプログラム実施の上で必要な主な社会

資源は、①看護系大学等教育機関、②市町村の

事務管理職、③好事例を提供できる市町村であ

った。受講対象をモデルプログラムが想定して

いる次期管理者（係長級以上）～管理者（統括

保健師を除く）と同様にした県と、主査級～統

括保健師まで幅広く受け入れた場合があった。

後者は後者に比較して研修前後の変化が少なめ

であった。 

モデル県での実施上で、業者の支援が必要だ

ったのは「遠隔学習のシステムの提供」のみで

あった。行政のセキュリティの関係上、行政が

実施することは困難である。それ以上は現場で

の通常の研修の運営に返って負担を生じている

ので、現行の研修担当での対応が可能だと考え

られる。ただ、講師への謝金及び交通費に関し

ては、現行の予算内での捻出は困難であった。  

モデル県での本研修担当は、３－４名であ

り、各々の県の研修担当者での対応が可能であ

った。科学院が担当した講義や演習のコーディ

ネートに関しては、同様な役割を果たせる人材

の確保が難しいとの声が多く見られた。 

モデルプログラムの実施は、現行の研修とは

別枠で実施しており、実際に県単位で実施する

場合は、階層別研修との棲み分け、あるいは階

層別研修への取り入れ等の工夫が必要だとの発

言が見られた。 
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（２）プロセス評価 

到達目標および、研修内容の設定に関して

は適切だとの意見であった。講義とグループワ

ークの組み合わせは、適切な配分量であった。 

プログラムに関して「日数」では、続けて２

日間が原則であったが、間隔を空けた場合もあ

った。３週間以上間隔が空くと一回目の内容を

忘れてしまう可能性があるとの声があった。各

講義に関しては好評であった。「演習Ⅰ」ビジ

ョンの位置づけや理解が難しかったとの意見が

多かった。演習１は演習Ⅱに比較し内容が多い

と感じていた。「演習Ⅰ・Ⅱを通して」研修の

目的→講義→演習のつながりが分かりにくい部

分があったとの意見がある。「遠隔教育」は質

も時間数も満足する内容であるが、各自治体が

単独で準備は難しいとのことであった。 

各モデル県では、GWでのファシリテーター

の起用を進めており、ファシリテーターそのも

のへの理解は概ね良好とのことであった。今回

は、市町村の対象を鑑み、県保健所の課長級を

選定したとのことであったが、今後は保健所の

係長級にも担当させていきたいとの意向もださ

れていた。各モデル県とも研修でのファシリテ

ーターの役割を重要視しており実践の中で、理

解を深めているようだ。今回のファシリテータ

ーの中に若干役割の理解が不足している者も見

られた。「ファシリテーターの手引き」への企

画運営者からの意見は概ね良好であった。企画

運営者は、ＧＷのファシリテーターを担当して

いなかったので「ファシリテーター」への手引

きの活用状況の把握が十分ではないとの発言も

あった。 

研修評価計画に関しては、両モデル県とも必

要性の認識が十分ではなかった。また、県の保

健師に対しても本研修の内容を提供したいとの

意見が多く出された。 

 

（３）アウトプット評価 

次期管理者（係長クラス）約 30名の参加を

想定した場合は、係長クラスが参加者の約７割

を占め、参加者数も 25名（達成度83%）と良

好であった。対象者の広く設定した場合は、昨

年度が２８名、今年度１８名（達成度 64%）、

係長級 50%、現在統括保健師である者も含まれ

ていた。 

参加者の講義や演習への参加態度について

は、講義はメモをとったりうなずいたりと熱心

に受講していたとのことであった。演習Ⅱに関

しては苦労話などで時間つかっている場合もあ

った。参加者からの評価は、アンケート調査の

結果から把握する予定であった。また、ファシ

リテーターからは、研修に関しては満足であっ

たとの声が聞かれていた。 

 

 ４）アウトカム評価 

別途、アンケート調査の結果で判断する予定

としていた。 

 

Ｄ．考察 

 

ガイドライン（試案）作成の観点から以下に

考察を述べる。 

 １）ストラクチャー評価を高める上での 

課題 

研修の目標は適切であるが、事業そのものの

目的と研修の目的の間に位置する今年度の事業

の一般目的（ＧＩＯ）の設定をすることで、モ

デル研修の目指す事柄がより明確なると考え

る。目的（ＧＩＯ）は、「自身が管理的立場で

ある組織の活動を、根拠に基づいて推進する為

のマネジメントの資質の向上できる」と考え

る。 

研修効果を確保する為にも対象者は、モデル

研修の対象とする必要がある。大学の教員との

関係をより深め、国立保健医療科学院が担当し

ている講義や演習のコーディネーター等での協

力を得るだけでなく、研修の企画やデータ分析

等への協力を得ていく必要がある。遠隔研修に
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関しては、各都道府県が開発したり提供したり

することが困難な状況にあるので、全国への教

材として国が開発し提供していく必要があると

考える。市町村保健師管理者能力育成研修に関

して、この研修を単独で開催する努力は継続し

ていく共に、県保健師管理者と市町村保健師管

理者共通の階層別研修の一環として位置づける

など実施体制や方法も検討していく必要がある

と考える。 

 

２）プロセス評価を高める上での課題 

モデルプログラムの内容に対する２日間の設

定は適切であり、講義と演習のバランスも適切

であると考えられた。演習Ⅰにおける“ビジョ

ン”の取り扱いや位置づけなどは再検討が必要

である。“ビジョン”に関する内容を演習Ⅱに

移動することで、演習Ⅰと演習Ⅱの内容量のバ

ランスを改善し、“ビジョン”の扱いに関して

は、各自治体のガイド欄あるいは手引きから転

記する形に変更し、それが難しい場合は、都道

府県のものを転記する方法も検討する。なるべ

く２日間連続での研修開催が望ましいが、やむ

を得ない場合は、セパレートでも研修ができる

プログラムの開発も必要ではないかと考える。

また、演習ⅠおよびⅡの内容を変更する場合

は、演習様式の改善も実施する必要がある。 

ファシリテーターの手引きに関しては、概ね

評価が良好であった。しかし、ファシリテータ

ーの役割自体への理解を整理して演習に臨む必

要があるので、ファシリテーターの役割や注意

事項を記載した「ファシリテーター心得」のよ

うな資料を作成し、説明をする時間を確保して

説明を行う必要がある。また、企画運営者がフ

ァシリテーターとして参加していない場合で

も、ファシリテーター関係の資料に関しては十

分に把握しておけるようにチェックリストや評

価票などの準備が求められる。 

今回のモデル県での実施においては研修評価

計画の策定が明確ではなかったので、評価指

標、評価時期、達成目標等を含めた評価計画を

明確にするシートを開発する必要がある。 

３）アウトプット評価及びアウトカム評価を

高める上での課題 

両者の評価は、受講生からの評価票に基づい

て実施されているので、分担研究（横山、高

橋）を参照されたい。 

 

Ｅ.結論 

 

以下の事柄が示唆された。受講者に関して

は、モデルプログラムが設定している対象に基

づいて受講生を選定する必要がある。研修案内

から開催までに期間を十分に確保し、周知徹底

を図ることで参加しやすさを高める必要があ

る。講義や演習のコーディネーターの人材を確

保する必要がある。ファシリテーターへの役割

等基礎知識の資料や説明の機会を増やし理解を

深める必要がある。演習Ⅰと演習Ⅱの内容と時

間配分を再度検討する。それにもとなって演習

課題様式なども改善する。評価計画を策定し評

価しやすい体制を整える必要がある。 

 

 

Ｆ.健康危機管理情報 

なし 

 

Ｇ.研究発表 

  なし 

 

Ｈ.知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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表１：研修に関する評価のインタビューガイド 

 

【ストラクチャー評価】 

１）人材育成上の課題の抽出は適切だったか？ 

２）人材育成に関係する資源の把握（関係組織，教育機関等） 

３）対象の明確化できたか？ 

４）研修運営事務等（予算，文書等）は適切だったか？ 

５）担当者の配置・数は適切か？ 

６）すでに実施している研修との位置づけは適切だったか？ 

５）その他 

 

【プロセス評価】 

１）到達目的及び到達目標，研修内容の設定（強化すべき能力他） 

   （１）目的は適切か（ニーズにあっていたか？） 

（２）目標は適切か？ 

     （３）強化すべき能力は適切か？ 

２）研修方法の選定，研修の展開 

 （１）講義やグループワーク等の組み合わせは適切だったか？ 

 （２）研修プログラムは適切だったか？ 

       ①開催時期、②日数、③会場、④講義、⑤講師、⑥演習、 

 ⑦遠隔教育  ⑧事前課題、 

（３）ファシリテーターの育成と配置は適切だったか？ 

     ①ファシリテーターの選定、②ファシリテーターの役割の理解 

     ③ファシリテーターに求められる能力、④ファシリテーターの手引き 

３）研修評価計画は適切だったか？ 

   （1)評価の考え方，時期，方法 

   （2)評価計画 

①ストラクチャー評価計画、②プロセス評価計画 

      ③アウトプット評価計画、 ④アウトカム評価計画 

４）その他 

 

【アウトプット評価】評価計画に沿った評価 

１）参加者の参加状態 

    (1)参加数、想定していた人数 

    (2)想定していたレベルの参加者か 

  ２）参加者の参加態度 

    （1）講義への参加態度 

     (2)演習への参加態度 

  ３）参加者からの評価→アンケート調査結果へ 

  ４）その他 

 

【アウトカム評価】 

 １）数量的評価参照（ラダー・知識等レベル・講義の理解度） 

２）結果の解釈 

５）その他 

 

【総合評価： 

次年度への改善課題と方法】  
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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」分担報告書 

分担研究課題 

「市町村保健師管理者能力育成研修における企画・運営・評価のあり方に関する一考察」 

分担研究者 森永裕美子（国立保健医療科学院 生涯健康研究部 公衆衛生看護領域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 研究目的

モデル県が行う市町村管理者能力育成研修

の企画・実施・評価に関して，側面支援を行い，

本研修を展開していく上での「企画・運営・評

価」の課題と今後の取組みのあり方を検討し，

研修ガイドライン（仮称）の試案開発に資する

ものとする。 

B. 研究方法

１．実施対象 

 市町村保健師管理者を対象に，管理者研修の

実施が可能なモデル県 2 県とする。 

モデル県の選出は，すでに県が市町村の管理

期保健師も含めた研修体系と実施実績のある

関東近郊の県とした。関東近郊の県としたのは，

モデル県担当者と研究者が打ち合わせを行う

こととしためである。 

 ２．モデル県における本研修の企画・実践・

評価の取組みを側面支援する。 

 ３．モデル県への側面支援を通じて，本研修

の企画・実践・評価の実際を記述し，プロセス

及び結果から得られる今後の課題と取組みの

あり方を検討する。 

４．上記 2 及び 3 の結果等から，研修ガイド

ライン（仮称）の試案作成に還元できる要素等

を示す。 

C. 実施内容

１．研修プログラム内容 

表 1 に示す。 

【研究要旨】 

市町村保健師管理者能力育成研修を都道府県が展開していく上での「企画・運営・評価」の課題

と今後の取組みのあり方や課題を検討し，研修ガイドライン（仮称）の試案開発に資するものを見

出すことを目的とした。 

方法は，モデル実施する県を 2 県設定し，企画・実践・評価のプロセスおよび結果を観察記述

したもの及びモデル県担当者のヒアリング内容から実施のあり方と今後の課題を検討した。 

結果として，研修ニーズ把握の重要性，事前課題は事前の思考整理，準備性を高めることを目的

としたうえでグループワークに活用することが効果的だと考えられた。研修内容においては到達

目標項目の評価により，今回実施したプログラムの妥当性は確認できた。また，グループワークで

はファシリテーターが重要な役割を果たすため，ファシリテーターの事前打ち合わせとファシリ

テーターガイドの事前提示により，グループワークの着地点の理解や組み立て方，進捗，到達具合

が確認できることの必要性が分かった。 

課題としては，都道府県が市町村保健師管理者の能力育成をどのように行うのか，位置づけや

仕組みについての検討の必要があることが明らかになった。 
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２．側面支援内容 

1）研修企画会議での事前準備への助言（各

モデル県2回，電話やメールによる相談・

助言複数回） 

  2）研修実施にあたっての目的・目標の確認，

対象者の選定への助言 

3）研修内容における講師選定への助言

  4）研修内容に関連する事前課題，演習の到

達度の相談 

5）グループ分けへの助言

  6）研修内容における演習（以下，グループ

ワークという）時のファシリテーター用

ガイドの作成と提案 

7）研修時の講義（90分担当）

8）研修時のグループワークコーディネイ

ト及び助言

9）グループワークにおけるファシリテー

ターへの事前説明及び質疑応答（昼食時

時間） 

  10）研修のまとめ（概ね 20分） 

11）研修担当者へ評価指標の提示（助言） 

  12）研修担当者との反省会コーディネイト 

３．研修企画 

以下の 1)～4)について，企画段階で，モ

デル県 A,B の研修担当者に答えてもらう

形で確認した。 

  1)企画準備として市町村の状況分析，市町

村保健師管理者のニーズ把握について 

2)市町村保健師管理者のニーズ分析を踏

まえた研修内容設定

  3)開催通知文書及び周知方法等，運営事務

について 

4)研修担当者のマンパワーと実行スケジ

ュール（工程）について

①モデル県 A

上記 1)2) について，市町村保健師管

理者は相談者がいないことや，現任教育

に関する合意が得にくいこと，小規模市

町村であっても分散配置により，保健部

門の中堅保健師不在により，活動推進力

が弱いという分析をしていた。 

また，市町村保健師管理者が，ビジョン

を語るというプログラム内容は困難で

あると判断し，ビジョンを明確にすべき

ことを重視しながらも，ビジョンを踏ま

えてマネジメントをどうすべきかの強

化をする必要性が明確に出されていた。 

マネジメントをするなかで，市町村の人

材育成の取組みについても意識づけし

た方が良いことも想定していた。 

3)4)については，従来行っている現任

教育研修と変わりないとした。開催通知

は，概ね 1 か月半～2 か月前に送付して

いる。年間計画で年度当初に示すことは

必要。 

②モデル県 B

前述 1)2)について，概ね保健所が管内市

町村の人材育成計画を作成し，本庁研修

担当課（者）送ってくるため，資料（デ

ータ）としては，持っているが，詳細に

分析までしていない。 

研修担当者としては，市町村の人口規模

及び保健師数によって，研修受講が少な

い自治体があることを把握していた。 

市町村保健師管理者としては，行政対応

管理者になっているところもあり，保健

師活動のリーダーシップがとれている

かどうかまでは分析していない。 

研修担当者としては，市町村保健師管理

者は，施策や事業の評価はできていると

思うが強化したいところでもあると判

断していた。 

また，ビジョンに向けて活動しているこ
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と，行政の中で保健師がどのように役立

っているのかを理解し，それらを市町村

保健師管理者が，まず言語化できること

が必要だと感じていた。 

４．研修プログラム（講義） 

モデル県 A,B 共に，下記 1)～6)のような

感想，反応を示した。 

1)国の動向…市町村保健師として理解す

る必要がある。

2)市町村保健師管理者に必要な機能と能

力…標準的なキャリアラダーと合わせ，

整理されたものの提示，解説が必要であ

る。

3)組織におけるリーダーシップとマネジ

メント…一見保健師領域の内容とは違

うように感じる人もいるが，大きな流れ，

行政経営といった考え方の中で保健師

活動を考えていく必要性を理解しても

らうために重要である。 

4)保健師管理者への期待～他職種の立場

から～…他職種から保健師はどのよう

にみられるかを聞くことで，行政内でど

のように保健活動のリーダーシップ，マ

ネメントを行うかを考えられ，また可視

化することでの保健師活動への理解が

促せることを理解できるために有効で

ある。 

  5)根拠に基づく事業・施策の展開…市町村

保健師が事業実施のみで追われるため，

根拠を明確にすることや，PDCA サイク

ルを回すことへの意識づけ，それにより

活動の意義づけができることを理解す

るために必要である。 

  6)事業・施策の展開における管理者のあり

方（実践報告）…実践事例のため，とて

も分かりやすいというが，報告だけだと

腑に落ちないため，講師により理論と実

践の部分をつなぐ解説を入れることが，

活動の意義づけ（概念化）等が自分たち

の活動にも置き換えられ，理解しやすい。 

５．研修プログラム（事前課題とグループワ

ーク） 

1)事前課題様式

事前課題とグループワークにより研

修目標の(2)(3)の達成を目指した。 

 事前課題は A4 版両面 1 枚とし，表面

では，自組織の人材育成・人事管理の現

状について記載することで，改めで自組

織がどのような状態にあり，課題は何な

のかを認識できるようにした。 

裏面では， 保健師活動が何に向かっ

ているのかを確認した上で，事業・施策

の評価を保健師管理者として行う視点

に気づくよう，思考プロセスを辿るよう

にした。 

 記載例を示し，事前課題を受講者が記

載することにより，グループワークに入

る準備性を高めるようにした。事前課題

に正解を求めず，グループでのディスカ

ッションにより，自分の記載の何が違う

のか，何が求められているのかを自分で

考えていくプロセスを期待した。 

モデル県 A,B 合わせた様式の記入に

ついての評価は，記入しやすい 39.5％，

どちらとも言えない 27.9％，記入しづら

い 25.6％であった（以下略）。記入しや

すいと答えた理由として，「記入例があ

った」「視点が整理された」という意見が

あった。一方で，どちらとも言えない，

記入しづらいとした理由は，「記入例が

ヘルス部門のものであり，福祉部門の所

属のためイメージできなかった」という

意見が多くみられた。 
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2)グループワーク

ビジョンの表現で躓きかけたグルー

プもあったが，ファシリテーターの誘

導（ファシリテート）により，概ね管

理者としてのマネジメントの具体的

なあり方や視点の持ち方を理解でき

た発言・発表があった。

＜人材確保の意識をもって資料準備，スキ

ル向上を見据えたジョブローテーションを

考える，事業の方向性を見極める，政策の

変化に敏感に反応できるようにアンテナを

はる，問題意識をもつ，全体における施策

のバランスをみる，保健師の仕事が組織に

認められるような可視化への動き，言語化

することで他職種にも伝えられる，機を見

て行動を起こす，横断ミーディングを行う

…等の発言があった＞ 

＜感情でなくデータや根拠を示す，スク

ラップの決断をする勇気，目の前の仕

事がどこに繋がっているのかを保健師

間で共有する，ビジョンをもって保健

師としての指針を作る，合意形成を行

っていく（その場や機会を確保する），

効率的に仕事を進めていける力量形成

が必要でその体制づくりを行う…等＞ 

６．ファシリテーターとファシリテーターの

あり方 

事前に参考資料（ビジョンの説明等）と

ファシリテーターガイドを送付（表 2）

  ・グループワークの進め方のイメージをも

ってグループワークに臨めた。 

  ・担当するグループの進捗，目的達成度が

ファシリテーターガイドによって確認

できるため，ファシリとして役割を果

たせているかの目安になる。 

  ・進め方で時間を区切って，そのセクショ

ンごとにキーワードがあるとグループ

ワークの成熟度が理解しやすい。 

７．評価（反省会） 

1）評価方法 －研修実施後の企画担当者

との振り返り，研修前後のアンケート

（到達項目 28 項目，表 3）集計結果をも

とに行った。

2）評価項目 －ストラクチャー，プロセス，

アウトプット，アウトカムに沿って行っ

た（表 4） 

モデル県 A,B 共に，研修実施後の振り返

り（反省会）では，研修前後のアンケー

ト（到達度 28 項目）の比較から，研修

によってどこまで達成できたかを見て

いた。 

モデル県 A は，到達度 28 項目の下がっ

ている項目について，対象者の設定と関

連させて分析していた。また，評価結果

の還元の場の設定や，保健所を経由した

市町村支援の仕組みを活用するなどし

て，リーダー教育研修の位置づけや必要

性を市町村に認知してもらえるよう，県

としてバックアップしていくという役

割を見出す評価となっていた。 

モデル県 B も，到達度 28 項目の下がっ

ている項目について，対象者の設定と関

連させて分析していた。そして，キャリ

アラダーレベルの設定が望ましいとし

ながらも，研修担当者として，設定した

キャリアラダーレベルに応じた研修内

容かどうかを見極める企画は難しいと

評価し，一つの県単独での実施でなく，

ブロック単位の持ち回り実施の可能性

も検討する必要があるとの課題を出す

評価となった。 

D. 考察

1）企画段階 
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  モデル県 A,B のように市町村の特徴，人員

および組織体制や，研修を実施するために市

町村保健師管理者の実態や強化すべき点（研

修ニーズ）について，研修担当として把握し

ておくと，効果的な対象者選定，研修内容の

検討と実施，評価が一連の流れとして行いや

すいことが分かる。研修企画をする際に，対

象集団（市町村及び市町村保健師管理者）の

アセスメントを行い，強化すべき能力等（課

題）の抽出によって，課題解決のための手段

（研修内容）と，期待するアウトカムを設定

する必要性が確認できたと言える。 

2）研修プログラム 

  研修プログラムを提供しようとするとき，

研修プログラムによって生じる変化のプロ

セスと，結果として期待される改善状態を仮

定して構成すべきである 1)。本研修プログラ

ムは，市町村保健師管理者が，管理者として

のリーダーシップとマネジメントがどのよ

うなことであるかといった理解を得た上で

管理者役割を果たし，根拠に基づく，かつ効

果的な保健活動の展開ができることを期待

する内容とした。効果的な保健活動の展開が

でき，地域住民の健康の保持・増進に貢献で

きるという研修目的を遠位的アウトカムと

すれば，そのために保健師管理者としての役

割を認識(自覚)し，役割発揮のための手段（リ

ーダーシップやマネジメント）を用いること

ができるという近位的アウトカムがうまく

達成されることが必要であったと考える 1)。

モデル県 A,B の研修前後の到達項目アンケ

ートからも，概ね近位的アウトカムの達成に

貢献し得るプログラムであったと考えられ

た。一方で，近位的アウトカムとして仮定し

ていないことについては，到達項目の達成度

が低いことも明らかであるため，研修プログ

ラムのアウトカム設定の明確化あるいは対

象を絞った上での焦点化が重要であると言

える。 

  ①事前学習の様式について 

  様式のあり方だけ見て記入しやすいか，そ

うでないかと判断することも一つだが，本研

修の事前学習様式は，目標の達成のために，

グループワークという手法を使うためにメ

ンバーの準備性を高めるための媒体として

いた。受講者は様式の記載すること自体への

困難感を示すが，どの様式であっても困難感

は個人差があると考えられた。記入例がない

とイメージしづらく，研修企画意図が伝わら

ない場合もあれば，記入例があることで，例

としていても，自分に当てはまらないとして

記入しづらいと感じる者もいる。この個人差

の改善をするためにも，目標達成のために，

事前課題様式(媒体)をどう使い，どのような

グループワークによって，何を着地にするか

を明らかにして様式設定する必要があると

考える。様式の記入のしづらさの指摘はあっ

ても，それを媒体にグループワークの達成度

や満足度が高く，目標達成に近づくとすれば，

事前課題様式はあくまでも事前の思考整理，

準備性を高めることとして，完成度の高い事

前課題記載を求めなくてもいいという認識

を踏まえた設定も可能ではないかと考える。 

  ②講義の組み立て 

  国の動向と保健師管理者に必要な理論を

置き，理論を実践現場と突合するために，現

場の実践や見解を提示する組み合わせが，受

講者には理解が深まりやすいと考えられた。

しかし，理論の講義と，実践現場からの報告

や示唆等が，独立する可能性があり，実践現

場の報告や示唆等がどの理論と突合できる

のかを解説する場面あるいは時間の確保が

必要であり，有効であったと考えられた。多

くの受講者は，「いい事例を聞いた」で終わる

ことが予測され，その事例をいかに概念化し，
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自分ごととして取り入れられるかというこ

との思考パターンとする必要があると考え

らえた。 

  ③グループワークの組み立て 

 研修担当者としては，グループワークの組

み立ては講師に任せたいと考えがちである。

グループワーク全体のファシリテーション

に対する不安も大きいと分かった。グループ

ワークで，どこに着地するのかを決めずに，

話し合いのテーマだけを決めて研修に取り

入れてきた経験もあるためと考えられた。今

回の研修では，事前課題で思考整理・準備性

を高め，グループ内で，管理者のあり方やマ

ネジメントの具体的方法について言語化す

ることを求めていた。しかしながら，グルー

プメンバーは，自分の事前課題様式を紹介

（発表），現状のできない部分を訴え，皆と共

有したことがグループワークと感じている

者が少なからずいた。事前課題の内容や他者

の発表を各々踏まえ，自分の言葉で，こんな

ことが管理者には必要である，こういう動き

はどうだろうか，こうすることでこんな期待

ができないだろうか…といった深めるディ

スカッションが目標達成のためには不可欠

であることが感じ取れる。ただ，受講者だけ

のグループメンバーによる達成は困難であ

り，目標達成のためのグループワークの組み

立てと着地点を理解しているファシリテー

ターが重要な役割を担うことも分かってき

た。 

3）ファシリテーターとファシリテーターガ

イドのあり方

  上記 2)で述べたように，グループワークの

組み立ては，目標達成に大きく影響すると考

えられる。そのため，グループワークが頓挫

したり，話し合いの軌道を外れたりする場合，

着地点が見えず混迷する場合を修正するた

めに，ファシリテーターの役割が大きい。フ

ァシリテーターとしての役割発揮のために

は，研修目的と目標，そのために選択してい

る手段（講義内容や事前課題とグループワー

ク等）を理解し，目標達成のためにどのよう

にファシリテートしていくかをイメージで

きたうえで臨む必要があった。本研修プログ

ラムのグループワークに沿ったファシリテ

ーターガイドを作成し，具体的なファシリテ

ート内容や，ステップ毎に目安となるキーワ

ードを設定し，ファシリテーターが自分の担

当するグループの進捗，到達具合を確認しな

がら進められるガイドとした。具体的すぎる

と，その記載通りをメンバーに要求しかねな

い部分もあることを考慮しつつ，このような

研修では，ファシリテーターのトレーニング

が十分でないままグループワークの活性化

と目標達成のための確実なルートに乗せる

役割を担うことを期待するならば，ガイドを

曖昧・抽象的より，明瞭・具体的にしておく

と，ファシリテーターの個人差を均等化し，

効果的なグループワーク展開に有効である

と考えらえた 2)。 

4）評価のあり方 

今回の研修においては，評価指標案を提 

示し，モデル県 A,B それぞれと評価を行っ

た。研修企画，実施（プログラム），評価の

流れにおいては，この評価指標は活用可能

と考えらえた。 

研修プログラムには，プログラムの資源，

スタッフ，運営，全般的組織に関連した要

素によるプログラムの組織計画が必要で

あり，プログラムを提供できるシステム開

発・維持がアウトカム達成に効くとされて

いる 1)。 

つまり，都道府県として，市町村保健師

管理者を育成しようとする研修プログラム
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の内容と，研修企画担当者（人的），財政的（必

要経費），研修会場等（物理的資源）が確保さ

れ，かつリーダー教育研修の位置づけや保健

所を介する育成支援の仕組みづくり等（シス

テム開発）がアウトカム達成に導くことがで

きると考えられる。そのため，モデル県 A,B

の振り返り内容を踏まえると，市町村保健師

管理者の育成を目指した研修を行うにあた

り，県の体制，役割，手法に関する評価を追

加する必要があると考えらえた。 

5）今後の課題

市町村及び市町村保健師管理者のアセス

メントを行う項目の抽出や，アセスメントか

ら導く強化すべき能力等（課題）を明確にで

きる手順が必要である。また，ニーズにあっ

た研修目的・目標のアウトカムを明確にして

手段の選定，ファシリテーターガイドを用い

たファシリテーターの活用を想定した組み

立てとすると良い。さらに，都道府県として

どのように市町村保健師管理者の能力育成

を行うのか，位置づけや仕組みについて検討

しながら，研修評価を行う必要性が示唆され

た。 

E. 結論

企画にあたっては，市町村保健師管理者の

実態や強化すべき点（研修ニーズ）を明確にし，

効果的な対象者の選定と研修内容の検討を行

うこと，研修ニーズが明確であれば，対応する

ための手段（研修内容）と研修によって期待す

るアウトカム設定が容易なことが明らかにな

った。 

 また，事前課題はあくまでも事前の思考整理，

準備性を高めることを目的とし，必ずしも事前

課題の完成度の高さを求める様式でなくて良

いことも示唆された。 

 研修内容においては到達目標項目の評価に

より，今回実施したプログラムの妥当性は確認

できた。また，グループワークの導入は目標達

成において有効であるが，ファシリテーターが

重要な役割を果たすため，ファシリテーターの

事前打ち合わせとファシリテーターガイドの

事前提示により，グループワークの着地点の理

解や組み立て方，進捗，到達具合が確認できる

ことの必要性が分かった。 

 課題としては，都道府県が市町村保健師管理

者の能力育成をどのように行うのか，位置づけ

や仕組みについての検討の必要があることが

明らかになった。 

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

なし

参考文献 

1) PETER H.ROSSI，MARK W. LIPSEY ，

HOWARD E.FREEMAN. プログラム

評価の理論と方法．大島巌，平岡公一，

森俊夫，元永拓郎監訳．東京：日本評論

社；2005

2) 内藤知佐子，伊藤和史．シミレーション

教育の効果を高めるファシリテーター

Skill & Tips．東京：医学書院；2017

99



表 1 研修プログラム内容 （上段；1日目，下段；2日目） 

時間 研修内容 ねらい 講師 

約 40分 【遠隔講義】 

組織におけるリーダーシップとマネジメント 

行政経営を念頭においた組織概念、リーダーシ

ップ機能、マネジメント機能について説明できる 

組織マネジメ

ント系講師

【準備資料】 

自治体情報（保健師数、人材育成状況等） 

活動のあるべき姿と施策・事業評価等 

保健師管理職として、自組織における人材育

成・人事管理の現状と課題を把握し、地域のある

べき姿と保健活動ビジョンを踏まえて健康課題を

解決するためにどのようなマネジメント機能を果た

しているか確認する 

（40分） 

【講義】 

地域における保健活動の推進に向けて 
国の地域保健における動向と課題、市町村保

健師管理者に求められる役割について説明できる 

厚生労働省 

健康局健康課 

保健指導室 

（20分） 

【講義】 

県における地域保健の動向を踏まえた市町村

保健師管理者への期待 

変化する地域保健において市町村保健師管理

者が果たす役割について、県が果たせる役割と共

に説明できる 

県担当者 

（90分） 
【講義】 

市町村保健師管理者に必要な機能と能力 

施策展開に必要な市町村保健師管理者の機能

と、必要な能力について説明できる 

国立保健医療

科学院 

（60分） 
【講義】 

保健師管理者への期待（他職種の立場から） 

 他職種の管理者等からみた、管理的立場の保

健師に求める役割や行動について説明できる 
自治体職員 

（125

分） 

【グループワークⅠ】 

事業・施策における管理者としての 

マネジメント
健康課題解決のためにあるべき姿とビジョ

ンをもち，管理者として事業・施策をマネジメ

ントすることについて述べることができる

◇コーディネ

ート

国立保健医療

科学院 

◇ファシリテ

ーター

時間 研修内容 ねらい 講師 

（60分） 【講義】 

根拠に基づく事業・施策の展開 

根拠（PDCA 等）に基づいた事業・施策の

展開について理解できる 
看護系大学 

（60分） 【実践報告】 

事業・施策の展開における管理者のあり方 

実践報告事例から、自組織における事業・

施策の展開について、評価できる 

自治体職員 

看護系大学 

（180分） 【グループワークⅡ】 

管理者としてのマネジメントのあり方 管理者としてのマネジメントのあり方（具

体的方法や果たす役割等）について説明でき

る 

◇コーディネ

ート

国立保健医療

科学院 

◇ファシリテ

ーター

（30分） 【全体発表】グループワークⅠⅡ結果の発表 

ビジョンを踏まえた管理者のマネジメントに

ついて 

グループ内で様々な考え方の集約・合意形

成と、簡潔にまとめること（プレゼン）の必要

性が説明できる 

◇コーディネ

ート

国立保健医療

科学院 

（20分） 
【まとめ】 

 今後の実践に活かす保健師管理者としての

あり方を説明できる  

国立保健医療

科学院 
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表
 2
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
用
ガ
イ
ド
案
（

1
日
目
）
 

【
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
Ⅰ
】「

事
業
・
施
策
に
お
け
る
管
理
者
と
し
て
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

 

【
目

 
標
】（

2
）
市
町
村
保
健
師
管
理
者
と
し
て
，
自
組
織
及
び
保
健
活
動
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
て
事
業
・
施
策
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
3
）
施
策
展
開
に
必
要
な
人
材
育
成
・
人
事
管
理
を
含
む
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

【
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
Ⅰ
の
ね
ら
い
】
健
康
課
題
解
決
の
た
め
に
あ
る
べ
き
姿
と
保
健
活
動
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
ち
，
管
理
者
と
し
て
事
業
・
施
策
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

 

  目
安
時
間

 
内
容
と
ね
ら
い

 
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
（

F
）

（
2

0
分
）

 
（

1
）
自
己
紹
介

（
2
）
人
材
育
成
状
況
の
共
有

事
前
準
備
資
料
表
面
１
，
２
の

概
要
を
共
有
す
る

・
進
行
役
，
記
録
，
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
，
発
表
者
を
グ
ル
ー
プ
内
で
決
め
て
く
だ
さ
い
。

・
記
録
は
，
要
点
の
み
記
載
す
る
よ
う
助
言
し
て
く
だ
さ
い
。

・
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
の
組
織
の
人
材
育
成
状
況
に
つ
い
て
共
有
，
確
認
を
し
ま
す
。

（
5

0
分
）

 
（

3
）
自
組
織
の
目
指
す
姿
（
①
②
）
及

び
保
健
師
の
ビ
ジ
ョ
ン
（
③
）
を
グ

ル
ー
プ
内
で
確
認
す
る

＜
事
前
準
備
資
料
裏
面

 
３
＞

 

（
４
）
管
理
者
と
し
て
，
施
策
と
そ
の
重

点
課
題
，
事
業
と
い
う
流
れ
の
視

点
に
お
い
て
評
価
を
説
明
す
る

 

＜
事
前
準
備
資
料
裏
面

 
４
，
５
＞

 

（
3
）
③
は
自
分
で
考
え
た
の
か
，
保
健
師
間
で
共
有
し
て
い
る
も
の
か
を
確
認
し
て
進
め
ま
す
。

事
前
準
備
資
料
の
完
成
度
の
差
は
あ
り
ま
す
。
書
け
て
い
な
い
人
が
い
て
も
，
他
の
メ
ン
バ
ー
分
を
参
考
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ

く
よ
う
に
促
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
あ
ま
り
時
間
を
か
け
ま
せ
ん
。

（
4
）
事
前
準
備
資
料
の
裏
面
４
，
５
（
主
に
表
）
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
も
ら
い
ま
す
。

「
事
業
担
当
者
と
し
て
で
は
な
く
，
管
理
者
と
し
て
」
を
意
識
し
て
発
表
し
て
い
た
だ
く
よ
う
進
め
て
く
だ
さ
い
。
（
管
理
者
で
な

い
と
い
う
方
に
は
，
今
の
立
場
よ
り
上
の
立
場
に
立
っ
た
つ
も
り
で
…
を
強
調
し
て
く
だ
さ
い
。）

⑤
の
最
重
要
健
康
課
題
と
し
た
理
由
を
簡
潔
に
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

⑥
の
事
業
概
要
は
，
具
体
的
に
な
り
す
ぎ
ず
，
概
要
に
留
め
て
い
た
だ
く
よ
う
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

⑦
の
評
価
の
部
分
，「

施
策
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
そ
の
評
価
が
妥
当
で
す
か
」，

「
担
当
者
で
な
く
，
管
理
者
と
し
て
み
た
と
し
た
と
き
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
等
に
つ
い
て
俯
瞰
的
な
視
点
を
意
識
し
て
い
た
だ
く

よ
う
，
声
掛
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
評
価
が
十
分
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
，「

な
ぜ
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
振
り
返
り
を
促
し
ま
す
。

＜
事
前
準
備
資
料
に
つ
い
て
＞

 

（
表
面
）
１
，
２

 
＝

 
自
分
の
と
こ
ろ
の
人
材
育
成
・
人
事
管
理
に
関
し
て
現
状
を
把
握
（
理
解
）
し
，
そ
れ
を
踏
ま
え
た
課
題
に
つ
い
て
認
識
す
る

 

（
裏
面
）
３

 
＝

 
自
分
の
自
治
体
の
目
指
す
姿
（
ま
た
は
あ
る
べ
き
姿
）
を
確
認
し
，
そ
こ
を
目
指
し
て
保
健
師
は
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
つ
の
か
を
明
確
に
す
る

 

４
 
＝

 
管
理
者
と
し
て
，
施
策
―
事
業
の
位
置
関
係
を
踏
ま
え
た
う
え
で
，
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
，

P
D

C
A
を
回
す
べ
く
評
価
を
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

 

５
 
＝

 
目
指
す
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
か
を
見
出
す
た
め
に
，
俯
瞰
的
な
視
点
で
事
業
（
施
策
）
評
価
を
み
て
み
る

 

６
 
＝

 
施
策
‐
事
業
評
価
の
流
れ
を
踏
ま
え
，
管
理
者
と
し
て
（
自
分
が
）
ど
の
よ
う
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
を
果
た
し
て
き
た
か
を
振
り
返
り
，
言
語
化
す
る

 

※
：
2
日
目
は
省
略
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目
安
時
間

 
内
容
と
ね
ら
い

 
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
（

F
）

（
4

0
分
）

 
（

5
）
本
日
の
着
地
点
の
話
し
合
い

管
理
者
と
し
て
①
②
③
を
踏
ま
え

た
施
策
・
事
業
の
展
開
が
で
き
て
い

る
か
を
確
認
す
る
。

 

 
 
管
理
者
と
し
て
施
策
・
事
業
を
ど

の
よ
う
に
や
っ
て
い
く
と
よ
い
と
考

え
る
か
を
言
語
化
す
る
。

 

 
 
＜
事
前
準
備
資
料

 
６
＞

 

【
期
待
し
た
い

K
e
y 

W
o
rd
】

 

「
目
の
前
だ
け
を
見
ず
，
広
い
（
俯
瞰

的
な
）
視
野
を
も
つ
」

 

「
管
理
者
と
し
て
根
拠
に
基
づ
き
な

が
ら

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
が
回
っ

て
い
る
か
を
み
る
」

 

「
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
を
行
っ
て

い
く
こ
と
（
業
務
調
整
等
）
が
必

要
」

 

「
活
動
全
体
に
お
け
る
事
業
の
バ
ラ

ン
ス
（
優
先
順
位
，
濃
淡
等
）
を
考
え

る
」

 

（
5
）
管
理
者
と
し
て
③
の
保
健
師
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
施
策
・
事
業
の
展
開
が
で
き
て
い
る
か
を
グ
ル
ー
プ
内
で
確
認
し
て
み
ま

す
。

 

・
事
業
の
展
開
が
，
関
連
施
策
に
お
け
る
③
②
①
へ
向
か
っ
て
目
指
す
中
に
あ
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
，

「
管
理
者
と
し
て
施
策
・
事
業
を
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
く
と
の
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
」

「
今
，
何
が
足
り
て
い
な
い
（
十
分
だ
と
思
え
な
い
，
あ
る
い
は
管
理
者
と
し
て
不
安
に
感
じ
る
）
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
」

な
ど
，

 

メ
ン
バ
ー
が
“
管
理
者
を
意
識
す
る
”，
“
自
分
が
管
理
者
と
し
て
後
輩
・
ス
タ
ッ
フ
に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
と
よ
い
か
”，

“
今
後
こ
う
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
”
な
ど
の
意
見
が
出
る
よ
う
に
促
し
の
声
掛
け
を
し
ま
す
。

 

・
管
理
者
と
し
て
施
策
―
事
業
に
つ
い
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

「
施
策
―
事
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
と
は
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
提
起
し
ま
す
。

意
見
が
な
か
な
か
出
な
い
場
合
，
例
え
ば
と
し
て
，

 

「
P

D
C

A
を
回
せ
る
よ
う
な
意
識
づ
け
，
活
動
の
あ
り
方
の
共
有
等
は
ど
う
し
て
い
ま
す
か
」

 

「
保
健
師
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
施
策
―
事
業
に
な
る
こ
と
を
，
管
理
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
ス
タ
ッ
フ
に
伝
え
て
い
き
ま
す

か
」
と
話
し
合
い
を
促
進
す
る
よ
う
例
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
話
し
合
い
の
終
盤
で
，
再
度
「
施
策
―
事
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
と

 
 
思
い
ま
す
か
」
と

提
起
し
，
グ
ル
ー
プ
内
の
着
地
点
を
見
つ
け
ま
す
。

（
1

0
分
）

 

（
６
）
本
日
の
結
論
，
気
づ
き
の
整
理

（
6
）

本
日
の
結
論
（
主
に
上
記
（

5
））
，
疑
問
点
，
分
か
り
に
く
か
っ
た
点
を
出
し
合
い
ま
す
。

疑
問
点
，
分
か
り
に
く
か
っ
た
点
が
あ
っ
た
場
合
は
，
全
体
で
返
す
の
で
発
表
時
に
伝
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。

 

（
2

0
分
）

 

（
７
）
全
体
発
表
・
質
疑
応
答

（
７
）
全
体
に
向
け
て
，
本
日
の
結
論
と
し
て
，

「
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
，
管
理
者
と
し
て
施
策
・
事
業
を
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
く
か
」
を

 

最
初
に
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

次
に
結
論
に
至
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
，「

ど
の
よ
う
な
話
・
気
づ
き
か
ら
そ
の
結
論
に
な
っ
た
か
」
を
説
明
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。

 

（
1

0
分
）

G
W
Ⅰ

 

ま
と
め

 

・
本
日
の
結
論
の
と
こ
ろ
を
ま
と
め
，

2

日
目
へ
の
つ
な
ぎ
を
す
る
。

 

・
記
録
者
へ
，
本
日
の
グ
ル
ー
プ
の
結
論
，
話
し
合
い
で
出
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
分
か
り
や
す
く
書
き
出
す
，
ま
た
は
○
□
で
囲
む
な
ど
を

し
て
お
く
よ
う
，
助
言
く
だ
さ
い
。

記
録
は
，
フ
ァ
シ
リ
が
受
け
取
り
，
一
旦
事
務
局
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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表 3 到達項目 28項目（研修前後のアンケート時に使用） 

到達項目 できる----できない 

１．所属係内で，チームのリーダーシップをとって保健活動を推進する 4 - 3 - 2 - 1 

２．自組織を超えたプロジェクトで主体的に発言できる 4 - 3 - 2 - 1 

３．所属（課，係）の保健事業に係る業務全般を理解し，その効果的な実施に対して責任をもつ 4 - 3 - 2 - 1 

４．所属（課，係）の保健事業全般に関して，指導的な役割を担う 4 - 3 - 2 - 1 

５．自組織を超えた関係者との連携・調整を行う 4 - 3 - 2 - 1 

６．組織の健康施策に係る事業全般を理解し，その効果的な実施に対して責任をもつ 4 - 3 - 2 - 1 

７．複雑な事例に対して，担当保健師等にスーパーバイズすることができる 4 - 3 - 2 - 1 

８．地域の潜在的な健康課題を明確にし，施策に応じた事業化ができる 4 - 3 - 2 - 1 

９．組織横断的な連携を図りながら，複雑かつ緊急性の高い地域の健康課題に対して迅速に対応する 4 - 3 - 2 - 1 

10．健康課題解決のための施策を提案する 4 - 3 - 2 - 1 

11．住民の健康課題等に基づく事業化，施策化及び事業評価に基づく見直しができる 4 - 3 - 2 - 1 

12．保健医療福祉に係る国の動向や組織の方針，施策の評価を踏まえ，組織の政策ビジョンに係る提

言ができる 

4 - 3 - 2 - 1 

13．所属内職員の能力・特性を把握し，資質向上のための取組みを企画，実施，評価できる 4 - 3 - 2 - 1 

14．所属（課，係）内の業務内容と量を勘案し，人材配置について上司に提案できる 4 - 3 - 2 - 1 

15．専門職の人材育成計画を策定するための関係者が協働し，検討できる場を設置・運営できる 4 - 3 - 2 - 1 

16． 関係課長等と連携し，保健師の業務範囲等を踏まえ保健師必要数について人事部門を含め組織

内で提案できる 

4 - 3 - 2 - 1 

17． 保健医療福祉計画に基づいた事業計画を立案できる 4 - 3 - 2 - 1 

18． 立案した事業や予算の必要性について上司や予算担当者に説明できる 4 - 3 - 2 - 1 

19．地域の健康課題を解決するための自組織のビジョンを踏まえた施策を，各種保健医療福祉計画策

定時に提案できる 

4 - 3 - 2 - 1 

20．所属部署内外の関係者と共に事業評価を行い，事業の見直しや新規事業の計画を提案できる 4 - 3 - 2 - 1 

21．地域診断などにより，根拠に基づいた保健事業を計画できる 4 - 3 - 2 - 1 

22．施策立案時に，評価指標を適切に設定できる 4 - 3 - 2 - 1 

23．評価に基づき保健活動の効果を検証し，施策の見直しについて提案できる 4 - 3 - 2 - 1 

24．保健活動に係る情報管理上の不足の事態が発生した際に，所属部署内でリーダーシップをとるこ

とができる 

4 - 3 - 2 - 1 

25．保健活動の情報管理に係る規則の遵守状況を評価し，マニュアル等の見直しを提案できる 4 - 3 - 2 - 1 

26．根拠に基づき，質の高い保健事業を提案し，その効果を検証できる 4 - 3 - 2 - 1 

27． 保健師の研修事業を企画し，実施・評価できる 4 - 3 - 2 - 1 

28．組織の人材育成方針に沿った，保健師の人材育成計画を作成できる 4 - 3 - 2 - 1 

103



表
4 

評
価
指
標
（
案
）

 
提
示
用
の
た
め
，
「
目
標
値
」
「
評
価
体
制
」「

評
価
結
果
」
に
つ
い
て
は
記
載
欄
を
省
略

 

枠
組
み

 
評
価
項
目

 
評
価
指
標

 
評
価
手
段

 
評
価
時
期

 

ス ト ラ ク チ ャ ー  

・
事
業
担
当
（
企
画
担
当
）
者
の
配
置
，
数
は
適
切
か

担
当
者
数
，
従
事
時
間
数

 
実
施
後
反
省
会

 
研
修
終
了

2
~3
週
間
後

 

・
事
業
に
関
す
る
予
算
確
保
状
況

必
要
経
費
内

 
実
施
後
反
省
会

 
研
修
終
了

2
~3
週
間
後

 

・
研
修
に
必
要
な
設
備
，
環
境

開
催
地
場
所
へ
の
意
見
，
資
料

 
実
施
後
反
省
会

 
研
修
終
了

2
~4
週
間
後

 

・
既
存
の
実
施
研
修
に
お
け
る
位
置
づ
け

受
講
自
治
体
割
合
，
受
講
者
属
性

 
実
施
後
反
省
会

 
研
修
終
了

2
~5
週
間
後

 

プ ロ セ ス 

・
開
催
時
期
は
適
切
か

現
状
満
足
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（
ア
）-

1 

・
開
始
・
終
了
時
間
は
適
切
か

現
状
満
足
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（
ア
）-

2 

・
開
催
回
数
（
日
数
）
は
適
切
か

現
状
満
足
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（
ア
）-

3 

・
開
催
地
・場
所
は
適
切
か

現
状
満
足
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（
ア
）-

4 

・
設
定
し
た
研
修
目
的
に
合
っ
た
内
容
か

到
達
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（2
頁
） 

・
県
内
市
町
村
の
実
態
ま
た
は
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
目
標
か

満
足
度
，
役
立
ち
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（2
頁
） 

・
講
師
の
選
定
及
び
依
頼
内
容
は
妥
当
か

到
達
度
，
満
足
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（3
頁
） 

・
演
習
内
容
は
妥
当
か

到
達
度
，
満
足
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（3
頁
） 

・
演
習
と
講
義
時
間
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
か

到
達
度
，
満
足
度
，
時
間
配
分

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（
ウ
）-

1 

・
遠
隔
講
義
は
有
効
か
，
必
要
か

取
り
組
み
状
況
，
理
解
度

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（
イ
） 

ア ウ ト プ ッ ト 

・
参
加
者
は
設
定
対
象
者
と
な
っ
て
い
た
か

受
講
対
象
者
職
位

 
受
講
申
込
書

 

・
想
定
し
て
い
た
参
加
者
数
で
あ
っ
た
か

受
講
者
名
簿

 

・
欠
席
者
（
ま
た
は
不
参
加
）の
理
由
を
把
握
し
た
か

実
施
後
反
省
会

 

・
参
加
者
の
参
加
態
度
は
ど
う
か

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
へ
の
積
極
度

 
実
施
後
反
省
会

 

・
参
加
者
の
研
修
に
対
す
る
評
価
は
ど
う
か

満
足
度
，
役
立
ち
度
，
必
要
性

 
研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（2
，

3
頁
） 

・
参
加
者
は
設
定
し
た
能
力
の
獲
得
が
で
き
た
か

到
達
度
の
変
化
（
率
） 

研
修
前
後
ア
ン
ケ
ー
ト
到
達
度

 

ア ウ ト カ ム 

・
知
識
・
技
術
の
レ
ベ
ル
の
達
成
状
況
の
上
昇

到
達
度
（4
段
階
） 

研
修
前
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（２
頁
） 

・
各
講
義
の
理
解
度

理
解
度
（5
段
階
） 

研
修
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（3
頁
） 

・
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
の
設
定
到
達
度
の
上
昇

到
達
度
の
変
化
（
率
） 

研
修
前
後
ア
ン
ケ
ー
ト
（4
頁
） 
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平成29年度 厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書 

分担研究課題 

市町村管理者能力育成に関する研修プログラムに含まれるカリキュラム等に関する研究 

研究分担者 川崎 千恵 国立保健医療科学院 主任研究官 

A. 研究目的

本研究は、都道府県が市町村の管理的立場

にある保健師に対して行う、「根拠に基づく

研修カリキュラム」の開発を目的に、国内外

の管理期の保健師等への介入研究・実践報告

をレビューするとともに、現行の「市町村保

健師管理者能力育成研修事業」（厚生労働省

主催）のカリキュラムに関する課題を整理し

た。 

B. 研究方法

1. . 国内外の管理期保健師等への研修

方法・内容・結果についての文献検討：

今まで公表されている国内外の管理期保

健師・看護師に関する文献について、検索

データベースにて検索するとともに、公表

されている専門雑誌等を収集し、効果をも

たらす研修方法・内容について検討した。 

C. 研究結果

1. . 国内外の管理期保健師等への研修

方法・内容・結果についての文献検討： 

調査対象：2008年～2017年の間に発表され

た国内外の管理期保健師の研修・教育に関

する文献。管理期看護師の研修・教育を参

考とするために、管理期看護師に関する文

献も対象とした。 

調査方法：系統的レビュー 

調査内容：研修目的、評価項目、効果、課

題 

１）国内文献について

使用したデータベース： 

医中誌Web、CiNii Article（2008-2017年）2 

017.6.19検索 

検索用語：現任教育、教育プログラム、保

健師、管理者（計27件）、現任教育、現任

教育プログラム、看護師、管理者（計306 

件） 

結果： 

保健師の現任教育の方法や内容、その結果

に関する文献は、新任期、中堅期保健師を 

研究要旨：本分担研究は、都道府県が市町村の管理的立場にある保健師に対して行う、「根拠

に基づく研修カリキュラム」の開発を目的としている。本年度は、文献検討および情報収集を

行い、国内外の管理期の保健師等への介入研究・実践報告をレビューした。今後は、得られ

た知見を踏まえ、具体的に「根拠に基づく研修カリキュラム」を開発するとともに、モデ

ル自治体における試行と評価を行っていく必要がある。 
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対象としたものが多かった。管理期保健師

を対象とする、27件の文献（抄録・本文） 

について確認した。介入（研修・教育）内

容および結果（効果）について記述された

文献は2件で、いずれも質的研究であった。

対象とした2件の文献内容についてレビュー

した（表1）。 

文献が限られたため、管理期看護師を対

象とする文献についても、参考までに確認

した。管理期看護師の現任教育に関する文

献は、総説や解説が多く、306件の文献（抄

録）のうち、介入（研修・教育）内容およ

び結果について記述された25件の文献（本

文）を確認した。そのうち、マネジメント

やリーダーシップなどの管理能力の育成を

目的とし、結果（効果）まで記述された文

献は1件で、準実験研究であった。しかし、

の分析に用いた尺度の信頼性の検討がされ

ておらず、準実験研究的に介入（研修・教

育）していても、データに基づく具体的な

結果の記載がないものが多かった（表1）。 

２）国外文献について 

使用したデータベース： 

Cochrane  Library,  Pub Med. (2008-2017) 2 

017.7.3検索 

検索用語:head-nurse, nurse-manager, public 

health nurse, community health nurse, educa 

tion, training program(計613件) 

結果： 

613件の文献（抄録）を概観し、さらに、

実践能力ではなくマネジメントやリーダー

シップなどの管理的能力の育成を目的とし

た、50件の文献（本文）を確認した。すべ

て管理期看護師を対象としていた。介入（研

修・教育）内容および結果（効果）につい 

て記述された文献は11件あり、実験研究が1 

件、準実験研究が7件、横断研究1件、質的

研究が2件であった。対象とした11件の文献

内容について、レビューした（表2）。 

３）文献総括

国内外の文献検討の結果、管理期保健師等

への管理的能力の育成を目的とした介入 

（研修・教育）の研究報告は少なかった。

いずれも、リーダーや管理者を対象に、リ

ーダーシップ（能力、コンピテンシー、実

践）の向上・構築を主題とした研修・教育

であった。 

効果を明らかにした研究は国内外ともに

少なかった。国内文献の多くは総説や実践

報告で、効果が測定されていなかった。国

外文献では、効果はリーダーシップの能力

を測定するMLQ    (multifactor  leadership  qu 

estionnaire)やLPI(The Leadership Practices I 

nventory Score)、マネジメント能力を測定す

るNMSI(Nurse Manager Inventory Tool  )など、

特定の測定用具を用いた研究報告が複数み

られたが、NMSIの尺度の信頼性は示されて

いなかった。対照群と介入群で有意差が確

認されているほか、参加前後で有意に向上

が見られたと報告されていた。 

介入（研修・教育）方法について、プロ

グラムへの参加者数は20～35人未満、1回あ

たりの研修時間は4～8時間、研修間隔は連

続（3日間）、隔週、4-6週間毎など様々で、

研修期間は2日から2年であった。文献No.4 

以外は、演習・グループワークに多くの時

間をかけていた。国外の文献では、看護管

理実践を通して管理能力を形成する研修が

多く、そのため介入期間も長く（2か月から 

2年）、実践と報告・振り返り、グループ・ 
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ディスカッションを繰り返しながら進め、

能力育成をはかる方法が用いられていた。

また、メンター（先輩管理者）によるサポ

ートを得ながら看護管理実践を行う方法が

用いられていた。しかし、介入の質の確保 

（プロバイダーの質の確保. ex.メンター、

介入に携わる人への教育など）についての

記述は記載されていなかった。 

介入（研修・教育）方法には、講義、ロ

ールプレイ、アクション・ラーニング、ワ

ークショップ、グループ・ディスカッショ

ン、リフレクティブ・ラーニング、コーチ

ング、メンタリング、Webサイトを活用し

た情報交換などがあった。どの方法が効果

と関連するか明らかにした文献はみられな

かった。「reflective learning 」を取り入れた

介入が多く、自分がよくできたと思ったマ

ネジメントの実践を物語形式で書き、グル

ープで話す研修プログラム（文献No.13） 

や、リーダーシップ・ジャーニーとして、

自分のリーダーシップ実践を記録し、それ

についてグループでディスカッションを行

う研修プログラム（文献No.9）などがあっ

た。アクション・ラーニングの中で、看護

管理実践経験について語り、グループメン

バーとディスカッションして看護管理実践

を振り返る、〈リフレクション〉が取り入

れられていた(文献No.9,10,13,14)。 

その他、研修のツールとして、ポートフ

ォリオ（文献No.2）、将来に向けた各自の

プロファイル（”personal professional  profil e 

for future”（文献No.11）が使用されていた。 

D. 考察

１．研修・教育方法について 

研修・教育方法では、演習やグループ・

ディスカッションを中心としたプログラム

とし、年間を通して、看護管理実践と研修・

教育を交互に行うことで、看護管理能力の構

築がなされることが示唆された。看護管理実

践では、記録、メンター（先輩の管理者等）

のサポートが有効であるほか、自分がよいと

考えた看護管理実践を物語形式に記録したも

のを、研修・教育のグループで発表して振り

返る方法を用いることで、リーダーシップや

管理能力を習得する可能性が示唆された。各

都道府県が研修・教育を実施するうえで、メ

ンターの質の担保のための方法を検討する必

要があること、リフレクティブ・ラーニング

において、相互コーチングが行われるための、

研修受講者がコーチング技術を習得する方法

を検討する必要があることが考えられた。ま

た、演習やグループ・ディスカッションを中

心としたプログラムを行う場合には、研修実

施者やファシリテーターの目が行き届く、30

人未満であることが望ましいと考えられた。 

２．研修・教育内容について 

現在講義が研修全体の約50％（5.8時間程

度）を占めている。しかし、効果的な看護管

理能力の育成を行うためには、講義の時間数

を短縮し、演習やグループ・ディスカッショ

ンの時間を増やす必要性が示唆された。例え

ば、「国の動向と課題」に関する講義を事前

学習化することや、「他職種からみた保健師

管理者に求める役割・行動」に関する講義を

削除することが考えられた。また、「事例報

告」に関する講義は削除して、演習やグルー

プ・ディスカッションの時間を増やし、参加

者自身の看護管理実践 
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報告をベースとしたグループ・ディスカッ

ションを行うことで、リフレクティブ・ラ

ーニングの効果（「振り返り（リフレクシ

ョン）」、「気づき」、「承認からの自信」、 

「多角的思考」）を獲得できる可能性が示

唆された。 

E. 結論

本研究では今年度、都道府県が市町村の管

理的立場にある保健師に対して行う、「根拠

に基づく研修カリキュラム」の開発に必要な

知見を、国内外の文献をレビューし蓄積した。

得られた知見を踏まえ、具体的に 

「根拠に基づく研修カリキュラム」を開発

するとともに、モデル自治体における試行

と評価を行っていく必要がある。 

F. 健康危機情報

総括研究報告書による 

G. 研究発表

1. 論文発表  なし

2. 学会発表  なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得  なし

2. 実用新案登録  なし

3. その他
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平成29年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

分担研究課題「都道府県による市町村管理期保健師研修への人材育成に関する実態調査」 

研究分担者 奥田 博子 （国立保健医療科学院 健康危機管理研究部） 

大澤 絵里 （国立保健医療科学院 国際協力研究部） 

A. 研究目的

 平成 28 年 3 月に公表された厚労省の「保健師に

かかる研修のあり方等に関する検討会」の最終と

りまとめ 1）では，体系的な研修体制の構築に向け

「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」が示

され，研修事業実施者に対し，各研修の対象者や

到達目標とラダーとの関連の明示が提言されてい

る。市町村は都道府県と比べ保健師の人材育成体

制整備が遅れており，なかでも管理期の保健師を

対象とした研修の実施率は低く，高度専門性を求

められる専門職能力育成が課題とされている。「地

域における保健師の保健活動に関する指針」では

市町村保健師への研修の企画・実施は都道府県の

役割とされているが，国の通知の発出後の自治体

の取組は明らかではない。実態を把握したうえで，

都道府県が市町村の管理期保健師の能力強化の推

進に役立つ，方法論を確立することが急務である。

そこで本研究では，全国の都道府県本庁の保健師

の人材育成担当者を対象に，質問紙調査を実施し，

都道府県による市町村管理期保健師研修の実態を

把握し，人材育成の体制強化への示唆を得ること

を目的とする。 

B. 研究方法

全国 47 都道府県本庁の保健師人材育成担当部

署職員を対象に，2017 年 11 月～12 月にかけて，

市町村管理期保健師への研修（以下研修）に関す

る調査票を電子メールで送付，回収した。調査票

研究要旨 

「保健師にかかる研修のあり方等に関する検討会」の最終とりまとめでは，体系的な研修体制の構築

に向け「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」が示され，研修事業実施者に対し，各研修の対象

者や到達目標とラダーとの関連の明示が提言されている。「地域における保健師の保健活動に関する

指針」では市町村保健師への研修の企画・実施は都道府県の役割とされているが，その実態は明らか

ではない。そこで本研究では，都道府県による市町村管理期保健師を対象とした研修の実態を把握し

人材育成の体制強化への示唆を得ることを目的として，2017 年 11 月～12 月質問紙調査を実施した。 

本省による先行調査結果を踏まえ，管理期研修を実施している自治体（36 か所）に対し，研修内容に

関する調査を，未実施自治体（11 ヶ所）には，未実施理由や今後の実施予定などについて質問した。

結果，調査回答数（回答率）は 42（89.4％），内訳は実施自治体 33（91.6％），未実施自治体 9（81.8％）

であった。実施研修で，市町村管理期保健師のみを対象としているものはごくわずかで，意図的な都

道府県保健師との合同の企画であった。研修名称，目標設定，対象の実態は多種多様であり，キャリ

アラダーを活用した目標設定を行っている自治体はごく一部であった。また研修日程は半日～1 日が

約 9 割であった。これらの現状から，人材育成体制強化のため，市町村管理者研修ガイドラインには，

現状の多様性，自治体のニーズを考慮した上で，汎用性の高いツールを示すことが求められている。 
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は，2017 年 6 月に厚生労働省地域保健指導室が実

施した「都道府県による管内市町村保健師の人材

育調査」結果 2）をもとに，平成 28 年度管轄市町村

の管理期保健師研修を開催した 36 都道府県と，開

催しなかった 11 都道府県にわけて，内容の異なる

調査票を配布した。 

調査内容は，研修を実施している自治体には，

平成 28 年度に実施した研修の内容（開催時間数や

対象者，研修目標，予算など），研修を実施してい

ない自治体には，実施していない理由や今後の予

定などを質問した。 

 分析は，数量的に集計が可能な設問に関しては，

単純集計をし，自由記載の回答は質的記述的に分

析をした。 

C. 研究結果

 回答数（回答率）は 42（89.4％）であった。内

訳は，研修を実施している自治体は 33/36(91.6%), 

実施していない自治体は 9/11(81.8%)であった。

研修を実施している 33 自治体から，55 の研修の

報告があった。なお，このうち 14 は名称が「会議」

であり，統括や管理期保健師間の情報共有，伝達，

ガイドラインなどの検討の目的であったが，自治

体では管理期保健師研修と位置づけていることか

ら全ての記述回答を分析に含めた。 

1) 平成 28 年度に都道府県が開催した市町村管

理期保健師を対象とした研修 

 回答のあった，研修の名称，研修目的，対象，評

価方法，研修時間，委託や共催機関に関して一覧

にまとめた。（表１）なお，一部自治体（No15）は，

保健師研修は，各保健所による企画・実施として

いるため，保健所ごとの実施内容について都道府

県が集約した回答である。 

図 1 は，研修開催の形式であるが，43（78.2％）

の研修で，都道府県と市町村の管理期保健師を対

象とした合同研修として開催していた。合同研修

としている理由は，「市町村と都道府県保健師の交

流」（25.7％），「人員確保」，「予算確保」（それぞれ

14.9%），「それぞれ求められる能力が同じである

ため」（14.9％）であった（図 2）。その他にも，「市

町村保健師と県保健師で同じ研修を実施し方向性

の統一を図るため」，「市町村支援を行う県保健所

が，市町村の現状や課題等を把握するため」，など

の理由であった。図３は，研修対象の市町村の種

別の結果である。管内市町村のうち，一般市町村

の保健師のみを対象としている研修は，17（30.9％）

の研修であり，特別区や政令市，中核市などの保

健所設置市も対象としている研修は 30（54.5％）

であった。その他の記載では，例えば「政令市は除

外」「平成 28 年度のみ政令市・中核市を含めて実

施」などであった。図 4 は，研修対象者の職位な

どの設定の結果で，経験年数で設定している研修

が 15（27.3％），職位で設定している研修が 10

（18.2％），その他が最も多く 40.0％であったが，

その具体的な記載として，担っている役割（統括

的な役割，管理的立場）で募集をかけている研修

が多かったが，すべての自治体保健師を対象とす

る(No.29），希望をする保健師を含む（No.34，39.）

研修も含まれていた（表 1）。 

 研修名称が会議であるものを除く，研修の目的

は（表 1），「地域保健活動における管理者の役割

（認識，理解）」「人材育成の推進や実践」「組織横

断的な調整や連携」「危機管理，災害時の能力」「効

果的保健活動の展開」「健康課題解決を図る能力」

「施策立案」「調査研究能力」「表現力」「後輩育成」

などの能力育成をねらったものであった。また，

「保健活動の評価」「地域診断の管理期キャリアに

応じた育成」など，保健師専門能力の基本的スキ

ルが含まれる研修目的も散見された。なお，国の

示すキャリアラダーを目的に提示している自治体

が 1 か所であった。 

 一方，統括的な役割を担う保健師（次期統括保

健師や，統括保健師に相当する保健師を含む）に

特化した研修は 9（16.4％）であった。そのうちの

約半数にあたる 4 は，会議としての開催であった。
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また，これ以外に，研修名や対象者に統括保健師

の明記はないが，研修目的に，統括的保健師が記

載されている（統括保健師に関する技能，知識の

習得を明記）研修が 6（No.3,15,19,21,27,28）あっ

た(表 1)。 

研修の目的設定の根拠は，40（72.7％）の研修

で，自治体の人材育成計画（ガイドラインやマニ

ュアル）に依拠していた。次に対象者（管理期保健

師）のニーズから研修目的を設定していた（35 研

修，63.6％）(図 5)。その他の回答には，都道府県

内と市町村合同の検討会や，都道府県の研修委員

による企画，全国保健師長会県支部からの意見な

どであった。 

 研修の運営方法は，40（72.7％）の研修で，委託

や共催はなく，自治体直営で実施していた(図６)。

委託や共催の運営方法をとっている研修では，委

託先，共催先は，都道府県看護協会，保健師長会都

道府県支部，県立大学等であった。 

 研修日数については，32 研修（58.2%）で，0.5

日（半日）であり，次に多かった日数は，0.5 日超

1 日以下が 15 研修（27.3％）であった（図 7）。管

理期保健師研修の対象者の数は，40～49 人，50～

99 人，100～199 人が対象者となる研修が９，13，

10 と 3 つの回答で半数を占めていた。ただ，10～

19人である自治体もあり，回答の幅が広かった(図

8)。1 回の研修の修了者は，30～39 人が最も多く

（23.6％），次いで，40～49 人（18.2％），10～19

人（14.5％）であった（図 9）。研修の予算は，13

研修（23.6％）で予算なしでの実施で，他は 5 万

円未満（10.9％），5 万円～10 万円未満（18.2%），

10 万円～15 万円未満（12.7％），15 万円～20 万円

未満（7.3％）であった（図 10）。 

研修の企画運営上の工夫として回答のあった，

記述内容の質的分析の結果，「企画」，「運営」，「評

価」の 3 側面で分類できた（表 2）。 

研修の企画をどのように工夫しているのかにつ

いては，検討会や協議の場での検討，関係者や対

象の意見などの反映のほか，全国規模の研修会や

そのプログラム内容などを参考に都道府県で主催

する研修の企画に反映している事例もあった。運

営で工夫している自治体では，レディネスの向上

を意図した事前課題，能動的な学習を意図した演

習を取り入れた内容などの回答があった。 

評価に関する記述は少なかったが，前後評価や，

自己評価結果の分析，結果のフィードバックに活

用している自治体があった。 

研修の企画運営上の課題は，記述内容の類似性

から，研修体系に関すること，研修の運営に関す

ること，評価に関すること，その他に分類された

（表 3）。最も記述回答が多かったことは，体系的

な研修の必要性を認識しながらも，実態は単発，

トピックスの開催になっていること，職位，立場，

能力などの多様性から企画に苦慮している実態な

どが浮きぼりになった。運営面においては，時間

の確保，市町村自治体間での受講者の偏り，予算・

講師などの確保の困難性などであった。評価に関

しては，評価方法がわからないという意見や，評

価が実施できていないことを問題と認識していた。 

2) 平成 28 年度に市町村管理期保健師を対象とし

た研修を実施しなかった都道府県 

 9 自治体では，平成 28 年度には市町村管理期研

修を実施していなかった。平成 27 年度の実施状況

も尋ねたところ，3 自治体は，平成 27 年度には市

町村管理期保健師を対象として研修を実施してい

た。残りの 6 自治体は実施をしなかった理由とし

て，研修の企画・運営の人員不足，指導する（講師

などの）人材不足，研修を実施するための予算の

不足を理由としていた（それぞれ 4 自治体が上記

理由を選択）。また，今後，管内の市町村管理期保

健師を対象にした研修の実施予定の有無について

尋ねたところ，今後実施予定がある自治体は 4 自

治体，実施予定がない自治体は 5 自治体であった。 

３）市町村管理期保健師を対象とした研修の「研

修ガイドライン」への要望や意見 
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 現在，国が主催し全国ブロック研修で実施して

いる市町村管理期保健師を対象とした研修ガイド

ラインへの要望や意見を自由記載で求めた結果，

19 か所（内訳；研修実施あり自治体 17，実施なし

自治体 2）から記述回答があった。要望は，各自治

体の現行の研修との整合性に関すること，研修対

象者や目的の明確化に関すること，企画運営，評

価，その他の要望に整理できた（表 4）。 

都道府県においては，自治体の広域性，研修運

営上の課題（予算，人員含む），過去からの研修実

績の検証結果などから，効果的な研修体系として，

都道府県本庁主催研修，保健所主催管内研修，あ

るいはテーマなどに応じた併用スタイルなど，多

様性がある。「研修ガイドライン」は，都道府県が

主体となって，市町村管理期保健師を対象とした

研修を実施するための指針となるものであるが，

現状を踏まえた上で，参考となるガイドラインを

求める意見があった。また，管理期保健師の研修

対象者の明確化，研修の目的，すなわち市町村管

理期保健師に求められる能力の明確化への要望も

高かった。今後，現行のブロック研修を自治体単

位で実施できるためには，現行研修の内容では実

現可能性が低く，簡素化したアレンジ版を求める

意見もあった。また，具体的なツールとしては，対

象者のニーズを把握するためのツール，評価ツー

ル。全国の他都市における先駆的な取り組み事例

の紹介，講師の確保や情報に関すること，など企

画・運営のための具体的な示唆となるコンテンツ

への要望があった。 

D. 考察

本調査では，都道府県が実施する管内の市町村

管理期保健師を対象とした研修に関する実態を明

らかにした。都道府県が実施する管理期保健師を

対象とした研修の実施割合や，研修対象者の設定

の多様性は，先行研究 3）と同様の傾向であった。

国から保健師の研修のあり方に関する報告書が示

されてからの経過年数が浅く，各自治体の研修の

あり方の検討を含め，現状は模索段階であること

も想定される。研修対象設定の年齢や職位のばら

つきに加え，研修名や対象設定の記述においても

リーダー保健師，リーダー期，管理者，管理期，指

導期，主務者，統括といった，多様な表現が存在

し，職位，年齢の設定も自治体によって相違が大

きい。これらの定義が，自治体下の対象の実態を

踏まえ，なおかつ，受講者を推薦する自治体関係

者や，対象者である保健師自身が共通認識した上

で用いられているのか疑問が生じた。また，管理

期や統括保健師に求められる役割の高度専門性を

高めることがより一層求められている昨今の社会

情勢の中で，対象者の能力，レディネス，モチベー

ションのばらつきは，研修の企画，運営にも，成果

にも課題が生じる。系統的に順序性のある保健師

専門職としての成長発達が確認できるツールとし

てキャリアラダーの開発と提示は過去にもなされ

てきた 4）が，本調査結果から，キャリアラダーの

活用はほとんどないことから，対象者の能力の把

握，その結果に応じた研修の企画にはいたってい

ない実情がうかがえる。 

本実態調査では，市町村の管理期保健師を対象

とした研修に関して，都道府県が企画側，市町村

が研修受講側という，明らかな線引きは見られず，

結果にもあるように，都道府県と市町村の交流や，

研修を開催するための人員や予算の確保上のメリ

ットが理由となるが，都道府県と市町村の管理期

保健師を対象者として合同開催している研修が多

かった。保健師に求められるコンピテンシーに関

する提言 5），経験年数別の職務遂行能力に関する

研究 6），専門能力に関する尺度開発に研究 7）など，

保健師の専門能力に関する研究は多く取り組まれ

てきているが，市町村管理期保健師に求められる

能力や特性を明確化することも求められる。 

市町村管理期保健師を対象とした研修のための

ガイドラインに対する要望の中には，都道府県単

位による研修の企画・運営は，他の都道府県との

交流の機会を失うためデメリットとして指摘する
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回答もあり，先に述べた，現行都道府県のほとん

どが，意図的に県と市町村管理期保健師を区別せ

ず合同研修としていることは，研修を能力形成の

場とするだけではなく，同等の立場の保健師間の

ネットワークの構築や，他都市自治体との情報交

流の機会としてのニーズともいえる。 

 研修の日数に関しては，現在，多くの研修は半

日～1 日の研修となっており，研修内に演習やグ

ループワークをとりいれた効果的な研修を実施す

るには，日数が足りないと考えられる。研修の選

択と集中を実施し，少なくとも 2 日間の研修を確

保できるようにする必要がある。研修目的，目標

の設定では，開催日数に比して，ねらいとする設

定が多い，あるいは高いと読み取れる研修がみら

れた。中には，研修テーマ，内容，趣旨のみが記述

されているケースや，目的・目標の連動性が不明

確な事例も散見された。これらは，自治体の要項

上の抜粋であるため，研修案内などの通知におい

ては，具体的な目標の提示と，目標を到達するた

めの研修内容となっていることも想定されるが，

管理期研修は，実施時間数が半日～1 日以内が多

い実態から，中長期的な展望のもと，各年度，ある

いは，各回の開催研修の目的，目標を焦点化し，経

年的なスパンの中で，管理期保健師に求められる

多様な能力の習得が可能となるような研修体系の

確立が望まれる。 

E. 結論

厚生労働省「保健師にかかる研修のあり方等に関

する検討会」最終とりまとめ（平成 28 年 3 月公

表）では，「自治体保健師の標準的なキャリアラダ

ー」が示され，自治体保健師の人材育成の一層の

推進と，研修事業実施者が，研修対象者の設定や

到達目標をキャリアラダーと関連して明示させる

ことが提言された。しかし，市町村管理期保健師

を対象とした研修を実施していない治体が，約 2

割に相当する 9 か所であり，そのうち，約半数は，

今後も開催の予定がないとする。その理由の多く

が，運営予算や講師の確保，研修運営の人材不足

などであり，教育・研修の機会の均等性について

の対策が急務である。一方，すでに市町村管理者

研修を実施している自治体の多くは，市町村に特

化した研修の実施ではなく，都道府県の管理期保

健師との合同による研修スタイルである。また，

実施においては，受講対象者の能力などのニーズ

に基づく企画は少なく，研修対象者の設定や内容，

方法にばらつきが大きい。主催自治体は，企画，運

営，評価のいずれの面においても課題を認識しな

がら，工夫を重ねている現状が明らかになった。

今後，本研究班で示されるガイドラインでは，こ

れらの自治体での研修の現状や要望を考慮し，多

様性のある自治体が活用可能な汎用性の高いガイ

ドラインを提示することが求められている。 
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表 2 企画・運営上の工夫 

1.企画面の工夫

1）人材育成に関する検討会等による企画 

・保健所の統括保健師会議で原案作成，大学看護学科の先生や看

護協会など関係団体も含めた保健師人材育成検討会において検討 

・研修内容や講師については，保健師現任教育の現状や課題を参

考に案を作成し，保健師現任教育検討会において決定している 

・保健師指導者育成支援検討会（構成員：保健所保健師，本庁保

健師，大学教員）の設置（５回/年）保健所保健師は研修サポータ

ーとして企画，評価を担う。研修では，講義及びグループワーク

のファシリテーターを実施。大学教員はスーパーバイザーとして

位置づけ 

・県保健師人材育成業務検討会を通し市町保健師と情報交換を行

い，市町の課題等も把握して研修内容に反映できるよう工夫して

いる 

２）関係者(機関など）の意見を踏まえた企画

・内容は，本県で課題と考えられる点を中心に，係内で話し合っ

て決定している 

・参加者アンケートを参考に，研修委員で検討

・本庁の研修企画担当が１名のため，定例で開催する保健所統括

との会議で研修の企画・評価を実施している 

・共催の機関との意見交換により研修内容や講師を決定している

・担当者が係長級であり，管理期の課題・悩み等をイメージしづ

らいところもあるため，研修の検討にあたっては県統括保健師と

相談し決定している 

・保健所では定期的に市町村を含む保健関係者連絡会を開催し，

市町村保健師に必要な研修内容や講師等の情報を本庁担当者に提

供する体制となっている 

・研究的な取り組みへ展開できるよう大学と共催で企画

３）自治体ガイドラインに沿った企画

・県保健師人材育成ガイドラインに示す管理期に求められる能力

を意識し研修内容および講師を決定する 

４）対象特性等をふまえ

た企画 
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・管内保健師が課題と感じていることや市町での取り組みに差が

ある活動領域（人材育成･災害対策）をテーマに設定し，情報提供，

交換が出来るようにした 

・管理期保健師に求められる能力や基本理念に加え，担当分野，

役職を超えた共通テーマである「人材育成」と「危機管理」をテ

ーマに選定した 

・市町村の規模が違うため，組織内における保健師の位置づけや

立場が異なることをふまえて企画する 

・研修対象者の経年的な参加が見込まれることから，研修内容は

3 ヵ年で計画するなど，継続性のある内容を企画する 

・市町村保健師連絡協議会研修と重ならない企画を行うととも

に，業務領域を問わず全般的に保健師等の専門性に関連する内容

となる工夫をしている 

・所属において統括的な役割を担う保健師として明確な位置づけ

がされていなかったり，代表保健師の経験年数がすべて管理期保

健師ではないことをふまえ企画する 

・平成２５年度に実施した獲得能力調査結果から不足していると

ころを中心に企画をする 

・市町や保健所の管理期保健師が課題としている内容を取り上げ

た 

・参加者の関心が高いテーマ設定

・前年度のアンケート結果を受けて内容を検討する

・その時にタイムリーな内容

・リーダー期は幅が広いため，リーダー期前期・後期向けの企画

を隔年で行い，参加は管理期であればどちらでも参加可能として

いる 

（例）２８年度リーダー後期向け，２９年度リーダー前期向け 

５）既存研修等の活用による企画

・日本看護協会の市町村統括保健師人材育成プログラムに基づい

て実施 

・全国保健師長研修会やブロック保健師等研修会等のプログラム

を参考に，新しい内容を取り入れる 

・保健師中央会議の資料を参考に，研修内容，講師を決定した

・平成 28 年度については中国四国ブロック保健師等研修会と兼ね

て企画した。 

以下、省略
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表 3 企画・運営上の課題 

1.企画・目的設定，研修体系に関すること

1）目的設定の課題 

・研修によって獲得する能力が明確になっておらず，例年，地域保

健をめぐる動向を踏まえた目的設定（トピックス的な内容）となっ

ている。 

・年 1 回の単発的な研修会に終わっており，人材育成計画の中で系

統的な位置付けができていない。 

・単発で開催していることが多く，能力に基づく体系的な研修とし

ていく必要がある。 

・国保連合会と検討して内容を決定しているが，トピックス的な内

容となっている。 

・研修というより情報伝達や情報共有，保健所主催の研修内容につ

いての意見交換等会議の要素が強い。 

・本研修は，新任期保健師の現任教育の推進に焦点を当てた内容と

なっており，毎年度，テーマを変え単発で実施しているため，管理

期保健師が自らの役割を学び，役割を果たすためのスキルアップの

内容となっていない。このため，市町村保健師が管理期としての役

割を学ぶとともに，役割を果たすために必要なスキルアップが図れ

るような目的，内容とする必要がある。 

・本研修は複数回受講可能としているため，毎年同じ内容では実施

できないこと，国の動向を踏まえ管理期として必要な人材育成やマ

ネジメントを実践に結びつけるための企画とすることが必要

2）体系的な研修の確立 

・研修に関する企画会議等を実施することが望ましいが，現状では

他所属の保健師の意見も聞きつつ，係内で決定している状況 

・企画会議等で検討することが望ましいが，実際には前年度の評価

を元に，係内で検討している状況である 

・本県の保健師現任教育は新任期を中心として行ってきたが，キャ

リアラダー，キャリアパスを活用した体系的な研修体制により研修

を実施できるよう，市町村と共に検討していく必要がある 

・具体的な研修内容について検討されていないため，体系的な研修

企画ができていない。 
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・「県保健師人材育成マニュアル」の研修体系に沿って実施してい

るが，これは県保健師を対象としたマニュアルであり県が実施する

研修は市町の保健師のみに重点を置いた研修とはなっていない。 

・キャリアラダー（作成中）と連動した，研修体制の見直し

・災害のテーマは受講率が高いが，保健師の人材育成体制整備等の

災害以外の分野は受講率が低くなる傾向がある。興味のあるジャン

ルのみ研修を受講するのではなく，管理期の人材育成の一環として

研修を受講するシステムづくりが必要である。 

・準備・企画・実施・評価に保健所統括の協力を得ているとはいえ，

本庁での担当者が１名で，保健師専門研修や関係団体等との研修も

全てを担当するため負担が大きい。しかし，委託ではなく直営です

ることでＯＪＴとの連携が図りやすいという考えから，現在の体制

を継続している。 

・事業の組み立てや評価に向けての研修に重点を置いているが，施

策化に向けてのリーダーの役割とはどういうものか，資質の向上等

も含めて研修内容にどうシフトしていくか検討が必要 

・他に県内の管理期の保健師が一堂に会す場がないため代表者会

議の意味合いを含んだ開催となっているが，所属によっては受講履

歴を管理している現状があり，研修の位置づけを明確にする必要が

ある 

3）他の関連する研修と

の整合性 

・他機関が主催する管理期対象の研修とのすみ分け

・市町保健師向けの研修は市町保健師協議会主催でも実施されて

いる 

・県型管理期保健師との合同開催にしているが，市町村に特化して

内容を深めることも検討する時期にきているか 

4）対象者の経験，立場などの差に関すること 

・受講者の職位にバラつきがあり，受講者のモチベーションの違い

等が生じたことから，対象者の明確化が必要 

・統括保健師自身の意識の差や所属する組織内で共有ができてい

ないことへの働きかけをどうしていくか 

・市町村によっては，対象となる「管理者」がいない市町村もあり，

現ガイドラインでは研修会の対象からは外れている 

以下、省略
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表 4 ガイドラインへの要望や意見に関する自由記載 

1.各自治体の現行研修体系等との関連性に関する意見

1）全県研修と，保健所管内研修との連動，県と市の合同開催への適応可能性の考慮 

・ 本県では広域という地域性から，保健所においても市町村保健師を対象としたキャリア別

研修を実施している。全県下１回の集合研修では，必要な対象者が受講できない可能性があり，

保健所ごとの研修と集合研修を重層的に実施するなど，地域の実状に合わせて運用できるよう

な「研修ガイドライン」を希望 

・本県では本庁における集合研修だけではなく，保健所単位ごとに管内市町村の研修を実施し

ている。保健所単位の研修を組み合わせることで，市町村の管理者が抱える課題を集約し，実

態に合わせた研修を効果的，効率的に運営できる。OJT と組み合わせた集合研修を実践するた

めには，市町村保健師の身近な保健所を含めた体制整備が必要 

・本県では，県で市町村の管理期保健師研修を行ってきたが，平成 24 年度に現任教育体系を

つくり，保健所単位で年複数回の管理期研修を行ってきた。平成 28 年度に県保健師現任教育

マニュアルを改訂し，キャリアラダーを取り入れた研修の体系に変更した。ガイドライン開発

にあたっては，本県のように既に行っている自治体にも参考となる内容を期待する 

・保健所が実施する管内市町村支援研修の企画にも活用できるもの

・予算と指導者の人材確保の現状から，市町村の管理期保健師のみを対象とした研修を企画・

運営することは困難であり，県と市町村が合同で学ぶ内容にしていただきたい 

2）OJT における能力獲得と Off-JT との連動性の明確化 

・保健活動の現場（OJT）において，個々の保健師のキャリアアップを図るために，管理期保

健師が身につけるべきスキルを習得できるような，或いは，スキルを示していただけるような

研修ガイドラインの内容を期待する 

・研修は重要ですが，それが OJT と連動することで，より効果を発揮すると考えています。

OJT と Off-JT の連動について示唆をいただける内容をお願いしたい 

2.研修対象，目的の明確化に関すること

1）管理期保健師の対象の明確化（統括保健師との区別化含む） 

・管理期保健師は幅広い状況にあることから，対象の明確化が必要

・管理期保健師研修は，統括保健師の育成も含まれるのか，別枠として考えるのか，明確に示

していただきたい 

・統括保健師とそれ以外の管理期保健師の研修を分けて企画する際に参考となる内容

2）市町村管理期保健師のスキル，スキル獲得のための具体的内容の明確化 

・市町村の管理期保健師の役割をお示しいただくとともに，どのような研修が必要かについて

例示いただきたい 
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・管理期保健師の研修として，実施が望ましい内容について示していただきたい

・管理期研修は手探りで実施しているので，モデルプログラムがあるとよい

3.研修の企画運営に関すること

・キャリアラダーに対応した研修の企画の仕方（考え方）の解説

・キャリアレベルに応じた研修企画のあり方

・研修企画のため市町のニーズや実態を把握できるアンケートの骨子を示してほしい

・把握したニーズや実態に応じた，取り組むべき研修の企画案を示してほしい

・研修企画のための情報収集や相談できる機関などの紹介

4.研修評価に関すること

・研修の評価方法についても示していただきたい

・長期的な視点での人材育成に活用できる研修評価の視点

・研修の評価について，評価の根拠となる指標を明示してもらいたい

・到達度について，人によって判断が異ならないような記載をしてもらいたい

・都道府県単位で開催が可能な内容としての評価項目など研修の効果が目に見える内容

5.都道府県主催による管理者研修実施可能性を高めるための要望

1）現行研修の簡素化 

・現行実施している研修内容，課題では，都道府県での実施は困難である。実践的な研修の明

示（課題の簡素化含む）を希望する 

・ 都道府県単位で企画する場合，現行の「市町村保健師管理者能力育成研修」の内容の実施

は難しい。特に，講師やグループワークのファシリテーターを確保することが困難であるため，

簡略したプログラムの提示をお願いしたい 

2）他都市，先駆的自治体事例の紹介 

・研修に活用できる先進事例などのツール

・各都道府県で実施されている研修内容の紹介

・先駆的な実践事例（企画から実施，評価）等

3）講師の確保や情報に関すること 

・ガイドラインだけでなく，県で実施する際の講師派遣，また講師となりうる人材育成をお願

いしたい（国立保健医療科学院の管理期研修受講者の増員等） 

・ 全国から国立保健医療科学院など講師依頼が集中するのではないかと懸念している

6.その他

・ 全国の保健師との交流の機会がなくなることが残念との意見もある

・都道府県の管理期保健師のガイドライン開発を望む
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平成 30年度 厚生労働科学研究費補助金〈健康安全・危機管理対策総合研究事業〉 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担研究報告書 

分担研究課題 

「県による市町村保健師研修の実態調査・分析と実施体制モデルの構築」 

研究協力者：小 島 亜 未（国立保健医療科学院 生涯健康研究部） 

研究要旨 

 先駆的人材育成を行っている都道府県本庁の保健師の人材育成担当者を対象に，ヒアリン

グ調査を実施し，都道府県による市町村管理期保健師研修の実態を把握し，人材育成の体制強

化への示唆を得ることを目的とした。 

 その結果、保健師の能力を引きあげ，地域保健を効果的に進めるために，今後ますます，人

材育成体制の充実・強化が求められ，それには，都道府県と市町村との連携，教育機関，自治

体組織間との連携，予算やマンパワーの確保が重要な要因であることが明らかになった。課題

として，市町村の規模やそれに伴う能力やニーズの差により，研修内容の決定に苦慮したり，

管理者という意識が低く，研修会をしても管理期保健師の次世代育成への意識も低く，意識改

革が課題としている点もみられた。また，小規模市町村への支援や個別性を配慮した人材育成

の強化が今後ますます期待される。 

研究協力者：大 澤 絵 里（国立保健医療科学院 国際協力研究部 ）

A. 研究目的

 平成 28 年 3 月に公表された厚労省の「保健師

にかかる研修のあり方等に関する検討会」の最終

とりまとめ 1）では，体系的な研修体制の構築に向

け「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」が

示され，研修事業実施者に対し，各研修の対象者

や到達目標とラダーとの関連の明示が提言されて

いる。市町村は都道府県と比べ保健師の人材育成

体制整備が遅れており，なかでも管理期の保健師

を対象とした研修の実施率は低く，高度専門性を

求められる専門職能力育成が課題とされている。

「地域における保健師の保健活動に関する指針」 

では市町村保健師への研修の企画・実施は都道府

県の役割とされているが，国の通知の発出後の自 

治体の取組は明らかではない。実態を把握したう

えで，都道府県が市町村の管理期保健師の能力強

化の推進に役立つ，方法論を確立することが急務

である。そこで本研究では，先駆的人材育成を行

っている都道府県本庁の保健師の人材育成担当者

を対象に，ヒアリング調査を実施し，都道府県に

よる市町村管理期保健師研修の実態を把握し，人

材育成の体制強化への示唆を得ることを目的とす

る。 
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B. 研究方法

人材育成に関して先駆的に取り組んでいる 5 か

所（A 県，B 県，C 県，D 県，E 県）の保健師人

材育成担当部署職員を対象に，2019 年１月にヒア

リング調査を行った。調査内容は，平成 30 年の研

修の開催回数や内容などの開催状況，研修実施体

制，人材育成に関して工夫している点，課題点等

である。対象者には，事前にヒアリングの趣旨お

よび内容を説明し，同意を得て行った。また同意

を得てインタビュー内容を IC レコーダーに録音

した。録音した内容は逐語録を作成し，目的に沿

って内容の分析を行った。 

C. 研究結果

A 県 

１． 研修内容と工夫点 

 管理期（リーダー）１日，管理期（統括保健師）

0.5 日で実施している。講義と演習を行っている。 

市と保健所に実践報告をしてもらうなどできるだ

け，自分たちのところで生かしてもらえるような

内容を取り入れたりして研修を工夫して組み立て

ている。 

２． 実施体制 

 豊富な担当者のマンパワーは確保できている。

また，人材育成に係る予算の確保もできている。

人材育成の方針は県医療福祉計画課が主催し，市

町村の関係者と検討する場で行われている。人事

との人材育成体系との関連はない。 

B 県 

１． 研修内容と工夫点 

 管理期Ⅰは１日本庁，管理期Ⅱは２日本庁で行

っている。研修は独立しており会議とセットでは

なく，研修内容は講義と演習形式である。本庁が

企画する研修が他機関の研修と重ならないように

設定したり，市町の事業と重ならないように年度

当初に計画票を出して調整している。また，参加

しやすい曜日設定を工夫している。 

２． 実施体制 

 担当者は本庁の統括保健師と主幹の２人で企

画・運営し，事務のチーフが補佐している。OJT

を含めたプリセプターの反省会を市町と大学と合

同で実施しており，連携はとれている。保健師人

材育成評価検討会（大学，職能団体，県，市町）で

人材育成ガイドラインの策定や研修に関する評価

を行っている。この保健師人材育成評価検討会で

研修等の方針を決定している。市町村や人事部門

との連携は十分とは言えない。市町では人材育成

ガイドラインも十分に策定していないのが現状で

ある。課題としては，管理期・統括保健師は自治体

の人口規模の違いにより経験や能力に大きな差が

生じている。このため一緒に研修をしても参加者

にかなり温度差があるのが現状である。 

C 県 

１． 研修内容と工夫点 

 年に 1 回 0.5 日で実施している。市町および県

に勤務する保健師のうち 10 年以上の者と希望す

る者を対象に実施している。講義とグループワー

クの内容で一部マネジメント能力についても取り

入れている。 

参加しやすい時期を考え日程を設定し，早めに周

知していることや，より身近に管理者としての立

場を理解してもらうことを狙いとして，講師に内

部の保健課長を選定していることも工夫点の一つ

である。 

２． 実施体制 

 看護大学等または市町村との連携については，

新任期において保健師人材育成業務検討会で県，

市町，看護系大学，看護協会等のメンバー構成で

協議体を設けているが，管理期においては今後検
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討していく予定である。人材育成体制の維持・強

化をめざした組織体系を明文化し，人事部門との

連携もうまく進めている。人材育成に係る予算の

確保はできている。人材育成体制に関する資料を

わかりやすく作成し，担当部署に説明することに

より予算獲得している。 

D 県 

１．研修内容と工夫点 

「管理期保健師研修会」ではその時どきのトピッ

ク講義・演習を実施している。開催時期は，議会等

の多忙な時期を避け，多くの出席が望めそうな時

期を設定し行っている。 

２．実施体制 

研修担当は，健康づくり支援課の保健師２名が

担い，適宜副技官がサポートしている。 

人材育成の方針などを決定する場として「千葉県

保健師現任教育推進会議」を２回／年設けている。

研修に係る予算確保もできている。 

課題としては，「管理期保健師研修」の内容と呼び

かけする対象の範囲について検討していく必要で

ある。 

E 県 

１． 研修内容と工夫点 

管理期立場にある保健師を対象に研修を行って

いる。１回の研修での開催日数は 0.5 日である。

人材育成に関しては，人材育成の中核である保健

所担当１名が担っているが関係機関と連携し進め

られている。上司が保健師であり，理解や支援が

得られやすいという側面もある。関係機関や市町

村とは日頃から密にやり取りをし，業務上や人材

育成に関する課題やニーズを把握するように努め

ている。 

２． 実施体制 

人材育成の中核を担う保健所が現任教育研修の

企画，実施，評価・検討を行っている。さらに研修

責任者の立場で保健所実施研修への助言等を行っ

ている。人材育成の方針は保健師現任教育運営会

議で看護大学の先生に参加いただき意見をもらっ

ている。平成 29 年度からは県と市の管理的立場に

ある保健師が参集し，管理期会議を行い，その中

で研修などの方針を決定している。自治体の人材

育成では，現任教育マニュアルは市町村とともに

作成してきており連携はできている。反面，保健

師現任教育マニュアルを活用しているところもあ

ればそうでないところもあり市町村規模により差

がある。予算は確保できている。課題としては，管

理的立場にある人の管理期であるという自覚がま

だまだ低く，今後，管理期にある人の次世代育成

などの意識を高めてもらうことが必要であると考

えている。 

D. 考察

 保健師の能力向上は，自治体の保健福祉への質

の向上に大きな影響を及ぼすことから，保健師の

人材育成のあり方の検討を含めた保健師人材育成

体制の構築は極めて重要である。本研究では，先

駆的に人材育成体制の整備に取り組んでいる都道

府県に対し，体制整備および強化の現状について

明らかにした。 

１． 都道府県と市町村との連携推進 

今回，ヒアリングをおこなった県ではほとんど

のところが，市町村と人材育成について協議，意

見を交換する場を設けていた。また，その場では

各研修会の企画や反省会，評価だけではなく，人

材育成の方針などの確認・決定がなされる場とし

て設けられていた。このように，定例に検討する

場を通して連携を推進が図れているものと考える。

これにあわせ村嶋は，市町村からの相談対応体制

を整備する必要性を指摘している２）。今回，E 県

では，市町村保健師から日頃の活動で困っている
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ことや研修に対するニーズなどを，日頃のかかわ

りの中から聞き出しているといった日頃の関係性

の中から把握していた。このように市町村の実態

を常に把握するようにすることが重要である。さ

らに，把握した地域の課題を研修会などに反映・

活用していくことが，市町村の現状の沿った人材

育成につながるものと考える。 

２． 教育機関との連携推進 

 全国保健師教育機関協議会の調査結果は，多く

の大学で教員が地元自治体の研修に講師として協

力していることを報告している。一方で，教育機

関は，保健師の現任教育の研修内容の構築までは

関わっていないことについても述べている３）。こ

の現状の中，島田は，教育機関と自治体が組織的

かつ定期的に協議する場を活用して連携すること

が効果的であると指摘している 4）。 

今回ヒアリングした 5 県のうち，３県が，看護

系大学が協議体のメンバーとなり，意見や助言を

得ていた。そして，１県は新任期の人材育成では

教育機関の参画はされており，管理期に関する検

討会の協議体における教育機関の参画も今後実施

していくこととなっている。地元の教育機関が研

修体系の構築に協力することにより「自治体保健

師との連携が強化される」「大学としては地域貢献

の役割を果たせる」などのメリットがあることが

言われている。このことから，研修体制の構築強

化には，教育機関の人材育成における積極的な関

わりが重要であると考える。 

３．自治体組織間の連携推進 

各自治体において，保健師の人材育成に関連す

る各部署との連携が重要である 5）。今回，C 県で

は，人材育成体系において人事担当部署との連携

し取り組んでいた。そして，C 県保健師人材育成

体制についてわかりやすく整理しまとめた資料を

人事部門に提示し，協議，納得を得ていた。C 県

全体の人材育成会議や総務人事との会議に出席し，

人材育成方針の整合を図るなどの連携体制をしく

等，今後自治体組織間の連携体制の整備が求めら

れると考える。 

４．予算の確保と豊富な担当者のマンパワー 

 連携以外の人材育成体制の強化のうえで必要で

ある要因として，予算の確保とマンパワーが挙げ

られた。人材育成に係る研修の開催にあたり，講

師謝礼や旅費，資料印刷等に係る消耗品費など，

必要最小限の予算を確保しており，予算の確保に

おいては，上司の理解，他課への理解を得るため

の資料を作成し予算要求していた。このように，

充実した研修を行う上で予算の確保は必要である

と考える。 

 また，管理期の人材育成を行う上で，人材育成

のビジョン，目標に沿った内容の企画，運営，評価

など一連の作業を丁寧に行う必要があり，そのう

えで，担当者の数や質が求められる。今回，マンパ

ワーが整っている県が多く，担当者のみに任せる

のではなく，同担当課の統括保健師や県庁保健師

等が助言，フォローする体制が整えられていた。

このことから，人材育成体制を充実・強化させる

ための必要な条件として，予算と人材の確保があ

ると考える。 

５．人材育成体制上の工夫と課題点 

ヒアリングを実施したそれぞれの県が研修会や

人材育成に関して，市町村などの研修対象者が参

加しやすい日時を設定調整したり，人材育成のビ

ジョンや現状の課題やニーズに基づいた研修プロ

グラムの企画を行い工夫していた。効果的な体制

構築の上で，全体だけでなく，個別性にも配慮し

たきめ細やかな人材育成が重要である 2）。今回，

個々の保健師の業務経験や研修受講履歴を記録し，

その内容を上司との面談等で共有していた。さら

に獲得した能力だけでなく，自らの目指す保健師

像や将来ビジョンなどを明記することによって、

目標に対する評価や意識向上を図ることが重要で
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ある。 

課題として，市町村の規模やそれに伴う能力や

ニーズの差により，研修内容の決定に苦慮したり，

管理者という意識が低く，研修会をしても管理期

保健師の次世代育成への意識も低く，意識改革が

課題としている点もみられた。規模の小さい自治

体における保健師人材育成の支援は今後の重要な

課題であり４），また，同規模間の自治体同士の連携

も必要になってくると思われる。 

E．結論 

 保健師の能力を引きあげ，地域保健を効果的に

進めるために，今後ますます，人材育成体制の充

実・強化が求められ，それには，都道府県と市町村

との連携，教育機関，自治体組織間との連携，予算

やマンパワーの確保が重要な要因である。 

 また，小規模市町村への支援や個別性を配慮し

た人材育成の強化が今後ますます期待される。 
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表1　都道府県による市町村保健師研修に係る実施体制（ヒアリング結果）

A県 B県 C県 D県 E県

協議会の有無
現在休会中

あり（保健師人材育成評価

検討会が役割を兼務）
なし あり あり

〇 △ 〇 〇

（担当者、統括各1人）

予算 〇 〇 〇 〇 〇

県と市町村との話し合いの場 県 県＋市町村＋大学 県+市町村 県＋市町村＋大学 県＋市町村＋大学

人事との人材育成体系との関連 なし なし あり なし

実施主体 本庁とりまとめ 本庁とりまとめ 本庁とりまとめ 本庁とりまとめ

その他

管理期研修 1.0×管理者研修（管理

期：リーダー）

0.5管理期研修（統括保健

師）

管理期Ⅰ：1日本庁、

管理期Ⅱ：2日本庁、

健康危機管理研修：1日本

庁

0.5/日本庁 0.5/日×各保健所

保健師現任教育推進会議保健師人材育成評価検討会 県と市の管理的立場にある

保健師が参集する管理期会

議

保健師人材育成業務検討会

豊富な担当者のマンパワー

人材育成の方針をどこで決定しているか 県医療福祉計画課が主催

し、市町村の関係者と検討

する会議

大学、市町村、職能団体と

連携を図っている

人材育成の中核となる保健

所

熱意をもってされている 日頃からの市町村との関係

を大切に連携をとっている

人事課との連携体系がとれ

ている
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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

「管理的立場にある市町村の保健師の人材育成に関する研究」 

分担研究課題 

「管理的立場にある市町村保健師の人材育成に関する教育機関のあり方」 

研究分担者：佐伯 和子（北海道大学大学院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究協力者：平野美千代、水野芳子（北海道大学大学院） 

研究要旨 

市町村の管理的立場にある保健師の人材育成体制の整備にむけて、都道府県庁と教育

機関の連携と協力体制のあり方を検討する必要がある。そこで、①教育機関の現任者人

材育成への関与の実態、②市町村の管理的立場にある保健師の人材育成体制について教

育機関および自治体の考えを明らかにすることを目的とした。 

方法は、国内のすべての看護系大学ならびに保健師教育機関 265施設の公衆衛生看護

学または地域看護学の教育を担当する責任者に質問紙調査を行い、さらに、4 都道府県

庁の保健師の人材育成担当者に面接調査を行った。調査は所属機関の倫理審査委員会の

承認を得て実施した。 

結果は、教育機関の自治体保健師を対象とした人材育成へ関わりでは、｢研修会｣が最

も多く、次いで「検討会・委員会」で、うち、所在地の自治体とは 8 割以上が関わりを

持っていた。所在地の都道府県での「管理的立場にある市町村保健師」の人材育成につ

いて、教育機関の役割分担の考えは、「組織ではなく、現任者人材育成を専門とする教員

が中心となる」が最も多く、役割遂行の意識は、「依頼されたらできる限りかかわってい

きたい」が多かった。 

自治体への面接調査では、看護系教育機関と都道府県との連携で最も多かったのは現

任教育でのかかわりであり、研究的かかわりや継続的人材育成への関わりが期待されて

いた。 

今後、管理的立場にある市町村保健師の人材育成体制構築のためには、①現在の現任

教育の支援体制を発展させ、②都道府県が体制整備のための準備段階から評価までの過

程を大学と協働するという認識を持って大学に積極的に働きかけ、③大学は公衆衛生看

護管理について教育力を強化する必要性が示唆された。 
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A.研究の背景・意義

少子高齢社会の進展に伴い、地域の健康

課題は複雑多様化しており、課題解決に向

け、保健師の能力強化が必要とされている。 

 特に、市町村は対人支援の業務が多様化

し、保健師数が増加し分散配置が進んでい

る。また、人材育成上、新任期の保健師を

はじめとして 20 代の経験の少ない保健師

の割合が増加する一方、中堅期保健師の働

き方も考慮しなければならない。さらには、

組織改革により、保健師が管理的職位につ

くことも増えている。 

このような状況下において、管理的立

場にある市町村保健師は、地域保健活動を

推進する上で重要な役割を担っている。管

理的立場で仕事をするためには、よりマネ

ジメント的な能力や政策的な能力が求めら

れる。組織管理、人材管理、業務管理、政

策立案と交渉など新たな能力を習得し、発

揮するためには、管理者としての人材育成

が必要である。 

研修体制の整備に当たっては、「保健師

に係る研修のあり方等に関する検討会最終

とりまとめ～自治体保健師の人材育成体制

構築の推進に向けて～」で提言されている

ように、自治体と地元の大学との協働によ

る人材育成体制の整備が課題となっている。 

大学と現場の協働については、大学の

教育に関して実習体制の構築では、様々な

取り組みがされている。また、新任期の人

材育成については、大学と現場が課題を共

有して研修に取り組む体制が整備されてき

た。 

しかしながら、市町村の管理的立場に

ある保健師の研修の機会など人材育成体制

は未整備な状況であり、管理者の育成に特

化して、大学と自治体の協力体制を検討す

る必要がある。 

Ｂ.研究目的 

本研究は、市町村の管理的立場にある

保健師の人材育成体制の整備にむけて、都

道府県庁と教育機関の連携および協力体制

のあり方を検討するため、教育機関の公衆

衛生看護管理の教育および現任者の人材育

成への関与の実態、市町村の管理的立場に

ある保健師の人材育成体制についての考え

を明らかにすることを目的とする。 

Ｃ.研究方法 

調査は 2 つの方法で行った。 

＜調査１＞ 

対象は国内のすべての看護系大学なら

びに保健師教育機関の公衆衛生看護学また

は地域看護学の教育を担当する責任者とし

た。 

データ収集は郵送法による無記名自記

式質問紙調査を行った。依頼文に調査の目

的、方法、倫理的配慮について記載して説

明を行い、調査票と同封した。調査内容は

教育機関の公衆衛生看護管理の教育と研究、

現任者の人材育成への関与の実態、市町村

の管理的立場にある保健師の人材育成体制

についての考えなどであった。調査は

2017 年 7 月に実施した。 

分析は単純集計を行い、その後クロス

集計を行った。 

倫理的配慮として、調査への協力は自

由意思によるものとし、調査票の返送を持

って同意とした。 

結果の公表に当たっては、個人や組織

が特定されないようにした。 

＜調査２＞ 

対象は都道府県庁の保健師人材育成担

当者とし、大規模都道府県と中小規模都道

府県の計４都道府県とした。 

データ収集は、都道府県庁の保健師人
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材育成担当者に口頭で説明を行い、内諾を

得た後、文書で調査依頼を行い、調査概要

を文書で説明した。調査開始前に調査の同

意を文書で得た。 

 面接内容は、インタビューガイドに基づ

き、日常的な看護系教育機関(特に保健師

教育機関)との連携、管理的立場にある市

町村保健師の人材育成体制について聞いた。

面接は 1 回、60 分程度で、了解を得てＩ

Ｃレコーダーに録音し、逐語録を作成した。 

分析は、質的帰納的方法を用いて行った。 

倫理的配慮では、調査依頼文には研究

の目的、方法、倫理的配慮、結果の処理等

を明示した。調査への協力は自由意思によ

るものとし、途中で中止することも可能で

あり、同意が得られない場合もなんら不利

益を被ることはないことを説明した。結果

の公表に当たっては、個人や組織が特定さ

れないようにした。 

Ｄ.研究結果 

＜調査１＞ 

配布と回収 

 配布 265 部、回収 112 部（42.3％）、有

効 112 部（42.3％）であった。 

１．回答者の属性 

１）回答者および機関の属性

回答者の職位は教授が 76 人（67.9％）

で 最 も 多 く 、 次 い で 准 教 授 20 人

（17.9％）、講師 7 人（6.3％）であった。 

 学校の種類は大学（看護系大学院あり）

が 74 校（66.1％）で最も多く、次いで大

学（学部のみ）が 28 校（25.0％）であり、

合わせて大学が 102 校（91.1％）だった。 

 学校の設置主体は、私立系が 59 校

（52.7％）で 5 割を超えており、次いで

国立系 27 校（24.1％）、公立系 26 校

（23.2％）だった。取得可能な免許では、

保健師免許は 112 校（100％）すべて取得

可 能 で あ り 、 助 産 師 免 許 は 55 校

（ 49.1 ％ ）、 看 護 師 免 許 は 102 校

（91.1％）であった。 

 保健師教育課程の設置は学士課程（選択

制）が 78 校（69.6％）と最も多く、次い

で学士課程（統合カリキュラム）17 校

（15.2％）、大学院 9 校（8.0％）であった。 

表 1 回答者の属性 N=112 

ｎ ％ 

回 答 者

の職位 

教授 76 67.9 

准教授 20 17.9 

講師 7 6.3 

助教・助手 1 0.9 

教務主任 4 3.6 

その他 4 3.6 

学 校 の

種類 

大学（看護系大

学院あり） 

74 66.1 

大 学 （ 学 部 の

み） 

28 25.0 

専修学校（4 年

課程） 

4 3.6 

短期大学 2 1.8 

専修学校（1 年

課程） 

4 3.6 

学 校 の

設 置 主

体 

国立系 27 24.1 

公立系 26 23.2 

私立系 59 52.7 

取 得 可

能 な 免

許 

保健師 112 100.0 

助産師 55 49.1 

看護師 102 91.1 

保 健 師

教 育 課

程 の 設

置 

大学院 9 8.0 

学士課程（選択

制） 

78 69.6 

学士課程（統合

カリ）

17 15.2 

準学士課程 1 0.9 

その他 7 6.3 
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２）教育機関の教員数

公衆衛生看護学教員数は 3 人が 39 校

（35.5％）で最も多く、次いで 4 人が 30

校（27.3％）、5 人が 22 校（20.0％）であ

った。公衆衛生看護学教員の保健師経験を

みると、保健師経験が 5 年未満かつ行政

経験が 5 年未満の者が在籍している学校

は３校だった。 

３）都道府県内の看護系大学数と自治体数

学校所在地の都道府県内での看護系大

学の数は 1～3 校が 39 校（34.8％）と最

も多く、次いで 11 校以上が 34 校

（30.4％）であった。学校所在地の都道府

県における市町村の数は 40 以上が 50 校

（44.6％）で最も多かった。 

２．政策および公衆衛生看護管理に関す

る教育について 

１）公衆衛生看護学教員による講義の実施

保健師免許を所有している公衆衛生看護

学の教員が、1 コマ（90 分）以上講義を

実施しているものは、「事業計画・事業評

価」98 校（91.6％）、「地域ケアシステム

の構築」97 校（89.8％）と多かった。 

講義の実施が最も少なかったのは、

「｢スーパーバイズ・コンサルテーション｣

17 校（15・7％）であった。 

２）公衆衛生看護学教員が研究として取り

組んだもの 

平成 26 年から 28 年度の 3 年間で公衆

衛生看護学教員が研究として取り組んだも

のは、｢組織管理・人材管理｣の「人材育成

（現任教育）」が 52 校（46.8％）で最も

多く、次いで「ケアシステム」の「地域ケ

アシステムの構築」が 44 校（39.6％）だ

った。反対に、最も少なかったのは｢施

策・政策｣の「予算管理」と｢組織管理・人

材育成｣の「人事管理」で共に 1 校

（0.9％）であった。 

表２ 公衆衛生看護学の教員による講義の実施 

N=108 

ｎ ％ 

ケ ア シ

ステム 

地域ケアシステムの

構築 
97 89.8 

ケアの質の管理 65 60.2 

施 策 ・

政策 

事業計画・事業評価 98 91.6 

業務管理 66 61.7 

予算管理 62 57.9 

公共政策 58 54.2 

組 織 管

理 ・ 人

材育成 

組織管理 56 51.9 

情報管理 60 55.6 

人事管理 42 38.9 

人材育成 (現任教

育） 
42 38.9 

スーパーバイズ・コ

ンサルテーション 
17 15.7 

倫理 公衆衛生看護の倫理 67 62.0 

３．公衆衛生看護学の教員と都道府県の

協力、関係 

１）自治体の保健師を対象とした人材育成

への関わり 

公衆衛生看護学教員の自治体保健師の

人材育成への関わりでは、｢研修会｣88 校

（78.6％）が最も多く、次いで「検討会・

委員会」が 73 校（65.2％）だった。 

各項目について学校の所在地の自治体

との関わりは、｢研修会｣は 88 校のうち 78

校（88.6％）、｢検討会・委員会｣は 73 校

のうち 64 校（87.7％）であり、共に 8 割

以上を占めていた。人材育成の対象となっ

た自治体保健師は「新任者」と「中堅者」

が共に 55 校（49.1％）で最も多く、次い

で「新任者への指導者」44 校（39.3％）

であった。 
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２）学校所在地の都道府県との関わり

所在地の都道府県が主催する「管理的

立場にある市町村保健師の人材育成」の過

程への関わりでは、「所在地での関わりな

し」と回答したものが 62 校（55.43％）

と多かった。「企画」29 校（25.9％）、「実

施」28 校（25.0％）であった。 

日常的な保健所を含めた都道府県と関

わりでは、「実習打合せ」が 97 校

（86.6％）と最も多く、「研修会の講師」

72 校（64.3％）、「検討会や審議会の委

員」70 校（62.5％）、「都道府県職員が学

校で授業を実施」が 69 校（61.6％）の順

で多かった。 

表 3 公衆衛生看護学教員の自治体保健師の人材

育成への関わり（複数回答） N=112 

項目 ｎ ％ 

（再掲）うち 所

在地の自治体との

関わりあり 

ｎ ％ 

検討会・

委員会 
73 65.2 64 87.7 

研修会 88 78.6 78 88.6 

その他 13 11.6 8 61.5 

なし 17 15.2 

表 4 「管理的立場にある市町村保健師の人材育

成」への関わり（複数回答） N=112  

ｎ ％ 

ニーズ分析 17 15.2 

企画 29 25.9 

実施 28 25.0 

評価 13 11.6 

公表 5 4.5 

所在地での関わりなし 62 55.4 

３）所在地自治体との関係

所在地の都道府県の本庁と学校の日常

の関係について、「良好」が 42 校

（38.2％）で最も多く、「とても良好」の

24 校（21.8％）を合わせると 6 割以上で

あった。 

評価の理由について、「とても良好」や

｢良好｣では、｢日常的に相談・協力関係に

ある｣や｢共同研究に取り組んでいる｣、｢就

職情報の共有化｣といった関係の多様性が

あった。それに対して、｢普通｣では｢実習

での関わりにとどまる｣としており、｢やや

不良｣では「実習での関わりはあるが大学

本来の研究的な取り組みがない」と実習以

外での関わりの無さが挙げられていた。 

また、「とても良好」と｢良好｣では、公

立大としての立場に関するもの、｢やや不

良｣と｢不良｣では私立系に関するものとい

った設置主体を理由とする意見があった。 

一方で、「とても良好」の「教員が元自

治体職員なので関係ができている」の中に

は私立大も含まれており、他にも｢良好｣の

「関連機関の委員会でのつながり」といっ

た学校の設置主体に関わらず、個人の経歴

や学外で構築した関係性が挙げられていた。 

所在地の都道府県の本庁との日常関係

では、「とても良好」と｢良好｣を合わせて

｢良好｣とし、｢やや不良｣、｢不良｣を合わせ

て｢不良｣とし、｢良好｣｢普通｣｢不良｣の 3

群で比較した。学校の種類別ではどの種類

も｢良好｣が多く、種類別では回答者が最も

多い大学では 100 校のうち 59 校であった。 

設置主体別では、「国立系」と｢公立系｣

は 7 割以上が「良好」なのに対して、｢私

立系｣では 27 校（45.8％）と少なかった。 

所在地の都道府県内の看護系大学の数

別では、｢良好｣が「１～３校」では 27 校

（69.2％）、｢４～５校｣では 11 校

（78.6％）と多く６割以上なのに対し、

「6～10 校」では 10 校（43.5％）、「11 校

以上」では 18 校（52.9％）とやや少なか

143



った。

表5 所在地都道府県の本庁との日常関係の関連 

良好 普通 不良 計 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ 

学校の種類（N=110） 

大学 59 59.0 33 33.0 8 8.0 100 

専修学校（4年課程） 2 50.0 2 50.0 0 0.0 4 

短期大学 2 100 0 0.0 0 0.0 2 

専修学校（１年課程） 3 75.0 1 25.0 0 0.0 4 

設置主体（N=110） 

国立系 19 70.4 4 14.8 4 14.8 27 

公立系 20 76.9 6 23.1 0 0.0 26 

私立系 27 47.4 26 45.6 4 7.0 57 

所在地の都道府県内の看護系大学の数（N=110） 

1～3校 27 69.2 11 28.2 1 2.6 39 

4～5校 11 78.6 2 14.3 1 7.1 14 

6～10校 10 43.5 10 43.5 3 13.0 23 

11校以上 18 52.9 13 38.2 3 8.8 34 

４．所在地の都道府県での「管理的立場にあ

る市町村保健師」の人材育成について 

１）教育機関の役割分担の在り方 

教育機関の役割分担について、全体では「組

織ではなく、現任者人材育成を専門とする教員

が中心となる」が 44 校（40.7％）で最も多く、

次いで「公立大学が中心となる」29 校

（26.9％）、「全ての大学が平等に役割分担す

る」27校（25.0％）であった。 

次に、人材育成の教育機関の役割分担との関

連をみた。学校の種類別では、大学では「専門

とする教員が中心となる」が 40 校（40.8％）

で最も多く、｢公立大学が中心｣28 校（28.6％）、

「全ての大学が平等に分担」25 校（25.5％）

と続いていた。大学以外は母数が少ないため大

きな差はみられなかった。 

設置主体別では、｢国立系｣「公立系」「私立

系」の全てで「専門とする教員が中心」が 4

割近くを占め最も多かった。次いで、「国立

系」と「私立系」では「平等に分担」と「公立

大が中心」がほぼ同数で別れたのに対して、

「公立系」では「公立大が中心」が「平等に分

担」を上回った。 

表6 教育育関の役割分担  N＝108 

ｎ ％ 

国立大学が中心となる 7 6.5 

公立大学が中心となる 29 26.9 

私立大学が中心となる 1 0.9 

全ての大学が平等に役割分担する 27 25.0 

組織ではなく、人材育成を専門と

する教員が中心となる 
44 40.7 
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表7 人材育成の教育機関の役割分担との関連 

国立大学が中

心 

公立大学が中

心 

私立大学が中

心 

平等に分担 専門の教員が

中心 
計 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ 

学校の種類（N＝108） 

大学 4 4.1 28 28.6 1 1.0 25 25.5 40 40.8 98 

専修学校（4 年課

程） 
2 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 50.0 4 

短期大学 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100 0 0.0 2 

専修学校（１年

課程） 
1 25.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 2 50.0 4 

設置主体（N=106） 

国立系 1 3.7 8 29.6 0 0.0 8 29.6 10 37.0 27 

公立系 2 8.3 8 33.3 0 0.0 4 16.7 10 41.7 24 

私立系 4 7.0 13 22.8 1 1.8 15 26.3 24 42.1 57 

所在地の都道府県内の看護系大学の数（N=106） 

1～3校 1 2.6 14 36.8 0 0.0 10 26.3 13 34.2 38 

4～5校 0 0.0 5 35.7 1 7.1 5 35.7 3 21.4 14 

6～10校 1 5.0 4 20.0 0 0.0 4 20.0 11 55.0 20 

11校以上 5 14.7 6 17.6 0 0.0 7 20.6 16 47.1 34 

２）役割遂行の意識 

都道府県庁が「管理的立場にある市町村保健

師」の人材育成を行う場合に学校が果たす役割

について、全体では「依頼されたらできる限り

かかわっていきたい」60校（54.1％）で最も

多かった。 

次に、都道府県庁が人材育成を行う場合の自

校の役割との関連をみた。学校の種類別では、

大学は「積極的に役割を果たしたい」33校

（32.7％）と「依頼されたらできる限り係わっ

ていきたい」56校（55.4％）を合わせると9

割近くが積極的であった。 

３）支援役割遂行が可能な内容 

「管理的立場にある市町村保健師」の人材育

成に関して、学校として都道府県庁への協力お

よび支援が可能なものは、ニーズの分析86校

（24.1％）で最も多く、次いで評価77校

（21.6％）、企画71校（19.9％）、実施62校

（17.4％）であった。 

表8 学校が果たす役割   N=111 

ｎ ％ 

積極的に役割を果たしたい 34 30.6 

依頼されたらできる限りかかわっ

ていきたい 
60 54.1 

本務に余裕ができたら関わりたい 7 6.3 

自校が担う役割とは考えていない 10 9.0 

５．管理的立場にある市町村保健師」の人材

育成に関与するにあたり希望する支援につい

ての自由記載 

 学校が「管理的立場にある市町村保健師」の

人材育成に関与するにあたり、希望する支援と
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しては、「ニーズの分析と分析後に議論できる

場」や「都道府県本庁や関連機関との協同体

制」、「先進事例の情報提供」が挙げられた。 

また、管理的立場にある市町村保健師の人材

育成には、「管理的立場になる前のあらゆる職

位を含めた包括的な体制が必要」であり「体系

化された人材育成」や「卒後教育、地域でのシ

ステムづくり」といった意見があった。 

他には「管理的立場には大学院修了が望まし

く、保健師側が大学院で学ぶことの重要性を認

識するとともに大学院側の準備を求める」意見

があった。 

６．「管理的立場にある市町村保健師」の人材

育成に関しての自由記載 

 「管理的立場にある市町村保健師」の人材育

成に対して、「大学の中にいると管理的立場に

ある保健師の課題を把握するのは困難」、「自治

体で長く働いた教員がいないと見えにくい」た

め、「管理的立場にある保健師との情報交換」

や「大学が果たす役割について積極的な議論」

を希望する意見があった。 

また、大学としては「卒業生の成長に関与で

きる場であり、一緒に検討することで教員のス

キルアップや実習指導体制の充実につながる」

との意見があった。 

管理的な視点について「管理者としての視点

が重要視されるのであれば専門とする人が必

要」と専門性を重視する意見があった。管理的

な視点を取り入れる時期としては「基礎教育へ

の組み込みが必要」や「新任期からの段階的な

教育のシステム化」が挙がっていた。 

自治体との関係では「大学と現場の双方がお

互いに何を求めるのか模索している時期でない

か」や「大学と自治体の相互学習、共同プロジ

ェクトとして共に育ちあう関係が望ましい」と

の意見があった。また、「自治体組織に対して

管理的立場にある保健師の役割機能と人材育成

への理解を求めるとともに保健師内部での意識

の向上」が挙げられていた。 

＜調査２＞ 

１．聞取り自治体の概要 

 4 つの都道府県の概要は、人口規模は大規模

（300 万人以上）1、中規模２、小規模１であ

った。市町村数は 40 以上１、20 以上２、20

未満１であった。 

都道府県内の保健所数は指定都市や中核市を

含み、10 以上１、10 未満 3 であった。自治体

の保健師数も都道府県の規模と同様に、1000

人以上１、500～1000 人未満２、500 人未満

１であった。 

所在地の看護系大学数は、10 校以上１、5～

9校2、5未満１であった。 

２．日常的な看護系教育機関(特に保健師教育

機関)との連携 

１）現任教育、基礎教育、都道府県の事業、そ

の他における具体的な連携の内容 

 看護系教育機関と都道府県との連携で最も多

かったのは現任教育でのかかわりであった。多

様な研修会の講師を大学に依頼していた。特に

人材育成研修会については、継続的長期的に企

画運営の助言を得ていることや、企画運営に対

してプロジェクト会議のメンバーとしてスーパ

ーバイズを得ていた。また、人材育成にかかわ

る共同研究も実施されていた。 

 基礎教育の面では、実習の調整に関しては、

個々の大学との調整と都道府県内全域の大学と

実習自治体との調整があった。現場から大学に

出向いて、保健師の活動について講義や演習で

非常勤講師を務めていた。 

 都道府県や保健所が行う研修会以外の事業で

は、行政計画や検討会の部会の委員を大学に依

頼したり、行政計画、事業計画策定時に助言を

得たりしていた。 

 一方では、すべての大学と連携をとっている

わけではなく、教員の公衆衛生看護への造詣や
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情熱を考慮して、事業の内容によって選択的に

大学と連携をしていた。 

表9 看護系教育機関と県（本庁）との連携内容 

項目 内容 

現任教育での連携 

研修会の講師 

人材育成研修会の継続的長期的

企画運営助言 

人材育成研修会の企画運営のス

ーパーバイズ 

人材育成にかかわる共同研究 

新人保健師を大学でフォロー 

基礎教育での連携 

現場から大学の講義、演習の講

師 

大学との実習調整 

全体の大学と自治体との実習調

整 

事業における連携 

行政計画や検討会の部会の委員 

行政計画、事業計画策定時の助

言 

弱い連携 深いかかわりをしていない 

２）連携の成果、効果 

 連携の成果については、かかわりの多い人材

育成に関して、大学から人材育成のスキルを獲

得することができ向上していること、大学教員

が入ることでの研修受講者の受講の動機づけに

なり業務への意識が高まると話された。 

 基礎教育に関連しては、連携が図られること

で円滑な実習運営と評価ができること、実践現

場と乖離しないように基礎教育から現任教育／

現任教育での必要から基礎教育の工夫というよ

うに一貫性のある教育が可能になってきたこと、

基礎教育を理解することは新人を理解すること

に有用であった。 

 大学の持つ研究的な視点や手法に関連して、

実務者では気の付かない研究的視点を持ったま

とめができ、それが質の高い分析や事業評価に

つながり、またエビデンスのある政策提言につ

ながっていた。大学と一緒に行うことで先駆的

事業にも取り組めた経験があった。 

 学術的専門的な面では、事業の理論的な土台

を形づくって論理的な整理ができ、専門的また

第三者としての客観的な助言が得られる、その

ことが俯瞰的視点を持ち視野の広がりにつなが

っていると評価されていた。 

 また、大学を通してネットワークの拡大にも

なり、連携によって双方によい関係性ができて

利益があると話された。 

表10 看護系教育機関と県（本庁）との連携の成果 

項目 内容 

人材育成に関して 
人材育成のスキルの獲得、向上 

研修受講、業務の動機づけ 

基礎教育に関して 

円滑な実習運営と評価 

実践現場と乖離のない一貫性の

ある基礎教育の構成に 

基礎教育の理解により、新人理

解に有用 

研究的視点や手法

に関して 

研究的視点によるまとめ 

質の高い分析や事業評価 

エビデンスのある政策提言 

先駆的事業の取り組み 

学術的専門的面に

関して 

事業の理論的な土台の形成と整

理 

専門的、客観的助言 

俯瞰的視点と視野の広がり 

ネットワークの拡

大 

ネットワークの拡大 

双方の良い関係性と利益 

３）連携での困難点 

 大学との連携は有効な点も多いが、大学に対

する敷居の高さや依頼することへの躊躇も見ら

れた。 

大学数が多くなると、教育内容で大学間の格

差が大きくなること、中には大学が強く主張さ

れることで実習受け入れ調整が困難な状況が生

じており、行政からの大学間調整の難しさがあ

った。一方、事業などはすべての大学とではな

く、意思疎通がしやすい大学と連携し、地元以
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外の大学を活用するので問題はないという意識

もあった。 

 その背景には、教員の公衆衛生看護モデルと

しての情熱と保健師活動への理解不足、現場へ

かかわりの消極性があげられた。 

表11 看護系教育機関と県（本庁）との連携の困難 

項目 内容 

地域の資源とし

ての大学 

教育内容大学間格差が大きい 

強い主張で実習受け入れ調整が困難 

意思疎通がしやすい大学と連携する

ので問題はない 

教員に関して 

教員の公衆衛生看護モデルとしての

情熱と理解の不足 

積極的な教員からの現場活動への提

言を 

４）看護系教育機関(特に保健師教育機関)への

期待 

 都道府県本庁の現場から看護系教育機関、特

に保健師教育機関への期待として話された内容

は、連携による成果や効果と重複するものであ

った。 

表 12 看護系教育機関(特に保健師教育機関)への都道

府県本庁からの期待 

項目 内容 

研究的かかわ

り 

データに基づく施策化の示唆 

質的データ分析の協力 

基礎教育の充

実 

学生への保健師の魅力の伝達と志望 

大学、大学院保健師の社会への創出 

現任教育への

関わり 

人材育成への継続的支援 

人材育成方法の指導 

実習における現場の育成 

技術の明確化 
保健師の技術の見える化と技術力の

向上 

情報提供 先進的情報提供 

関係の構築 
地元とつながりのある大学に 

依頼のためらい 

３．管理的立場にある市町村保健師の人材育

成体制 

１）人材育成において、本庁の立場からみての

課題 

 管理的立場にある市町村保健師の人材育成体

制について、都道府県としての役割が未確定で

体制自体も未整備であると認識されていた。特

に規模の大きな都道府県では、情報集約が困難

で市町村の現状についての情報が不足していた。

また、実施にあたっても、保健所で行うには負

担が大きいが、都道府県全体で行うには規模が

大きすぎて実施自体が困難になる可能があるこ

とを心配していた。 

 市町村の管理的立場にある市町村保健師とそ

の環境については、統括的立場の保健師の位置

づけが市町村によってばらつきがあること、統

括的立場の保健師が不在の自治体や組織上の地

位が低い者がいること、事業が多忙なために管

理的立場の保健師自身もゆとりがないこと、ま

た、分散配置のため全体の統率を図ることが困

難であることがあげられた。現時点での管理的

立場の保健師の育成だけでなく、次期の管理的

立場に立つ現在の中堅保健師の育成の課題もあ

げられた。 

 管理的立場にある保健師の具備すべき能力で

あるが不足している能力として、統括者として

のビジョンと仕事の魅力を描く能力、PDCAに

よる事業実施評価能力、人材育成能力、政策動

向の情報収集能力、自己研鑽能力があげられた。

これらの能力は研修や日常の OJTにおいて強化

すべき能力といえる。 

２）実施体制 

 現行での管理的立場にある市町村保健師の人

材育成の実施体制については、都道府県が責任

を持って実施すべきとの考えの下で行われてい

た。その方法はや内容は、都道府県と市町村が

課題を共有して、共同で企画を検討する、都道

府県が作成した市町村管理者育成ガイドライン

に基づいて研修を行う、管理者の会議を研修の
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機会とする、スタッフの育成に関連づけて間接

的に管理者を育成するなどさまざまであった。 

 全県単位だけでなく、保健所でも実施されて

おり、管内のリーダー会議や研修会を活用し、

市町村の管理的立場の保健師育成を図ると同時

に保健所の企画調整部門の人材育成を図ってい

た。 

３）今後の人材育成体制の構築 

 管理的立場にある市町村保健師の人材育成体

制が都道府県の責任になることを想定すると、

国と都道府県との関連については、基本的に管

理的立場にある市町村保健師の研修会は国（ブ

ロック）で行ってほしいとの期待があり、都道

府県はその受講者のフォロー体制を組んで研修

会などを行いたい。もし、都道府県が主体で実

施する場合は、負担が大きいので具体的な標準

プログラムが提案されることを要望された。 

 都道府県（本庁）が責任を持って実施するよ

うなった場合、本庁と保健所の重層的役割分担

を検討する必要があり、都道府県は大学と市町

村をつなぐ役割を担いたいと話された。実施の

ためには、都道府県が作成した人材育成実施の

ためのプログラムが必要であり、都道府県に人

材育成実施のための予算と人の確保がされない

と実施は困難であるとはなされた。方法として

は、現行の会議や研修会を活用して発展させる

ことや管理者人材育成研修を職能団体などに委

託する可能性の検討も話された。 

 今後に向けては次世代を含めた体制づくりも

見通しておくことが語られた。 

 さらに、管理者層は介護などの生活上の課題

も抱えていることがあり、ワークライフバラン

スを確保できる中での人材育成を考えなければ

ならない。 

Ｅ.考察 

１．管理的立場にある市町村保健師の人材育

成への関与の準備性 

管理的立場にある市町村保健師研修会の講師

やスーパーバイズを教育機関に依頼することを

前提に、実際の教育における実施状況から管理

者教育に関与できる準備性を推察する。 

公衆衛生看護管理についての教育力を日常の

講義担当状況からみると、地域ケアシステムの

構築、事業計画・事業評価については、約

90％が自校で1コマ以上の講義を担当しており、

準備性は高いといえる。しかし、ケアの質管理、

業務管理、予算管理、公共政策、組織管理、情

報管理、公衆衛生看護の倫理は 50～60％の範

囲であり、すべての教育機関に期待できるわけ

ではない。人事管理、人材育成（現任教育）は

40％弱であり、スーパーバイズ・コンサルテー

ションは 20％未満であった。これらの内容は

学部教育で重要視されていないため講義を行っ

ていない可能性もある。 

一方、研究としての取り組みでは、人材育成

（現任教育）に関して 47％が 3 年以内に取り

組んだ経験があった。学会発表や投稿された論

文からは新任期の教育が多いが、教育機関の現

任教育への関心は高いといえる。また、多くの

新任期の現任教育へのかかわりの実践報告がな

されており、教育機関の現任教育の経験も十分

と考えられる。 

２．都道府県と教育機関の協力関係 

教育機関の自治体の人材育成のかかわりでは、

検討会・委員会および研修会に２／３から３／

４の教育機関が関わりを持っており、そのうち

約9割が所在地の自治体とであった。人材育成

全般において教育機関は所在地の自治体と協力

的な関係にあるといえる。しかし、人材育成の

対象は新任者および中堅者へのかかわりが約半

分であり、管理者への関わりは１／４と少ない

現状である。 

 自治体への聞き取り調査においても、看護系

教育機関と都道府県との連携で最も多かったの

は現任教育でのかかわりで、研修会の講師を大

学に依頼していた。 
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教育機関の所在地自治体との関わりでは、管

理的立場にある市町村保健師の人材育成に関し

て、所在地の自治体と関わりなしが 55％であ

った。関わりの内容は、企画、実施が１／４で

かかわっている中では多く、ニーズ分析、評価

は 10％余り、公表については５％未満で関わ

りは非常に少ないものであった。 

 教育機関の所在地の自治体とのかかわりは、

実習打合せが9割弱と最も多く、自治体からみ

ても実習調整でかかわることが多く、実習を通

して教育機関と自治体が相互に理解を深める貴

重な機会となっている。研修会の講師、都道府

県職員が学校で授業を実施、検討会や審議会の

委員は6割以上が実施しており、それぞれの強

みを生かした協力関係があるといえる。しかし、

自治体の行う研究指導は１／３程度で少ない。 

 これらのかかわりを通して、とても良好と良

好を合わせると、6 割は所在地の自治体と教育

機関はよい関係にあると評価し、公立系学校、

看護系大学の少ない地域、市町村数の少ない地

域で良好と回答した割合が高かった。良好な理

由として公立大学であること、日常的な相談・

協力関係があること、会議や委員会でのつなが

りがあることがあげられており、接触頻度の多

さの重要性が伺える。一方、不良とやや不良を

合わせて約７％で、その理由は私学の声が届き

にくいことがあげられていた。 

 自治体においてもすべての大学と連携をとっ

ているわけではなく、教員の公衆衛生看護への

造詣や情熱を考慮して、事業の内容によって選

択的に大学と連携をしており、組織としてでは

なく個々の大学教員との関係で連携が成り立っ

ている。 

３．管理的立場にある市町村保健師の人材育

成への関与の認識 

 管理的立場にある市町村保健師の人材育成の

役割分担については、大学の設置主体よりも人

材育成を専門とする教員が中心となるという考

えが 4 割で最も多かった。大学の設置主体で

は、公立大学が中心となるとする考え方、全て

の大学が平等に役割分担するが、それぞれ全体

の１／４であり、私立大学が中心となるという

意見はほとんどなかった。人材育成の担当は、

大学組織よりも教員個人の適性を重視し、設置

主体別では公立大学への期待が大きかった。自

治体保健師の保健師の人材育成においては、所

属が同じ自治体である公立大学が担うのが適当

と考えられたと推察される。小規模な地域で公

立大が中心となるという考え方が多かった。保

健師教育は都道府県立の養成所で行われてきた

歴史的背景がある。その流れをくむ公立大学が

中心となるというのは、教育資源の比較的少な

い地域では現実的な体制整備につながると考え

られる。 

 自治体からは、研究的な視点と分析やまとめ

の手法、専門性や理論的整理について大学への

期待が大きく、大学と連携することの効果性は

十分に認識されていた。しかし、管理的立場に

ある市町村保健師の人材育成については、自治

体として何をすべきかが明確になっていないた

めに、どのように大学と連携すべきかまだ模索

の段階にある。一方、教育機関は管理的立場に

ある市町村保健師の人材育成の役割は、積極的

に果たすが3割、依頼されたらできる限りかか

わっていきたい 5 割強と、十分な準備性があ

り、支援可能な内容は、ニーズの分析、企画、

実施、評価、と一連の流れで 5 割以上 8 割近

くが可能と回答し、依頼をされれば大学として

の役割を果たす素地はできていると考えられる。 

４．管理的立場にある市町村保健師の人材育

成体制構築に向けての提言 

１）大学と都道府県庁の日常的な関係構築のた

めに 

①実習打合せ会議など直接的な対面による相互

理解の基盤をつくる。 

②都道府県から積極的に研究および専門性など
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大学のもつ機能を活用する。検討会の委員、事

業実施の企画や評価など 

③大学から教育や研究について、現場に積極的

に地域の資源としての大学と教員個人の情報を

提供する。 

２）管理的立場にある市町村保健師の人材育成

体制構築のために 

（１）都道府県  

①体制整備のための準備段階から評価まで大学

と協働するという認識を持つ。 

②事業の主体であり、管理的立場にある市町村

保健師の人材育成について自治体のニーズ把握

を行い、ニーズ把握の段階から大学と連携をと

って実施する。 

③都道府県が主催者となるためには、管理的立

場にある市町村保健師の育成のための汎用性の

ある基本となる研修プログラムが必要である。 

（２）大学、教育機関 

①大学の準備性はあるが、すべての都道府県で

現場の要請にこたえられる状況ではない。人材

育成、事業の企画・評価の２つを除く部分での

大学の教育力の強化が必要である。 

②事業（人材育成体制構築＝システムづくり）

のニーズ把握、企画、評価などについて研究的

手法を活用する場面での現場支援を行う。 

③研修会などの講師、ファシリテーター、スパ

ーバイザーなどの役割を担う。 

３）関係づくり 

①管理的立場の人材育成にかかわる前に、新任

期からの人材育成で現任教育へのかかわりの基

盤を形成しておく。 

②管理的立場にある市町村保健師の人材育成体

制構築に関しての公立大学の活用もしくは公衆

衛生看護管理や人材育成を専門とする教員と連

携する。 

③講師人材の確保も考慮して広域的な研修と身

近なフォローアップ研修の組み合わせた体制の

可能も検討する。 

Ｆ.結論 

今後、管理的立場にある市町村保健師の人材

育成体制構築のためには、①現在の現任教育の

支援体制を発展させ、②都道府県が体制整備の

ための準備段階から評価までの過程を大学と協

働するという認識を持って大学に積極的に働き

かけ、③大学は公衆衛生看護管理について教育

力を強化する必要性が示唆された。 
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